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１－１ 調査の概要 

（１） 調査の目的 

本調査は、少子高齢化が著しく進行する塩江温泉郷エリアの豊かな地域資源である温泉

水や自然環境等のポテンシャルを最大限活用するとともに、地元地域と最新の知見や資金

を有する地域外の民間事業者の共創が育まれる土壌や機運を醸成し、インバウンド等の活

力の取込み、交通アクセスや温泉施設等の生活基盤の維持といった地域課題の解決に寄与

するための実効性の高い事業スキームを導出することを目的としている。 

 

（２） 調査の概要 

業務名 ：インバウンド誘客等による小さな拠点活性化のための官民連携事業調査 

検討範囲：次頁に示す事業対象範地周辺 

業務場所：高松市塩江町安原上東 地内 

履行期間：令和 5年 8月 8日～令和 6年 3月 8日 

発注者 ：高松市 観光交流課 観光エリア振興室 

受注者 ：株式会社オリエンタルコンサルタンツ 四国支社 

 

表 業務項目 

項目 数量 

官民連携事業調査 1式 

 打合せ 等 1式 

 前提条件整理 1式 

 官民連携事業スキームの検討（想定原案の検討） 1式 

 交通手段の連携手法等調査 1式 

 地元関係者ヒアリング 1式 

地域資源（温泉水）に係る整理 1式 

 官民連携事業スキームの検討 1式 

 サウンディング市場調査 1式 

 事業スキームの精査 1式 

 公募方針（案）の検討、作成 1式 

報告書作成 1式 
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１－２ 調査地の概要 

本事業の対象である新しい道の駅は、高松駅から車で約 40分、高松空港から車で約 15分

の位置に立地しており、塩江温泉郷の入口に位置することから、観光の拠点とともに、生活・

まちづくりの拠点、「小さな拠点」となることが求められている。 

地域活性化、地域活力・生活基盤の維持の役割を果たせるよう、単なる道の駅の運営では

なく、塩江地区の魅力を生かした観光振興、生活基盤の維持・支援、高松空港からのインバ

ウンド誘致等の取組等との融合を視野に入れた、「小さな拠点」（新しい道の駅）を核とした、

塩江温泉郷全体の活性化が期待されている。 

図 事業対象地の広域図 

出典：高松市塩江道の駅エリア整備基本計画より作成 

図 事業対象地の狭域図 

高松空港

高松駅

車で40分

車で15分

新しい道の駅

新しい道の駅
整備地

至高松市中心部、
高松空港
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１－３ 実施手順 

本業務における実施手順は、以下に示す通りである。 

 

図 実施手順 

(１)計画準備
・作業方針、業務工程、業務組織計画等を通りま

とめた業務計画書を作成

(２)基本的事項の整理（基礎調査）

①塩江温泉郷における検討内容や現状、課題、関

係者等の把握

②塩江温泉郷の来訪者数と利用者及び民間事業者

のニーズの把握

③塩江温泉郷へのアクセス手段やおもてなし面の

現状と課題、条件等の把握

④温泉水の供給や維持管理に関する現状と課題等

の把握

⑤道の駅や温泉施設等の事業スキームの潮流の把

握

(５)事業スキームの検討（評価反映）
・事業スキームの修正（複数案）

・管理運営者に求められる事業内容

・周辺連携による観光メニューの構築

・商品開発

・持続可能な交通網の再構築

・温泉施設のアセットマネジメントサイクルの

構築

※ヒアリング調査や民間事業者サウンディング調

査の実施状況を踏まえて適宜見直しを実施

(７)事業スキームの精査（通りまとめ）

・ヒアリング調査や民間事業者サウンディング調

査の結果を踏まえて事業スキームを精査

・全体事業費の算出

・管理運営計画や管理者公募方針として通りまと

め

(４)ヒアリング調査（仮説検証） 
①地元関係者

・WEB アンケート形式で実施後、必要に応

じて深掘り調査を実施

・塩江地区コミュニティ協議会を対象に

住民ワークショップを実施

②交通関係事業者

・WEB アンケート形式で実施後、必要に応

じて深掘り調査を実施

③温泉水供給関係者

・WEB アンケート形式で実施後、必要に応

じて深掘り調査を実施

(６)民間事業者サウンディング

調査（仮説検証）
①かがわ PPP/PFI 地域プラットフォーム

を活用して公募

②独自ネットワークを活用

・道の駅運営事業者

・南紀白浜空港関係事業者 等

(３)事業スキームの検討（仮説立案）

・事業スキーム（案）の検討（複数案）

(８)報告書作成

打合せ① 
（8月） 

打合せ⑨ 
（3月） 

打合せ⑧ 
（2月） 

打合せ⑥ 
（12月） 

打合せ⑤ 
（11月） 

打合せ④ 
（11月） 

打合せ③ 
（10月） 

打合せ② 
（9月） 

打合せ⑦ 
（1月） 
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１－４ 事業の概要 

 塩江温泉郷は、香川県高松市の南部に位置する温泉郷であり、香川県で唯一、国から国民

保養温泉地の指定を受けるなど、これまで、この良質な温泉資源を生かしながら観光のまち

として発展してきた。  

高松市では、この塩江温泉郷を「オンリーワンの価値を持つ温泉郷」とするため、令和 2

年 11月に策定した「高松市塩江道の駅エリア整備基本計画」に基づき、物販・飲食、温浴、

観光情報発信等の複合的な機能を持つ観光関連施設（以下「新しい道の駅」という。）と医

療施設の一体的な整備を進めており、令和 8年度の開業に向けて、現在、各種工事を実施し

ているところである。  

塩江地区には、有力な観光資源である歴史ある温泉があり、豊かな自然を有する中山間地

域であり、その立地は高松空港に隣接し、本市中心部からの自動車交通の利便性も高い一方、

地区全体で人口減少、高齢化が進んでおり、これに伴い公共交通による移動手段が脆弱化し

ている一面もある。  

このような背景から、現在整備を進めている新しい道の駅は、塩江温泉郷の入口に位置す

ることから、観光の拠点とともに、生活・まちづくりの拠点、「小さな拠点」となることが

求められるものである。  

本事業は、新しい道の駅が、本市が進める多角連携型コンパクト・エコシティの核となる

「小さな拠点」としての機能を発揮し、地域活性化、地域活力・生活基盤の維持の役割を果

たせるよう、単なる道の駅の運営ではなく、塩江地区の魅力を生かした観光振興、生活基盤

の維持・支援、台北・香港・ソウル等の国際線が就航している高松空港からのインバウンド

誘致等の取組等との融合を視野に入れた、「小さな拠点」（新しい道の駅）を核とした、塩江

温泉郷全体の活性化に資する、新しい道の駅の運営に係る官民連携手法を検討するもので

ある。 

図 事業の推進体制のイメージ 
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１－５ 自治体の概要 

（１） 高松市の概要

自治体の概要は、以下に示す通りである。

表 自治体の概要 

項目 概要 

位置情報 ・高松市は、四国の北東部、香川県の中央に位置する。
・北は、日本で最初に国立公園に指定された瀬戸内海に面し、南は、讃岐山
脈まで続く、変化に富む自然・地理的環境を保有する。

・古くから四国の玄関口として繁栄し、便利な都市機能とのどかな田園風
景がコンパクトに調和したまちである。

・本市の総面積は、375.23 ㎢で、讃岐平野の一部である高松平野に位置し、
都心部が臨海部に接する地理的構造にある。

出典：第 6 次高松市総合計画 

人口 人口：411,004人、人口密度：1,094.1人/㎢ 
出典：高松市 人口速報（令和 6 年 1 月 1 日時点） 

高齢化率 28.7%（令和元年時点） 
出典：たかまつ人口ビジョン 令和元年度改訂版 

土地利用 ・平成 29 年の本市の地目別土地利用状況は、山林が約 30%、田畑を合わせ
て約 23%、宅地が約 17%を占めている。

出典：高松市 般廃棄物処理基本計画（令和 5 年 3 月中間見直し版） 

産業 ・産業別の就業構造についてみると、第 1 次産業 2.3%、第 2 次産業 19.3%
に対して、第 3次産業が 78.2%を占めている。

出典：国勢調査（令和 2 年） 

道路網 ・四国横断自動車道が都市計画区域の中央部を東西に横断しており、市中
心部から放射状に一般国道が整備され、主要地方道がこれを補完する形
で、道路ネットワークを形成している。

出典：高松市都市計画マスタープラン（平成 29年 8 月改定） 

公共交通 ・鉄道及びバス路線網は、JR 高松駅やことでん瓦町駅を中心として放射線
状に拡がっている。

・路線便数から、市中心部及び南北方向のバス路線でサービスレベルが高
くなっており、ことでん空港通り駅や JR国分駅等には高松市により、ま
たことでん高田駅にはことでんにより、パークアンドライド駐車場が整
備されている。

出典：高松市都市計画マスタープラン（平成 29年 8 月改定） 

高松常磐町商店街 養殖魚「オリーブハマチ」 

の出荷 

主要観光地である 

史跡高松城跡（玉藻公園） 

での和船体験 

出典：第 6 次高松市総合計画
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出典：第 6 次高松市総合計画概要版【全体】 

図 高松市の位置図 

 

 

出典：高松市公式 HP たかまっぷ 

図 高松市の全域図  
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出典：高松市 基本構想及びまちづくり戦略計画 

図 高松市の人口（令和 2 年時点） 
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出典：高松市都市計画マスタープラン 

図 高松市の道路交通網 
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出典：高松市都市計画マスタープラン 

図 高松市の鉄道及びバス路線 
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（２） 塩江地域の概要 

塩江地域の概要は、以下に示す通りである。 

表 塩江地域の概要（自然的・歴史的・社会的・経済的諸条件） 

項目 概要 
自然的条件 ・市の南端に位置し、市中心部より約 25㎞隔てた地域である。 

・南は讃岐山脈の分水嶺をもって徳島県と界し、讃岐山脈に源を発する香東
川が本地域のほぼ中央部を貫流し、集落はその香東川沿線に点在する平地
部を中心に構成されている。 

・塩江地域の総面積は 80.1 ㎢で、地勢は南高北低の急斜面にある、峡谷型
の山間の地域である。 

・気候は年間を通じて温和であるが、年間平均気温 14 度、昼夜の気温差の
ある内陸型の気候である。 

・年間平均降雨量は約 1,400mmで、県平均に比較してやや多い。 
・耕地は香東川流域に沿って帯状に分布しており、平坦地は少なく、塩江地
域の総面積の 83.9%は山林で占められている。 

歴史的条件 ・塩江地域は、明治初期には安原 5か村に分割され行政区域が細分化さ
れていたが、町村制施行など幾多の変遷を経て、昭和 31年 9月 30
日、町村合併促進法により、旧安原村、旧塩江村、旧上西村の３か村
の合併が実現し、旧塩江町の誕生をみるに至った。 

・市町村の合併の特例に関する法律（合併特例法）により、平成 17年 9
月 26日に高松市に編入合併した。 

社会的条件 ・昭和 31年の町村合併時における総人口は、7,612 人で適正規模団体であ
ったが、産業構造の変遷と高度経済成長時代を迎え、青年層の地域外就
職及び就学のため、世帯での地域外転出などがみられ、本地域における
人口は一貫して減少している。 

・人口の減少は主として 15歳～64歳人口の流出に起因するものであり、高
齢化が急速に進んでいる。 

経済的条件 ・農業については、1農家当たりの経営耕地面積は約 36アールであり、100
アール未満の経営面積を有する販売農家が大半を占めるなど、零細な経
営が行われており、農地の区画が狭小で生産性は低くなっているが、一
部の農家においては、立地・気象条件を利活用し、高冷地野菜、花きの
栽培等で、農業所得の向上が図られている。 

・林業については、山林の保有規模が極めて零細で、山林保有者の大半が
5ha未満のものであって、人工林も若齢林のため、林産収入のない世帯が
多い。 

・観光については、塩江温泉を昭和 48年に旧塩江町が開発に着手し、観光
ブームや高度経済成長も伴って温泉を中心とした民間観光大型ホテルな
どが整備され、塩江温泉郷として知られるようになり、平成元年には年
間約 60 万人の観光客が訪れるようになった。しかし、平成 15年度頃以
降の経済の低迷等によって、ホテルや宿泊施設も一部が休業・廃止とな
り、近年では観光客が減少の一途を辿っている。今後とも、魅力ある温
泉郷づくりとともに、地域資源を活用したまちづくりや民間団体・企業
と連携した、地域主体の継続可能な自主事業の取組が求められている。 

・観光産業以外は全て零細であり、その収入のみでは生活の維持が困難で
あるため、各種の兼業収入に依存する者が多く、塩江地域外で就業して
いる現状にある。 

・今後、東アジアを中心とした外国人観光客の増加が期待される一方、長
期にわたる景気の低迷、企業などの団体旅行の減少、観光地間の競争激
化など、不安な材料も多くあり、持続的発展に向けた取組が求められて
いる。 

出典：高松市過疎地域持続的発展計画 

  



 

１-11 

 

 

表 塩江地域の概要（過疎・社会経済的発展の方向） 

項目 概要 
過疎の状況 ・近年、各種生活環境の改善を図ってきたが、広範な山間地域であるため十

分な整備が行えず、主たる産業である農林業の基盤の弱さによる他の平坦
地域との格差、及び特徴的な地場産業がないことによる就労の場の不足等
により、やむを得ず都市や都市周辺に住所を移す青年層もみられ、このこ
とが出生数の低下を招く大きな要因にもなっている。 

・塩江地域の過疎対策は、これまで、道路網の整備、特に生活道の整備を始
め、上下水道、社会教育施設、福祉・医療施設の整備等、生活水準の維持
向上を図るための改善が積極的に行われてきた。 

・農林業の振興においても各種補助事業等を積極的に取り入れ、農林道の新
設改良、畑地造成、土地基盤整備、近代化施設の整備等を図り、農林業所
得の向上に努めてきた。 

・本地域における過疎化に歯止めはかからず、引き続き人口減少と高齢化が
同時進行しており、生活・生産基盤の弱体化から、健全な地域社会の維持
が困難となることが懸念される。 

社会経済的
発展の方向
の概要 

・塩江地域は、昭和 47年に「自然休養村」の指定を受けたことを始め、
その後「JR周遊地」に指定されているほか、平成元年には、環境庁よ
りホタルの里として「ふるさといきものの里」に選定された。また、
平成 14 年には「国民保養温泉地」に指定されるなど、自然あふれる讃
岐山脈の山間地域として、香川県内でも歴史ある塩江温泉郷を有する
観光地として発展している。さらに、大滝大川県立自然公園として
「大滝山」「竜王山」と代表的な山岳も有しており、レクリエーション
施設も整っていることから、保養地としても観光客から期待される地
域となっている。 

・平成 9年から 17年の間に、観光拠点施設づくりとして「観光物産セン
ター」や「行基の湯」の施設整備を図るとともに、地域住民が第 3セ
クターを設立し、住民と協働でこれらの施設を活用するソフト事業を
展開するなど、観光客でにぎわう環境づくりを行った。 

・平成 26年には、本地域で「塩江・マイスター振興会」が設立されるな
ど、地域住民や各団体による観光地づくり活動が活発化しており、今
後は、地域主体の滞在型観光地としての充実に努める必要がある。 

・高松の奥座敷とも言われる塩江温泉郷を「オンリーワンの価値を持つ
温泉郷」に磨き上げるための指針として、平成 29年 3月に策定した
「塩江温泉郷観光活性化基本構想」に基づき、塩江温泉郷の活性化と
本市の観光振興に向け、各種施策に取り組んでいる。この取組の一環
として、「塩江道の駅エリア」において、物販・飲食、温浴、観光情報
発信等の複合的な機能を持つ観光関連施設と医療施設を一体的に整備
することで、塩江温泉郷のシンボルとなる新たな交流拠点づくりを行
うこととしている。 

出典：高松市過疎地域持続的発展計画 
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１－６ 周辺地域の状況 

（１） 周辺施設分布 

道の駅しおのえ周辺には、ホテル、旅館などの宿泊施設が多く立地しており、国道 193

号沿いは、美術館や歴史資料館などの観光施設が点在している。南部には、公園、キャン

プ場など自然を満喫できるエリアとなっており、高松空港から車で約 15分の距離に立地

している。 

 

 

出典：高松市塩江道の駅エリア整備基本計画より作成 

図 周辺施設分布 
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（２） 周辺の道の駅 

道の駅しおのえの半径 5km 圏内には他の道の駅はなく、約 10kmの位置に道の駅香南楽

湯、道の駅ながお、道の駅ことなみが存在している。 

 

 

出典：高松市塩江道の駅エリア整備基本計画より作成 

図 周辺の道の駅 
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（３） 周辺の人口 

塩江地域は、2011年より人口、世帯数ともに減少傾向にあり、塩江地域内の町別では、

塩江町安原上東が人口、世帯数ともに最大数を有している。 

 

表 塩江町の人口と世帯数 

 男(人) 女(人) 総数 世帯数 

2011年 1,511 1,644 3,155 1,327 

2012年 1,484 1,617 3,101 1,328 

2013年 1,469 1,589 3,058 1,318 

2014年 1,401 1,561 2,962 1,303 

2015年 1,361 1,503 2,864 1,282 

2016年 1,340 1,491 2,831 1,291 

2017年 1,311 1,468 2,779 1,288 

2018年 1,273 1,418 2,691 1,278 

2019年 1,232 1,350 2,582 1,253 

2020年 1,204 1,302 2,506 1,259 

2021年 1,157 1,265 2,422 1,246 

2022年 1,115 1,216 2,331 1,212 

2023年 1,084 1,195 2,279 1,213 

出典：高松市道の駅基本エリア整備基本計画及び、 

高松市住民基本台帳（各年 1月 1 日）より作成 

 

 

出典：高松市道の駅基本エリア整備基本計画及び、 

高松市住民基本台帳（各年 1月 1 日）より作成 

図 塩江町の人口と世帯数の推移  
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出典：国勢調査町丁・字等別境界データセット 

図 塩江地域の町丁目 

 

表 塩江地域の町別人口 

No. 町名 男 女 総数 世帯数 

1 塩江町上西甲 98 163 77 86 

2 塩江町上西乙 88 136 58 78 

3 塩江町安原上 160 311 151 160 

4 塩江町安原上東 357 611 286 325 

5 塩江町安原下 16 29 13 16 

6 塩江町安原下第 1号 203 424 202 222 

7 塩江町安原下第 2号 212 443 210 233 

8 塩江町安原下第 3号 79 162 87 75 

出典：高松市 人口速報（令和 5 年 1 月 1 日時点） 

 

  

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑧ 

⑥ 
⑦ 
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（４） 香川県を訪れる旅行者 

① 観光入込数 
新型コロナウイルス感染症流行前の 2019年まで、香川県に訪れる観光客は増加傾向にあ

り、年間 900万人以上の観光客が訪れていた。新型コロナウイルス感染症流行により約 580

万人まで減少したが、2022年には約 770万人まで回復している。 

 

表 宿泊有無別県外観光客入込数 

 日帰り観光客 宿泊観光客 総数 

2011 年 7,116,164 1,597,352 8,713,516 

2012 年 7,092,797 1,844,603 8,937,400 

2013 年 6,801,650 2,375,072 9,176,722 

2014 年 6,789,796 2,269,941 9,059,737 

2015 年 6,466,845 2,736,210 9,203,055 

2016 年 6,651,293 2,716,725 9,368,018 

2017 年 6,758,557 2,705,085 9,463,642 

2018 年 6,786,768 2,629,488 9,416,256 

2019 年 6,512,686 3,173,930 9,686,616 

2020 年 4,581,016 1,602,855 6,183,871 

2021 年 4,367,027 1,450,664 5,817,691 

2022 年 5,518,460 2,251,540 7,770,000 

出典：高松市道の駅基本エリア整備基本計画及び、 

香川県観光客動態調査報告（R2、R4）より作成 

 

 

出典：高松市道の駅基本エリア整備基本計画及び、 

香川県観光客動態調査報告（R2、R4）より作成 

図 宿泊有無別県外観光客入込数の推移  

7,116 7,093 6,802 6,790 6,467 6,651 6,759 6,787 6,513

4,581 4,367
5,518

1,597 1,845 2,375 2,270 2,736 2,717 2,705 2,629 3,174

1,603 1,451

2,252

8,714 8,937 9,177 9,060 9,203 9,368 9,464 9,416 9,687

6,184 5,818

7,770

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

観
光
客
数
（
千
人
）

日帰り観光客 宿泊観光客



 

１-17 

 

② 延べ宿泊者数 
新型コロナウイルス感染症流行前の 2019年まで、香川県に訪れる延べ宿泊客数は増加傾

向にあり、特に外国人の割合は 2015～2019年で 10%以上増加していた。2022年は、外国人

の割合が再度増加傾向に転じている。 

 

表 香川県の延べ宿泊者数の推移 

 県内 

（日本人） 

県外 

（日本人） 
外国人 不明 合計 

外国人 

の割合 

2011年 457,750 2,736,880 36,570 33,820 3,265,020 1.1% 

2012年 522,260 2,953,190 43,090 31,550 3,550,090 1.2% 

2013年 563,150 2,843,120 95,830 83,100 3,585,200 2.7% 

2014年 584,270 2,699,570 142,710 36,150 3,462,700 4.1% 

2015年 580,520 3,194,940 210,470 90,640 4,076,570 5.2% 

2016年 507,090 2,733,060 358,360 181,390 3,779,900 9.5% 

2017年 463,190 2,569,520 482,300 243,390 3,758,400 12.8% 

2018年 563,760 2,704,610 546,100 233,860 4,048,330 13.5% 

2019年 604,770 3,075,610 771,730 207,140 4,659,250 16.6% 

2020年 472,660 1,868,320 81,270 106,570 2,528,820 3.2% 

2021年 372,740 1,800,250 13,530 83,400 2,269,920 0.6% 

2022年 453,870 2,735,610 33,930 16,980 3,240,390 1.0% 

出典：高松市道の駅基本エリア整備基本計画及び、宿泊旅行統計調査より作成 

 

 

出典：高松市道の駅基本エリア整備基本計画及び、宿泊旅行統計調査より作成 

図 香川県の延べ宿泊者数の推移 
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（５） ハザードマップ 

塩江地域は、峡谷型の山間地域のため、崖崩れ・土石流・地滑の危険がある場所が多い。 

 

 

出典：高松市 HP 

図 塩江地域コミュニティ別ハザードマップ 

道
の
駅
し
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１－７ 上位関連計画 

（１） 高松市及び塩江地域のまちづくりの方針に係る上位関連計画の整理 

① 上位関連計画の一覧 
高松市及び塩江地域のまちづくりの方針に係る上位関連計画として、以下に示す一覧の

計画を整理する。 

 

表 高松市及び塩江地域のまちづくりの方針に係る上位関連計画 

項目 名称 発行年 

高松市 

第 6次高松市総合計画 平成 28年 3月 

高松市都市計画マスタープラン 平成 29年 8月 

高松市立地適正化計画 令和 2年 7月 

高松市まちづくり戦略計画第 4期 令和 5年 3月 

塩江地区 

塩江温泉郷活性化基本構想 平成 29年 3月 

高松市塩江道の駅エリア整備基本計画 令和 2年 11月 

高松市過疎地域持続的発展計画 令和 3年 

都市再生整備計画 塩江地区 令和 3年 7月 

道の駅設計に関する報告書 令和 4年 3月 
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② 上位関連計画の関係性 
高松市及び塩江地域のまちづくりの方針、本事業に係る上位関連計画の関係性は、以下に

示す通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 高松市と塩江地域のまちづくりの方針に係る主な上位関連計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 塩江地域のまちづくりの方針に係る主な上位関連計画 

第 6 次高松市総合計画 
平成 28年 3月 

高松市まちづくり戦略計画第 4 期 
令和 5年 3月 

 

高松市都市計画マスタープラン 
平成 29年 8月 

整合 

整合 

高松市立地適正化計画 
令和 2年 7月 

 

高松市過疎地域 
持続的発展計画 

令和 3月 

都市再生整備計画 
塩江地区 
令和 3年 7月 

塩江温泉郷活性化基本構想 
平成 29年 3月 

高松市塩江道の駅エリア整備基本計画 
令和 2年 11月 

 

道の駅設計に関する報告書 
令和 4年 3月 

整合 

整合 

整合 整合 

整合 

整合 
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③ 上位関連計画のまとめ 
高松市及び塩江地域のまちづくりの方針に係る上位関連計画のまとめを以下に示す。各計画の詳細は参考資料にまとめた。 

 

表 高松市及び塩江地域のまちづくりの方針に係る上位関連計画のまとめ 

名称 概要 
第 6次高松市 
総合計画 

〇目指すべき都市像 
「活力にあふれ 創造性豊かな 瀬戸の都・高松」 

高松市都市計画
マスタープラン 

〇塩江地区の位置付け 
塩江地区は都市計画区域外に位置しているが、歴史・文化・自然拠点として位置付けられており、地域資源の保全及び活用を図り、地域ごとの特色を活用した拠点づくりを推進することにな

っている。 

高松市 
立地適正化計画 

〇塩江地区の位置付け 
塩江地区は立地適正化区域外に位置しており、立地適正化計画区域外においては、農業や石材業を始めとした産業振興や観光等と連携しながら、集落の維持に向けた小さな拠点づくり等を進

め、立地適正化計画区域内外での連携・関係性を深めることで、市全体として持続可能なまちづくりを進めることになっている。 

高松市 
まちづくり戦略 
計画第 4期 

◆温泉をいかした塩江地域の観光振興事業 

観光客のニーズや嗜好、競争環境の変化等に的確に対応し、地域の持つ魅力を向上させて塩江地域の活性化を図るため、「塩江温泉郷観光活性化基本構想」に基づき、温泉をいかした塩江地

域の観光振興に取り組みます。 

   
図 道の駅エリアの整備後のイメージ 

塩江温泉郷 
活性化基本構想 

〇戦略 
①地域の特色を活かした、独自コンテンツの提供 
②観光客の多様性に対応した受入態勢の整備・改善 
③観光客の滞在時間長期化施策の開発・実行 

〇推進体制 

 

〇奥の湯エリアとの連携方針 

 

〇課題 
＜GAP調査・意見交換会で導かれた塩江温泉郷の課題まとめ＞ 

①自然環境の豊かさ、温泉（泉質）等が強みであるものの、観光客
のニーズや嗜好、競争環境の変化等に的確に対応できていない。 

②一つひとつの観光資源には良い点がある反面、「塩江温泉郷なら
では」を形成する代表的なイメージや観光資源が不足している。 

③「塩江温泉郷の過ごし方」のイメージづくりと、選ばれる観光資
源をつくるための徹底した磨き上げが必要。 
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名称 概要 

高松市塩江 
道の駅エリア 
整備基本計画 

〇道の駅エリアの現状 
表 道の駅エリアにおける SWOT 分析 

 プラス面 マイナス面 

内
部
環
境 

強み（Strengths） 弱み（Weaknesses） 

○地域資源（温泉・良好な泉質・自然環境） 

○インバウンドを中心とした堅調な宿泊者数 

○交通環境・立地環境（高松空港から近距離、国道 193号沿い） 

○香川県で唯一の国民保養温泉地 

○塩江温泉郷の歴史・ブランド 

○道の駅「しおのえ」のサイクルオアシス認定 

○周辺観光関連施設等の老朽化・閉館 

○観光関連産業の人材不足・高齢化 

○山間地域による平地不足 

○山間地域における建築制限、その他制約 

○観光客の移動手段 

外
部
環
境 

機会（Opportunities） 脅威（Threats） 

○高松空港利用者（インバウンド等）の増加、ハブ空港化 

○温泉の根強い人気、健康志向の高まり 

○しおのえ 4 大まつりや瀬戸内国際芸術祭の関連イベントなどの

開催 

○建設技能者を育成する職人育成塾、現代サーカスの創作活動拠点 

○椛川ダム及び周辺の公園整備 

〇自然を楽しむ観光やワーケーションなどのニーズの高まり 

○自然災害（積雪・豪雨等） 

○人口減少、少子・超高齢社会 

○社会保障費の増大等による行政の財政状況

の悪化 

○外交問題によるインバウンドへの影響 

○地域間競争の激化 

〇感染症拡大による交流人口の減少 
 

〇コンセプト 
「オンリーワンの価値を持つ道の駅へ」 
〇整備方針 
・自然、歴史、風土、文化等を継承するまちの拠点としての道の駅 
・にぎわい・交流の拠点としての道の駅 
・健康づくりの拠点としての道の駅 
⇒観光の目的地として選ばれる道の駅への転換を目指す。 

〇ターゲット 
・高松空港を利用する観光客 ・インバウンド 
・子育て世代（ファミリー） ・湯治客・療養者（長期滞在者） 
・サイクリスト       ・その他（ワーケーションなど） 

〇目標 
①道の駅の利用者数を現在の 2倍（約 26万人）にすること。 
②塩江地区の定住人口を維持・増加させること。 
③塩江温泉郷の宿泊客数を約 8万人（現在約７万人）にすること。 

〇整備の考え方 
医療施設を含む道の駅エリアは、人口減少など活力の減退が著しい塩

江地区にあって、将来を見据えた持続可能なまちづくりの拠点となるよ
う整備を進めるものであり、本市のまちづくりにおいて重要な役割を果
たすことから、整備着手後、できるだけ早い供用開始を目指す。 

需要動向等に関するアンケート調査においては、国内外問わず、子ど
もからお年寄りまで幅広い世代に利用してもらいたいといった意見があ
ることから、多くの人々から、観光の目的地として選ばれるような取り
組みや工夫を行う必要がある。 

高松市過疎地域 
持続的発展計画 

〇基本目標 
塩江地域においては、引き続き人口減少と高齢化に歯止めがかからず、地域社会の維持が困難となることが懸念されるため、人口減少を抑制していくことを本計画における基本目標とし、本

地域ならではの創造性を更に発揮するとともに、「地域共生社会の構築」など、持続可能なまちづくりに取り組む。 

都市再生整備 
計画 塩江地区 

〇目標 
大目標：高松市の観光振興のために、塩江温泉郷を「オン

リーワンの価値を持つ温泉郷」として生まれ変わらせること 

〇目標 
①観光客（宿泊客）の増加による地域経済の活性化 
②小さな拠点整備による持続可能なまちづくり 
③移動手段確保による交流人口の拡大、交流機会創出 

〇整備方針 
①道の駅を核とした「小さな拠点」整備 
②塩江地区魅力発信等事業 

道の駅設計に関
する報告書 

〇目指すべき姿 
・本道の駅では、豊かな自然環境と温泉地としての歴史、そこに医療施設が連携するなど、本地域で恵まれた
地域資源の発信をはじめ、健康づくりとにぎわいを生み出す交流施設を目指すため、基本構想において「オ
ンリーワンの価値を持つ道の駅へ」のコンセプトを掲げた。 

・道路利用者の休憩所としての道の駅から、観光の目的地として選ばれる道の駅への転換を目指す。 
〇基本設計における導入機能・機能の精査 
・休憩施設：トイレ/授乳室・オムツ交換スペース/休憩室 
・情報発信：観光情報発信スペース 
・地域連携：農産物直売・特産物販売スペース/飲食スペース防災施設（備蓄倉庫） 
・その他 ：地域交流スペース（多目的室） 

〇配置計画 

 
図 施設レイアウト（案） 
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（２） 本事業の内容に係る上位関連計画の整理

① 上位関連計画の一覧

本事業の内容（温泉、道の駅、インバウンド、サイクリング）に係る上位関連計画として、

以下に示す一覧の計画を整理する。 

表 本事業に係る上位・関連計画の一覧 

項目 名称 発行年 策定主体 

温泉 塩江温泉郷国民保養温泉地計画書 平成 30年 7月 環境省 

道の駅 

四国圏広域地方計画 平成 28年 3月 国土交通省 

「道の駅」第 3ステージ 令和元年 11月 国土交通省 

令和 5年版国土交通白書 令和 5年 国土交通省 

小さな 

拠点 

高松広域都市圏都市交通マスタープラン 平成 27年 3月 香川県 

住み慣れた地域で暮らし続けるために 

～地域生活を支える「小さな拠点」づくりの手

引き～ 

平成 28年 3月 内閣府 

インバ

ウンド

「明日の日本を支える観光ビジョン」 平成 28年 3月 観光庁 

「道の駅」におけるインバウンドに向けた調査 平成 31年 3月 観光庁 

「道の駅」のインバウンド対応拠点化に向けて 令和元年 7月 観光庁 

令和元年度 観光振興事業 「道の駅」インバ

ウンド対応拠点化モデル事業
令和元年 観光庁 

観光ビジョン実現プログラム 2020 令和 2年 7月 
観光立国推

進閣僚会議 

サイク

リング

高松市自転車活用推進計画 令和 3年 3月 高松市 

自転車活用推進計画 令和 3年 5月 国土交通省 

香川県自転車活用推進計画 令和 5年 3月 香川県 
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② 上位関連計画のまとめ 
本事業に係る上位関連計画のまとめを以下に示す。各計画の詳細は参考資料にまとめた。 

 

表 本事業に係る上位関連計画のまとめ 

名称 概要 

温 
泉 

塩江温泉郷国民保養温泉地計画書 

〇基本方針 
①泉源を保護し、その利用の適正化を図るため、温泉湧出量、温度、泉質の変化に常時留意するとともに、効果的、効率的な温泉利用の増進に努める。 
②病院との連携により、温泉療養に適した施設の整備と温泉療法医等関係医療スタッフの確保を図るとともに、温泉の保健的利用を展開するシステムの構築を推進
する。 

③豊かな自然環境と調和した施設整備を推進し、歴史ある温泉地としての地域づくりを推進する。 
④身近な生き物や豊かな自然環境を生かした自然との触れ合いを推進する。 

道 
の 
駅 

四国圏広域地方計画 

〇インバウンド観光の振興 
・国と連携先が共同して実施するビジット・ジャパン地方連携事業として取り組む訪日プロモーション活動
等の展開を通じて、四国圏の魅力を積極的に発信して、来訪者を増加させる。訪日外国人旅行者を円滑に
受け入れるため、国、地方公共団体、経済団体や民間事業者等による地方ブロック別連絡会等を通じて、
現状と課題を把握し、必要な手立てを講じる体制を整備する。 

・WEBや放送コンテンツを活用した積極的なプロモーション活動により、観光ルートや観光地情報、地域産
品、文化、風土等、地域の魅力を情報発信し、観光客による交流人口の拡大や地域産品・製品等の消費拡
大に向けて戦略的に取り組む。 

・旺盛な外国人旅行者のショッピング意欲を地域の消費につなげるため、消費税免税制度の拡充による地域
産品等の販売拡大や日本文化体験プログラム等の提供を行う。 

・外国人旅行者の多くは、大きな荷物を持って移動しているため、多言語での宅配運送サービス等、外国人
旅行者が手ぶらで観光できる環境整備を推進する。 

〇地方創生の核となる「道の駅」の機能強化等の推進 
・ドライバーに休憩施設として親しまれている「道
の駅」は、近年ではそれ自体が目的地となり、ま
ちの特産物や観光資源を活かして人を呼び、地域
に仕事を生み出す核へと独自の進化を遂げ始めて
いる。 

・地方創生の核となる「道の駅」の機能強化等の取
組を推進し、「道の駅」を地域の歴史・文化、地域
資源を発信する場所として活用するなど、地域の
観光振興の核として位置付け、観光拠点化する取
組を支援する。 

「道の駅」第 3ステージ 

〇コンセプト 

『地方創生・観光を加速する拠点』へ ＋ ネットワーク化で活力ある地域デザインにも貢献 

〇目指すべき姿 

①「道の駅」を世界ブランドへ 
②新「防災道の駅」が全国の安心拠点に 
③あらゆる世代が活躍する舞台となる地域センターに 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 新「道の駅」あり方検討会 提言（令和元年 11 月 18 日） 

 

図 道の駅第 3 ステージの概要 

令和 5年版国土交通白書 
〇道の駅に関する取組事項 
①訪日外国人旅行者の受入環境整備             ②「日本風景街道」の推進 ③地域に密着した各種事業・制度の推進 
④高速道路のサービスエリアや「道の駅」における子育て応援 ⑤道路防災対策      ⑥自動運転の実現に向けた取組 
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名称 概要 

小
さ
な
拠
点 

高松広域都市圏都市交通マスタープ
ラン 

〇都市圏周辺地域及び島嶼部における課題とその対応方針 
・中山間地域の生活サービスや地域活動の維持 

小学校区など、複数の集落が集まる地域において、商店、診療所などの生活サービスや地域活動を、歩いて動ける範囲でつなぎ、各集落間をコミュニティバス
などで結ぶことで、人々が集い、交流する機会を広げ、新しい集落地域の再生を目指す「小さな拠点」の形成について、関係部局や関係機関と連携して取り組み
を行うことが必要と考える。 

住み慣れた地域で暮らし続けるため
に～地域生活を支える「小さな拠点」
づくりの手引き～ 

〇「小さな拠点」づくりの目的 
地域住民が主体的に、行政などと連携して、地域の困りごとに対応（活動）することで、暮

らし続けたいという「願い」を実現させていく。また、地域の困りごとに対して、地域住民が
自ら立ち上がり、解決のための取組（活動）を行うことにより、暮らし続けられる地域を作っ
ていくことを目的とする。 
〇「小さな拠点」づくりの定義 
中山間地域等の集落生活圏（複数の集落を含む生活圏）において、安心して暮らしていく上

で必要な生活サービスを受け続けられる環境を維持していくために、地域住民が、自治体や事
業者、各種団体と協力・役割分担をしながら、各種生活支援機能を集約・確保したり、地域の
資源を活用し、しごと・収入を確保する取組を「小さな拠点」づくりという。 

 
図 「小さな拠点」づくりの取組イメージ 

 
図 「小さな拠点」づくりを進めるにあたってのポイント 

イ 
ン 
バ 
ウ 
ン 
ド 

「明日の日本を支える観光ビジョン」 

〇課題 
・我が国の豊富で多様な観光資源を、誇りを持って磨き上げ、その価値を日本人にも外国人にも分かりやすく伝えていくことが必要。 
・観光の力で、地域の雇用を生み出し、人を育て、国際競争力のある生産性の高い観光産業へと変革していくことが必要。 
・CIQや宿泊施設、通信・交通・決済など、受入環境整備を早急に進めることが必要。 
・高齢者や障がい者なども含めた、すべての旅行者が「旅の喜び」を実感できるような社会を築いていくことが必要。 

〇3つの視点 
①観光資源の魅力を極め、地方創生の礎に 
②観光産業を革新し、国際競争力を高め、我が国の基幹産業に 
③すべての旅行者が、ストレスなく快適に観光を満喫できる環境に 

〇10の改革 
①「魅力ある公的施設」を、ひろく国民、そして世界に開放   ②「文化財」を、「保存優先」から観光客目線での「理解促進」、そして「活用」へ 
③「国立公園」を、世界水準の「ナショナルパーク」へ     ④おもな観光地で「景観計画」をつくり、美しい街並みへ 
⑤古い規制を見直し、生産性を大切にする観光産業へ      ⑥あたらしい市場を開拓し、長期滞在と消費拡大を同時に実現 
⑦疲弊した温泉街や地方都市を、未来発想の経営で再生・活性化 ⑧ソフトインフラを飛躍的に改善し、世界一快適な滞在を実現 
⑨「地方創生回廊」を完備し、全国どこへでも快適な旅行を実現 ⑩「働きかた」と「休みかた」を改革し、躍動感あふれる社会を実現 

「道の駅」におけるインバウンドに向
けた調査 

○訪日旅行者による「道の駅」の認知/利用の現状 
 ・訪日旅行者における「道の駅」の認知度は全国平均で 20.5%（組数ベース）と高くはない 
 ・今回の訪日旅行で「道の駅」を利用した、という訪日旅行者は 8.7%、（以前を含めると 14.1%）と限定的ではあるが、近年の訪日旅行者数の伸びを考慮すると今後

の利用者数増加が見込まれる 
 ・レンタカー利用が多い地域では多数の「道の駅」訪問者がいることがうかがえ、かつ、「道の駅」を知らなかった人であっても、「知っていれば主に休憩目的で利

用していたと思う」との声が 83%と、「道の駅」に対する潜在需要も大きい 
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○「道の駅」におけるインバウンド対応の現状 
 ・アンケートを回収した全「道の駅」の 83%には、近隣（20㎞圏内）に観光地が位置しており、現状外国人旅行者が来訪していなくとも、今後インバウンド対応が

有効な「道の駅」となり得る 
 ・インバウンド対応が有効な「道の駅」に関しても、インバウンド対応の実施状況には改善余地が存在 
 ・外国人旅行者が多い「道の駅」を中心に「外国人旅行者を受け入れたい」「取組を増やしたい」との声が多く、今後の対応向上が期待される 
○「道の駅」に共通した一般的なインバウンド対応の課題と解決策 
 ・認知～訪問増のための施策案：レンタカーを利用する訪日旅行者が行き先選定の際によく利用する「旅行関連サイト・アプリ（TripAdvisor等）」「オンラインの

口コミ（SNS・ブログ等）」を通して、「道の駅」全般的な PR活動や、個々の「道の駅」が積極的に PRを行うことで、更に多くの訪日旅行者を誘致し、ニーズに一
層応えることが可能 

 ・受入環境整備に関する施策案：通訳機器の導入や免税対応の実施、物販の商品説明の英語対応を進めていくことが有効 
 ・周辺観光情報提供に関する施策案：「道の駅」を訪れる外国人が安心して「観光案内機能」を利用できるよう、JNTOからの認定取得を促すとともに、「道の駅」の

観光案内所では、地域のおすすめルートマップの多言語での準備や、地域の周遊プランの提案等を行うことにより、「道の駅」だけでなく、周辺観光地への訪日旅
行者送客につなげる 

「道の駅」のインバウンド対応拠点化
に向けて 

○訪日外国人旅行者のレンタカー観光の状況（全国傾向） 
 ・鉄道（新幹線以外）：70%（組数ベース）、バス：54%（組数ベース）となっており、半数以上が鉄道やバスを利用 
 ・訪日旅行者の 12%（組数ベース）がレンタカーを利用。レンタカー利用率は訪日回数に応じて増加しており、今後のリピーター増加に伴い、レンタカー利用はさ

らに増加が予想 
○訪日旅行者による「道の駅」認知・訪問の現状 
・訪日旅行者における「道の駅」の認知度は 20.5%と高くはなく、「今回の訪日旅行で訪問した」人も 8.7%と少数だが、レンタカー利用者に限定するとその割合は高
い（認知度：39.1%、「今回の訪日旅行で訪問した」人：22.4%） 

○ICT等を活用した多言語対応等による観光地の「まちあるき」の満足度向上 
 ・訪日外国人旅行者の来訪が特に多い観光地等において、公共交通機関の駅等から個々の観光スポットに至るまでの

散策エリアについて、ICTも活用して、多言語案内標識や無料エリア Wi-Fiの整備、域内の小売・飲食店を挙げた
キャッシュレス決済対応等のまちなかにおける面的な取組や、これらと一体的に行う外国人観光案内所や「道の
駅」等の機能強化、古民家等の歴史的資源の活用等を集中的に支援し、「まちあるき」の満足度の向上を目指す。
あわせて、観光地の災害等の非常時の対応能力の強化を図る。 

○外国人観光案内所の認定制度について 
 ・外国人旅行者に対して観光案内所のサービスの充実度の「見える化」を実施。同時に外国人旅行者に PR。 

・認定によるブランド化と観光案内所のカテゴリー別の分類により、外国人観光案内所の機能向上を促進し、質を 
保証。 

                                                    図 「道の駅」インバウンド対応拠点化モデル事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
図 外国人観光案内所の認定制度について 

令和元年度 観光振興事業 「道の
駅」インバウンド対応拠点化モデル事
業 

○今後の取組の指針（補助対象） 
次の①～⑧の事業が訪日外国人旅行者のニーズが特に高く全国の「道の駅」における今後の取組の指針となると考えられている 

①多言語観光案内標識の一体的整備                      ②無料公衆無線 LAN環境の面的整備 
③飲食店、小売店等における多言語対応・先進的決済環境の整備         ④公衆トイレの洋式便器の整備及び清潔等機能向上 
⑤外国人観光案内所の整備・改良                       ⑥観光拠点情報・交流施設の整備・改良 
⑦外国人観光案内所における非常用電源装置及び情報端末への電源供給機器の整備 ⑧その他 

観光ビジョン実現プログラム 2020 
〇インバウンド促進等に向け引き続き取り組む施策 
・「道の駅」を核とした地域振興 
・地域における「道の駅」のインバウンド受入拠点機能の強化 
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名称 概要 

サ
イ
ク
リ
ン
グ 

高松市自転車活用推進計画 

〇目標と施策 
表：目標と施策 

自転車の活用推進に向けた目標 目標達成のための施策 

【都市環境】 
自転車交通の役割拡大による 
良好な都市環境の形成 

安全で快適な自転車利用環境を、計画的かつ継続的に創出するとともに、公共交通との連
携を強化し、自転車利用を促進する。 

①自転車通行空間の整備推進 
②自転車通行空間の確保 
③レンタサイクル・シェアサイクル 
④駐輪場の整備促進 
⑤歩行者・自転車中心のまちづくり 

【市民の健康増進】 
健康長寿社会の実現 

自転車利用を含む、生涯スポーツの普及奨励、日常の身体活動量の増加・底上げを図り、
生きがいのある豊かな生活、健康長寿社会の実現に取り組む。 

①サイクル・レクリエーションの振興 
②健康意識の向上・健康づくり 

【魅力ある地域づくり】 
サイクルツーリズムの推進 

関係自治体や関係団体、関係者と連携して、自転車の走行環境や、サイクリストの受入環
境、サイクリングルート沿線の魅力づくり等に、ハード・ソフト両面から取り組み、サイク
リング環境を創出する。 

①サイクルツーリズムの推進 

【安全・安心の向上】 
安全で安心な社会の実現 

自転車通行空間の整備を推進するとともに、自転車に関する交通ルールの周知や安全教育
の推進等により、交通事故の削減を目指す。 
また、災害時における自転車の有効活用を図り、地域社会の安全・安心につなげる。 

①自転車の安全利用の促進 
②市民の交通安全意識向上への啓発 
③交通安全教育の推進 
④自転車通行空間の整備推進 
⑤危機管理体制の強化 

あ 

自転車活用推進計画 

〇目指すべき方向性 
自転車の活用を推進するためには、安全で快適に自転車を利用できる社会を実現し、自転車利用者の利便性を向上させるとともに、自転車の利用が国民一人一人の

QOLの向上につながり、自転車が魅力的なものとなることが重要である。 
〇達成目標 
①自転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形成 ②サイクルスポーツの振興等による活力ある健康長寿社会の実現 
③サイクルツーリズムの推進による観光立国の実現  ④自転車事故のない安全で安心な社会の実現 

香川県自転車活用推進計画 

〇サイクルツーリズムの推進による観光立国の実現のための施策 
市町と連携した走行環境の整備や、サイクルトレイン等によるサイクリストの受入環境の整備等により、安全かつ快適なサイクリング環境を創出し、サイクルツー

リズムを推進する。 
〇措置 
①誰もが迷わず安全・快適に走行できる環境整備や自転車のメンテナンスサービスの提供等サイクリストの受入環境整備、滞在コンテンツの磨き上げ等による魅力
づくりを支援し、サイクリングルートの整備を図る。また、既に設置した路面表示や案内看板等の適切な維持管理に努める。これらのサイクリングルートについ
て、県観光協会公式サイトや SNSの活用等により情報発信を強化し、国内外のサイクリストの誘客を図る。 

②鉄道事業者やバス事業者が実施するサイクルトレイン、サイクルバスの県内取組事例等について、事業者に共有を図るとともに、取組みの検討を促す。 
③サイクルツーリズムを含む体験型・滞在型コンテンツの充実や受入環境整備等、地域の関係者が広域的に連携し、観光客の来訪・滞在促進や心身の健康面を含め
た満足度向上に繋がる取組に対し支援を行う。 
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１－８ 事業発案に至った経緯 

（１） 当該事業・施設の課題 

・塩江地区は、中山間地域で、人口減少（H19：約 3,400人→ R4：約 2,300人）や、高齢化

（H18：約 38%→ R4：約 49%）の進行が著しい地域であり、観光関連事業等の担い手の確

保が難しくなりつつある。 

・インバウンド等の誘客活動は、これまで個々の観光関連事業者が単独で行う傾向が強く、

地域内外の事業者間での連携経験が乏しい。 

・路線バスやコミュニティバスの利便性が低く、高松空港からの直通バスも運行されていな

いため、自家用車やレンタカーで来訪できない場合は、高松空港から塩江温泉郷へのアク

セス、及び地区内での移動に難がある。 

・地域の重要な観光資源である「温泉水」の供給事業は、現在、市が直営で運営しているが、

配水管等の設備が老朽化しており、長寿命化に資する最新技術等を取り入れたアセット

マネジメントサイクルの構築が望まれる。 

 

（２） 当該事業の発案経緯 

高松市では、高松の奥座敷とも言われる塩江温泉郷を「オンリーワンの価値を持つ温泉郷」

に磨き上げるための指針として、平成 29年度に「高松市 塩江温泉郷 観光活性化基本構想」

を策定し、塩江温泉郷の活性化を図っている。 

令和元年度に民間事業者意向調査を実施し、令和 2年度には「塩江地区 都市再生整備計

画」を策定し、「道の駅」再整備等の事業を開始した。 

新しい道の駅のリニューアル後は施設の管理運営のみならず、地域住民の生活を支える

場や塩江温泉郷の観光振興、交流の場として、観光交流拠点や交通結節拠点となる道の駅を

含むエリア全体をマネジメントできる民間事業者と地元地域が共創可能な体制の構築が求

められている。 

 

 

 

 

 

図 当該事業の発案の経緯 

  

平成 29 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 5年度 

「高松市 塩江温泉郷 観光

活性化基本構想」の策定 

民間事業者意向

調査の実施 

本調査の実施 「塩江地区 都市再生整備計画」の策定 

「道の駅」再整備等の事業開始 
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１－９ 当該事業の必要性 

（１） 当該事業の必要性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 当該事業の必要性  

【当該事業の必要性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【上位関連計画】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●市の最上位計画である第 6 次高松市総合計画では、「活力にあふれ 創造性豊かな 

瀬戸の都・高松」が掲げられており、市の重点取組事項の一つとして、「温泉をい

かした塩江地域の観光振興事業」を推進している 

●都市再生整備計画 塩江地区では、「オンリーワンの価値を持つ温泉郷」として塩

江温泉郷を生まれ変わらせ、3つの目標を達成することを目指している 

・観光客（宿泊客）の増による地域経済の活性化 

・小さな拠点整備による持続可能なまちづくり 

・移動手段確保による交流人口の拡大、交流機会創出 

●上記の目標を達成するため、以下の 2つの整備を進めている 

・道の駅を核とした「小さな拠点」整備 

・塩江地区魅力発信等事業 

【塩江地域の現状と課題】 

●中山間地域で人口減少や高

齢化の進行が著しく、観光関

連事業の担い手の確保が困

難 

●インバウンド等の誘客活動

の地域内外の事業者間での

連携経験が乏しい 

●車移動でない場合、高松空港

から塩江温泉郷へのアクセ

ス、及び地区内での移動が困

難 

●地域の重要な観光資源であ

る「温泉水」の配水管等の設

備の老朽化 

【塩江地域のポテンシャル】 

●香川県で唯一の国民保養温

泉地である良質な泉質の温

泉や豊かな自然環境 

●コロナ禍前の外国人来訪者

伸率全国 1位の高松空港から

近く、国道 193号線沿いの交

通量が多い立地環境 

●自然を楽しむ観光やワーケ

ーション等のニーズの全国

的な高まり 

【市の事業としての必要性】 

上位関連計画における位置付け及び現状と課題を踏まえ、塩江地域の持続可能なま

ちづくりに向け、小さな拠点活性化のための官民連携手法の調査が必要である。 

【インバウンド誘客等をテーマとした事業としての必要性】 

上位関連計画における内容及び現状と課題、ポテンシャルを踏まえ、地域経済の活

性化や交流人口の拡大、交流機会創出のためには、車で約 15分の場所に位置する高

松空港と連携したインバウンド誘客等が最大のポイントとなる。 
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（２） 期待する成果 

道の駅のリニューアルを含む小さな拠点の整備により、以下のような成果が現われ、にぎ

わい溢れる魅力的な施設となることが期待される。 

 

■民間事業者の参入による新たな体制構築 

・官民連携のノウハウを有する民間事業者が中心となって、塩江温泉郷内外の事業者等

と連携することにより、インバウンド誘客活動や観光人材の確保・育成等を図る仕組

みを構築し、道の駅を含むエリア全体をマネジメントしながら持続可能な地域活性

化を推進する体制を構築することが期待される。 

 

■サービスの高質化と財政負担の軽減 

・道の駅の管理運営に関するサービスの高質化が図られるとともに、インバウンド誘客

等により売上を増加させることで、市の財政負担を軽減することが期待される。 

・売上の一部寄付等を公募条件とする場合は、老朽化している温泉水供給施設の長寿命

化や持続可能な交通網の構築に必要な資金確保に寄与することが期待される。 

 

■持続可能な交通網の構築に向けた PDCA サイクル 

・高松空港と塩江温泉郷間の直通バスの運行や、医療施設に住民が通うための交通手

段、観光客の回遊性を高める交通手段の確保等、持続可能な交通網の構築に向けて民

間事業者と地元地域が協働で検討、実践、評価、改善行動が可能となる体制を構築す

ることが期待される。 

 

■安定した温泉水供給を維持できる仕組みの構築 

・地域の観光資源である温泉水に係る施設を維持管理・長寿命化し、域内の温浴・宿泊

施設に安定的に温泉水を供給可能な仕組みを構築することが期待される。 

・最新技術の導入等により、予防保全に寄与するアセットマネジメントサイクルを構築

することが期待される。 
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（３） 期待する好循環のイメージ 

道の駅のリニューアルを含む小さな拠点の整備と高松空港との連携強化により、道の駅

の管理運営者や地元地域、高松市内における好循環が期待される。 

期待する好循環のイメージは、以下に示す通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 期待する好循環のイメージ 

 

 

 

  

道の駅の
リニューアル

道の駅管理運営者の好循環

高松市・塩江地域の好循環

道の駅利用者の増加

道の駅の収益増加

提供サービスの拡充
（地域住民サービス含む）

道の駅の魅力向上

塩江地域の価値向上 国内外の旅行者増加

雇用創出・人口流出の減少
行政サービス向上

税収増加
地元企業の収益向上

高松空港との連携強化による 

インバウンド等の活力の取込み 
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１－１０ 連携体制 

 本業務では地元関係者の宿泊施設や交通事業者、自治組織等からアンケートやヒアリン

グ等で意見を把握するとともに、インバウンド等の活力の取込みのために高松空港と協議

を行い、連携体制を構築する。今後は以下の STEPに応じて継続的に高松空港や宿泊施設等

との連携強化を図ることが望ましい。 

 

STEP１：新しい道の駅の管理運営者が選定されるまで 

・高松市観光交流課観光エリア振興室や地元関係者、事業協力者等により、本業務で実施

した高松空港と塩江温泉郷の宿泊施設等との連携強化を図るための協議を継続的に実

施し、管理運営者が選定された際に円滑に活動が可能となる基盤や関係性を構築する。 

 

STEP２：新しい道の駅の管理運営者が選定された後 

・新しい道の駅の管理運営者が主体となって、高松空港と塩江温泉郷の宿泊施設等との連

携強化を図るための協議を実施し、必要に応じて協定書締結等を行うことが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 連携体制図 

STEP２：新しい道の駅の管理運営者が選定された後 

STEP１：新しい道の駅の管理運営者が選定されるまで 
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２－１ 塩江温泉郷における検討内容や現状、課題、関係者等の把握 

（１） 関連計画等の整理 

第 1章にて整理した関連計画より、塩江温泉郷における現状は以下の通りである。 

 

表 塩江温泉郷における検討内容等 

現状と課題 

表 道の駅エリア整備における SWOT 分析 

 プラス面 マイナス面 

内
部
環
境 

強み（Strengths） 弱み（Weaknesses） 

○地域資源（温泉・良好な泉質・自然環

境） 

○インバウンドを中心とした堅調な宿

泊者数 

○交通環境・立地環境（高松空港から近

距離、国道 193号沿い） 

○香川県で唯一の国民保養温泉地 

○塩江温泉郷の歴史・ブランド 

○道の駅「しおのえ」のサイクルオアシ

ス認定 

○周辺観光関連施設等の老朽

化・閉館 

○観光関連産業の人材不足・

高齢化 

○山間地域による平地不足 

○山間地域における建築制

限、その他制約 

○観光客の移動手段 

外
部
環
境 

機会（Opportunities） 脅威（Threats） 

○高松空港利用者（インバウンド等）の

増加、ハブ空港化 

○温泉の根強い人気、健康志向の高まり 

○しおのえ 4 大まつりや瀬戸内国際芸

術祭の関連イベントなどの開催 

○建設技能者を育成する職人育成塾、現

代サーカスの創作活動拠点 

○椛川ダム及び周辺の公園整備 

〇自然を楽しむ観光やワーケーション

などのニーズの高まり 

○自然災害（積雪・豪雨等） 

○人口減少、少子・超高齢社会 

○社会保障費の増大等による

行政の財政状況の悪化 

○外交問題によるインバウン

ドへの影響 

○地域間競争の激化 

〇感染症拡大による交流人口

の減少 

あ 

コンセプト 「オンリーワンの価値を持つ道の駅へ」 

目標 
①観光客（宿泊客）の増加による地域経済の活性化 
②小さな拠点整備による持続可能なまちづくり 
③移動手段確保による交流人口の拡大、交流機会創出 

整備方針 

①道の駅を核とした「小さな拠点」の整備 
・自然、歴史、風土、文化等を継承するまちの拠点としての道の駅 
・にぎわい・交流の拠点としての道の駅 
・健康づくりの拠点としての道の駅 
⇒観光の目的地として選ばれる道の駅への転換を目指す 

②塩江地区魅力発信等事業 

ターゲット 
・高松空港を利用する観光客 ・インバウンド 
・子育て世代（ファミリー） ・湯治客・療養者（長期滞在者） 
・サイクリスト       ・その他（ワーケーションなど） 
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表 塩江温泉郷における検討内容等 

推進体制 

 
図 推進体制（案） 

奥の湯エリ
アとの連携
方針 

 
図 奥の湯エリアとの連携方針（案） 

配置計画 

 
図 施設レイアウト（案） 

整備後のイ
メージ 

   
図 道の駅エリアの整備後のイメージ 

今後の整備

に向けた課

題等 

〇維持管理運営主体の視点からの導入機能・規模等の精査 

〇塩江温泉郷 DMO の組成 

〇地域交通体系の構築 

〇プロジェクト段階から市内外への広報 
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（２） 道の駅しおのえ・行基の湯等の経営状況の確認 

① 指定管理者制度導入施設の管理運営の変遷 
 塩江温泉郷においては、道の駅しおのえ、行基の湯、奥の湯公園、自然休養村センター等の

複数施設で指定管理者制度が導入されてきた経緯を鑑み、高松塩江エリアの指定管理事業全

体としての経営状況の把握を行うため、管理運営の変遷について以下の通り整理を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 管理運営の変遷 

現在 

R5 

H9 

H12 

H28 

H29 

R1 

R4 

道の駅 

道の駅 

道の駅 

道の駅 

道の駅 

行基の湯 

行基の湯 

行基の湯 

閉館 

自然休養村ｾﾝﾀｰ 

廃止 

奥の湯公園 

奥の湯公園 

高松市塩江湯愛の郷センター（指定管理） 

改修 

H29.2～H30.11.11 

R1～R4 コロナ流行 

R2 原油高騰 

将来 

R8 温浴施設等を有する道の駅（小さな拠点） 奥の湯公園 

塩江道の駅エリア再整備事業 
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② 経営状況の分析 
i） 収支・利益の状況 

 施設ごとの収支を確認すると、いずれの施設でも利益は赤字で推移し、事業採算が取れ

ておらず、指定管理料を含めても赤字となっており、コロナ禍以降その傾向が顕著となっ

ている。3施設の収支合計と指定管理料を加味した場合の利益は、令和 4年度では約 200

万円/年の赤字となっており、施設の再整備に併せて、経営改善が必要である。 

 

表 収支・利益の状況のまとめ 

 収支・利益の状況 
指定管理料を 
除く利益額 

3 施設 

合計 

・収入は減少傾向、行基の湯の改修期間に大きく落込み、そ
の後増加に転じるが、コロナ禍の影響により再び減少 

・指定管理料を除いた利益は、常に赤字（R3 年度を除く） 
・指定管理料を含めた利益は、コロナ禍前は±80 万円を推
移、コロナ禍中は、赤字が増加傾向にあり、R4 年度は約
200 万円の赤字（R3 年度を除く） 

(R4 年度) 
約 1,200 万円/年 

の赤字 
※指定管理料を含めても 

約 200 万円/年の赤字

（R4 年度） 

道の駅 

しおのえ 

・収入は減少傾向、コロナの収束後、一時増加に転じた 
・指定管理料を除く利益は、赤字で推移、コロナ禍では赤字

が拡大（R3 年度を除く） 

(R4 年度) 
約 230 万円/年 

の赤字 

行基の湯 

・収入は H29の改修工事に伴い、一時大きく減少、リニューア
ル景気で増加に転じるもののコロナ禍の影響で再び減少傾向 

・支出は、光熱水費や燃料費の割合が高い 
・指定管理料を除く利益は、赤字で推移し、コロナ禍では赤
字が拡大 

(R4 年度) 
約 830 万円/年 

の赤字 

奥の湯 

公園 

・収入は H29 年度から徐々に増加傾向 
・支出は H29 年度から徐々に減少傾向にあったが、R4 年度

に急激に支出が増加（報償費の増加が原因） 
・指定管理料を除く利益は、H29 年度の赤字スタートから
徐々に改善し、R3 年度には黒字化したが、R4 年年度に大
きく赤字に転じた(報酬費の増加が原因) 

(R4 年度) 
約 100 万円/年 

の赤字 

休養村 

センター 

・休養村センターは平成 28 年度に施設廃止されている。 
・平成 26 年度から平成 28 年度の収支をみると、支出が大き
く上回り、約 500 万円/年の赤字となっていた 

現在は廃止 

※道の駅しおのえ、行基の湯、奥の湯公園、休養村センターの指定管理料は一括して支払われているため、各施設の利

益は指定管理料を除いた営業利益で算出。 
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ii） 収入の構成 

各施設の収入構成について、下表の通り整理した。 

施設ごとの収入規模は、道の駅しおのえ、行基の湯、休養村センター、奥の湯公園の順

となっている。特に、道の駅しおのえのファーストフードは平均約 1,900万円/年の売上

となっており、行基の湯の温泉利用料を上回り、部門面積・人員単価を想定した場合、コ

ストパフォーマンスの高い収入源となっている。ファーストフード部門の主となるソフト

クリームは地元の牧場の牛乳を使用した手作りソフトクリームとなっており、人気商品と

なっている。 

 一方で、奥の湯公園のキャンプ場利用料は平均約 36万円/年の売上となっており、最も

収入源の小さい事業となっている。 

表 収入構成のまとめ 

 収入構成の状況 主要収入源※ 

令和 4 年度時点、収入に占める指定管理料の割合は約 26%（コロナ禍の影響で増加傾向） 

道の駅 

しおのえ 

・主な収入源は、「産直」の店舗売上や「業者・委託
（トイレ清掃等）」、ファーストフード部門の売上 

・ファーストフード部門は平均約 1,900 万円/年売上 

産直(約 4 割) 
業者・委託(約 3.5 割) 
ファーストフード部門

(約 2 割) 

行基の湯 
・主な収入源は、温泉の「利用料」 
・利用料収入は年々減少し、約 1,700 万円/年売上 

温泉利用料(約 8 割) 

奥の湯 

公園 
・主な収入源は、キャンプ場の「利用料」 
・利用料収入は年々増加し、R4 年度には約 50 万円/年 

キャンプ場利用料 
(10 割) 

休養村 

センター 
・主な収入源は、施設の「利用料」 
・利用料収入は、H28 年度で約 520 万円/年 

現在は廃止 

※主要収入源の( )内の割合は、H26～R4年度までの平均値。 

 

表 3 施設の合計収入に占める指定管理料の割合の推移（年度） 

H26 H27 H28 H29 H30 H31/R1 R2 R3 R4 

15% 13% 16% 48% 29% 16% 24% 22% 26% 

出典：有限会社湯遊しおのえ「経営状況報告書」、塩江湯愛の郷センター支出管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：香川県地域おこし協力隊「さぬきの輪 WEB」https://sanukinowa.com/archives/9091 

   公益社団法人香川県観光協会「うどん県旅ネット」https://www.my-kagawa.jp/point/399/ 

手作りソフトクリーム 奥の湯公園キャンプ場 

https://sanukinowa.com/archives/9091
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iii） 支出の構成 

各施設の支出構成について、下表の通り整理した。 

施設ごとの支出規模は、道の駅しおのえ、行基の湯、休養村センター、奥の湯公園の順

となっている。全ての施設に共通して、人件費及び水光熱費が支出に占める割合が高く、

人件費で 4～6割、光熱水費で 1～5割を占める。 

特に、光熱水費や燃料費については、昨今の原油価格の高騰の影響を受け、額・割合と

も増加傾向にあるため、管理運営に影響を及ぼすことが懸念される。 

 

表 支出構成のまとめ 

 支出構成の状況 主要支出源※ 

すべての施設で主要支出源は、人件費、光熱水費 

道の駅 

しおのえ 

・売上原価を除く主な支出源は、役員報酬、給与賃金など
の人件費、法定福利厚生費、光熱水費 

・特に光熱水費は、原油価格高騰（R3～）の影響により費
用及び割合は増加傾向 

人件費（約 6 割） 
法定福利費及び福利

厚生費(約 1 割) 
光熱水費(約 1 割) 

行基の湯 

・主な支出源は、報酬費、賃金などの人件費、光熱水費、
燃料費 

・特に光熱水費や燃料費は、原油価格高騰（R3～）の影響
により費用及び割合は増加傾向 

人件費(約 4 割) 
光熱水費(約 1.5 割) 

燃料費(約 2 割) 

奥の湯 

公園 

・主な支出源は、報酬費の人件費、光熱水費 人件費(約 1 割) 
光熱水費(約 5 割) 
修繕費(約 1.5 割) 
委託費(約 1.5 割) 

休養村 

センター 

・主な支出源は、報酬費、賃金などの人件費、公課費、賄
費/売店 現在は廃止 

※主要支出源の( )内の割合は、H26～R4年度までの平均値。 

出典：有限会社湯遊しおのえ「経営状況報告書」、塩江湯愛の郷センター支出管理 
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（参考）水光熱費及び燃料費と原油価格の推移 

 原油価格は、途上国等での石油需要の増大（生産が需要に追い付いていない）、ロシア

のウクライナ侵攻による商品市況の影響など複合的な要因により、特に令和 2年度以降か

ら右肩上がりで高騰し続けている。 

 道の駅しおのえの水道光熱費及び燃料費は、令和 4年度に過去 9年間で最高額となって

おり、原油価格の高騰に準じて今後も増加する見通しである。 

 行基の湯の燃料費は、令和 2年度から令和 4年度にかけて増加し続け、原油価格の高騰

に準じて今後も増加する見通しである。また、道の駅しおのえに比べ、支出に占める燃料

費の割合が高い（約 2～3割）ため、原油価格の高騰が収支上大きな影響を与えることが

考えられる。 

 

図 道の駅しおのえと行基の湯の光熱水費・燃料費と原油価格の関係 

出典：有限会社湯遊しおのえ「経営状況報告書」、塩江湯愛の郷センター支出管理、World Bank「Commodity Markets」 

※ドバイ、WTI、ブレントは原油の種類を指す略語。ドバイは中東地域で産出される原油の一種。WTI はアメリカ合衆国
テキサス州西部で産出される原油の一種。ブレントは北海地域の主にイギリスやノルウェーで産出される原油の一種。
なお、バレルは原油の数量を表す単位で１バレルが約 159 リットルに相当。 

1,598,888 

1,459,939 1,467,244 1,462,383 

1,572,442 

1,444,987 
1,524,689 

1,407,378 

1,683,473 

17,047 17,259 12,899 17,752 19,523 13,617 10,258 12,113 19,978 

93.11 

48.71 43.19 50.91 

64.82 

57.01 

39.31 

67.96 

94.43 

96.66 

51.18 

41.20 

53.12 

69.15 

63.18 

42.17 

68.81 

97.05 
98.94 

52.37 
44.05 

54.39 

71.07 

64.03 

42.30 

70.44 

99.82 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年・R1度 R2年度 R3年度 R4年度

原
油
価
格

支

出

道の駅「しおのえ」支出・原油価格の推移
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6,146,415 5,870,279 
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営業日数、利用者数、客単価 

 営業日数、利用者数、客単価については、データが存在する道の駅しおのえを対象に整

理を行った。コロナ禍前後で比較すると、客単価を除き、全ての指標で減少している。 

 

表 道の駅しおのえのコロナ禍前後の客単価等 

 コロナ禍前 

(H26～H30) 
 

コロナ禍中 

(H31～R4) 

レジ利用客数 約 14万人/年 ↘ 約 11万人/年 

日平均来客数 約 440人/日 ↘ 約 380人/日 

年平均店舗売上 約 9,600 万円/年 ↘ 約 7,700 万円/年 

客単価 約 700円/人 → 約 700円/人 

日平均店舗売上 約 30万円/日 ↘ 約 27万円/日 

出典：有限会社湯遊しおのえ「経営状況報告書」、塩江湯愛の郷センター支出管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 道の駅しおのえの営業日数、利用客数の推移 

出典：有限会社湯遊しおのえ「経営状況報告書」、塩江湯愛の郷センター支出管理 
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道の駅しおのえの客単価は約 700 円である。地方独立行政法人北海道立総合研究機構の

2022年の調査によると、道の駅の客単価は、来場者が増加している道の駅で平均 1,260

円、来場者が減少している道の駅で平均 850円となっており、比較的、本道の駅の客単価

は低いことが伺える。駐車場の規模や回転率には限界があるため、売上の底上げを図るた

めには客単価の向上が重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 道の駅しおのえの１日平均売上、客単価の推移 

出典：有限会社湯遊しおのえ「経営状況報告書」、塩江湯愛の郷センター支出管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 道の駅の平均客単価 

出典：地方独立行政法人北海道立総合研究機構「『道の駅』の地域への波及効果向上に向けた調査・分析」2022.3 

※同調査では、来場者の増減、滞在時間、客単価の相関関係について統計的な検定を実施しており、来場者が増加して
いる「道の駅」は、滞在時間によらず客単価を高める取組がなされていると結論付けている。 
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③ 温泉水給水事業の経営状況の整理 
現状、高松市直営の事業として温泉水給水事業を実施しており、各宿泊施設や福祉施設等

に対する温泉水の給水や給水施設の維持管理を行っている。 

 

i） 収支・利益の状況 

 本事業の収支状況を確認すると、H25年度から黒字が続いている。H29年から H30年の

行基の湯(温泉水の供給先の一つ)の老朽化に伴う改修工事の期間で収入が減少し、利益は

一時約 300万円まで落ち込んだが、黒字を保っている。 

道の駅しおのえや行基の湯等の指定管理事業とは対照的に、事業採算性を確保して運営

されている。 

 

表 収支・利益の状況のまとめ 

 収支・利益の状況 利益額 

温泉水 

給水事業  

・収入は H29 年度をピークに減少し、その後増加に転じ、
R4 年度に再度減少 

・支出は、施設修繕のタイミングで増減 
・利益は、平均約 550 万円/年の黒字だが、R4 年度は約

370 万円 

(H26-R4 年度) 
平均 約 550 万円/年 

の黒字 

 

ii） 収入の構成 

本事業の収入源は、温泉水の使用料である。 

主要な供給先は以下の表の通りであり、福祉施設や地元自治会、旅館・ホテル、医療施

設等へ給水を行っている。 

表 主要な供給先 

分類 供給先 

福祉施設 
福祉施設 A 

福祉施設 B 

地元自治会 
自治会 A 

自治会 B 

旅館・ホテル 

旅館・ホテル A 

旅館・ホテル B 

旅館・ホテル C 

医療施設 医療施設 A 

温浴施設 温浴施設 A 

出典：高松市資料 
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iii） 支出の構成 

本事業の支出構成について、下表の通り整理した。 

主要な支出源は、委託費、定期更新費、臨時修繕費、光熱水費となっている。特に臨時

修繕費の振れ幅が大きく、利益に大きく影響を与えている。 

 

表 支出構成のまとめ 

 支出構成の状況 主要支出源 

温泉水 

給水事業 

・主な支出源は、維持管理の委託費、ポンプ入替やメ
ーター交換などの定期更新費、臨時修繕費、電気代 

・支出の多くは、例年同額程度で推移する一方で、臨
時修繕は年度によって振れ幅が大きい 

委託費（約 3 割） 
定期更新費(約 2.5 割) 
臨時修繕費(約 2 割) 
電気代(約 1.5 割) 

 

表 臨時修繕の履歴 

年度 修繕の内容 修繕費 

H26 年度 ・量水器交換   ・2号泉抜き揚げ 約 300,000円 

H27 年度 ・2号泉閉栓   ・1号・2号切替 約 600,000円 

H28 年度 ・量水器交換   ・空気弁取替 約 100,000円 

H29 年度 ・揚水ポンプ修繕 ・電源回路修繕 約 1,400,000円 

H30 年度 ・制御盤修繕   ・メータ交換 約 900,000円 

H31 年度 

(R1 年度) 
・供給ポンプ修繕 約 600,000円 

R2年度 ・流量計修繕   ・配管修繕 ・送水管漏水修繕 約 1,000,000円 

R3年度 ・なし 0円 

R4年度 ・漏水修繕・減圧水槽ボールタップ修繕・送水管漏水修繕 約 1,000,000円 

出典：高松市資料 
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④ 指定管理者制度導入施設等の経営状況のまとめ 
 塩江温泉郷における指定管理事業及び温泉水給水事業の経営状況の整理結果を踏まえ、

再整備にあたって指定管理事業の改善、温泉水給水事業との一括事業の視点から方針をま

とめる。 

 

指定管理事業内容の改善 

①新たな収入源確保や収益部門のブラッシュアップ 

・現状、道の駅しおのえ及び行基の湯、奥の湯公園の個別の収支はそれぞれ赤字となって

おり、指定管理料を含めても 3施設の収支は、令和 4年度は約 200万円/年の赤字とな

っている。これらの赤字の状況を改善するため、再整備と併せて、新たな収入源確保や

既存の収益部門のブラッシュアップが必要である。 

 

②ファーストフード部門の強化 

・道の駅しおのえの収入のうち、ファーストフード部門は約 2割を占め、展開する面積や

人員体制を踏まえるとコストパフォーマンスが高く、本施設の収益部門の強みとなって

いる。特に地元食材を活用した商品の充実や地元食材と相性の良い商品の開発、サービ

ス展開を図るなど地域特有の強みを活かした戦略が必要である。 

 

③客単価の向上 

・道の駅しおのえの客単価は約 700円であり、全国道の駅の客単価と比較しても低い状況

である。駐車場の規模や回転率には限界があるため、売上の底上げを図るためには客単

価の向上が重要である。 

・「地元特産品の販売」や「他の道の駅にない商品」、②のファーストフード部門の強化と

合わせて、客単価向上の取組が必要である。 

 

④人件費支出の効率化 

・道の駅しおのえ、行基の湯、奥の湯公園の支出のうち、役員報酬や給与賃金などの人件

費が約 4～6割を占めている。また、行基の湯では、燃料費・水光熱費が 3～4割を占め

る一方で、原油価格の高騰の影響を受け、その割合は増加傾向にある。燃料費などの外

部環境に依存する支出項目は効率化が難しいが、運営上の工夫から支出を抑えられる項

目については見直していく必要がある。 

・再整備によって、別棟であった道の駅と温浴施設を一棟とすることによる受付人員の効

率化や定型事務の機械化などによる支出削減が必要である。 
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温泉水給水事業との一括事業の可能性 

①一括事業とした場合の指定管理料の必要性 

・指定管理事業 3施設と温泉水給水事業の収支を一括して算出した場合、以下の通りとな

る。指定管理料を含まない利益でみた場合、年平均 約 60万円の赤字となり、指定管理

料が必要である。但し、温泉水給水事業と一括事業としない場合の 3施設の利益 年平

均 600万円の赤字に比べると、大幅な赤字抑制となることから、赤字低減には一定の効

果があると考えられる。 

 

＜一括事業を想定した場合の H26 年度から R4年度の利益＞ 

3施設の指定管理事

業の営業利益 

（指定管理料除く） 

指定管理料 
(平均 900 万円/年) 

温泉水 

給水事業の利益 
利益※ 

●   約 －600万円/年 

● ●  約  280万円/年 

●  ● 約 －60万円/年 

● ● ● 約  800万円/年 
 ※H26～R4 年度までの平均値。 
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指定管理事業内容の改善と温泉水給水事業との一括事業による事業改善 

指定管理事業内容の改善と一括事業の必要性について前頁で整理を行い、一括事業だけでは指定管理料の低減に寄与しても事業全体の赤

字化の改善までには至らないことを確認した。但し、現状の指定管理事業のみでの赤字の状況を大きく改善（赤字額を半減）できることか

らも、指定管理事業内容の改善と温泉水給水事業との一括事業を合わせて実施することで経営状況の黒字化を図るべきと考えられる。 

「①現状のまま」、「②一括事業のみ」、「③指定管理事業内容の改善＋一括事業」の 3パターンで収支状況の改善のイメージとその事業効

果について下表の通り整理を行った。 

事業スキームの検討では、温泉水給水事業との一括事業化を含めて、経営状況の黒字化が図れるよう検討を行うものとする。 

表 3 パターンの収支イメージ比較 

 ①現状のまま ②一括事業のみ ③指定管理事業内容の改善 ＋ 一括事業 

収支 

イメージ 

   

事業効果 

・依然として、事業収支の赤字部

分を指定管理料で賄う必要があ

る 

・原油高騰の影響等から指定管理

料も増加していくことが懸念さ

れる 

・黒字経営の温泉水給水事業と合わせ

ることで指定管理料の低減が可能で

ある 

※但し、その分市の他の事業に充てて

いた温泉水給水事業の利益がなくな

るため、行政全体の支出に変化はな

く、実質的には事務負担等が低減 

・黒字経営の温泉水給水事業と合わせて、指定

管理事業の収支改善を図ることで、利益の創

出が期待される 

・創出した利益については、来訪促進・アクセ

ス性向上のための交通事業への資金、温泉施

設の維持管理への資金、市への還元、指定管

理料の無料化などへの活用が考えられる 

指定管理

事業の 

収入 

指定管理

事業の 

支出 

指定 

管理料 

指定管理

事業の 

収入 

指定管理

事業の 

支出 

 

温泉水給

水事業の 

収入 

温泉水給

水事業の 

支出 

 指定管理料 

温泉水給

水事業の 

支出 

指定管理

事業の 

支出 

 

指定管理

事業の 

収入 

 

利益 
温泉水給

水事業の 

収入 

利益の使途（案） 

・交通事業の資金 

・市への還元費 

・指定管理料の低減

（行政支出ゼロ化） 
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（３） 新しい道の駅の収入の算出 

新しい道の駅の収入の算出にあたり、現況の利用状況と前面交通量の 2 通りで利用者数

を設定し、算出した。 

 

① 利用状況に基づく利用者数 
行基の湯が改修のため、休業していた平成 29年度、新型コロナウイルス感染症まん延防

止のため、休業していた令和 2～3年度を除く、平成 30年度と令和 4年度の、行基の湯と道

の駅「しおのえ」の利用者数の平均利用者数は以下の通りである。 

 

◆道の駅の平均利用者数：120,476.5人 

◆行基の湯の平均利用者数：46,055人 

 

新しい道の駅の利用料収入を以下の通り算出した。 

 

＜物販・飲食機能：1,000円の場合＞ 

道の駅の平均利用者数 ✕ 1,000 円 ＝ 120,476,500円 

 

＜温浴機能：800円の場合＞ 

※四国管内の道の駅の中で、最高値である“道の駅「宍喰温泉」”と同価格に設定 

行基の湯の平均利用者数 ✕ 800円 ＝ 36,844,000円 

 

計：157,320,500 円 

 

② 前面交通量に基づく利用者数 
i） 新しい道の駅の駐車台数 

新しい道の駅における駐車台数は、香東川の南側区域の新しい道の駅整備予定地で小型

車 95台となっている。香東川の北側区域は小型車 30台、大型車 1台と想定する。（現在は

約 20 台の小型車の駐車マスが存在し、既存の道の駅の撤去により約 10 台の小型車の駐車

マスが増えると想定、大型車の駐車マスは変更なしと想定） 

 

表 新しい道の駅の駐車台数（台） 

 東香川南側 東香川北側 合計 

小型車 95台 30台 125台 

大型車 0台 1台 1台 
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ii） 道の駅の年間利用者数 

2019年に国土交通省が開催した、「新「道の駅」のあり方検討会」の配布資料において、温浴施設を有する道の駅は“③集客施設型”に該

当する。令和 3年度交通センサス可視化ツールより新しい道の駅の 12時間の前面道路交通量は 2,371台（小型車：1,749 台、大型車：622台）

であり、前面交通量が 5,000台未満となっている。 

 
図 特徴別道の駅の利用実態調査結果 

出典：第 4 回 新「道の駅」のあり方検討会 資料 3「道の駅」の駐車場に関する調査結果 
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■ラッシュ時の駐車台数 

小型車のラッシュ時の駐車台数 

＝ 小型車の前面交通量（12h） ✕ 立寄率 ✕ ラッシュ率 

＝ 1,749台 ✕ 0.29 ✕ 0.14 

＝ 71.0台 ＜ 125 台 ＝ 小型車の駐車マス数 

 

大型車のラッシュ時の駐車台数  

＝ 大型車の前面交通量（12h） ✕ 立寄率 ✕ ラッシュ率 

＝ 622台 ✕ 0.15 ✕ 0.19 

＝ 17.7台 ＞ 1台 ＝ 大型車の駐車マス数 

 

■小型車の一日の立寄台数 

小型車の一日の立寄台数  

＝ 小型車の前面交通量（12h） ✕ 立寄率 

＝ 1,749台 ✕ 0.29 

＝ 507.2台 

 

■大型車の一日の立寄台数 

大型車のラッシュ時の一日の立寄台数が駐車マス数より多いため、駐車マス数より一日

の立寄台数を算出する。 

既存の道の駅の開業時間が 8:00～19:00（11～2月は 18:00）、閉業した行基の湯の開業時

間が 9:00～21:00 であったことから、新しい道の駅の開業時間を 8:00～21:00 の 13時間と

想定する。 

大型車の一日の立寄台数  

＝ 営業時間 ／ 平均駐車時間 ✕ 大型車の駐車ます数 

＝ 13時間 ✕ 60 分 ／ 40 分 ✕ 1台 

＝ 19.5台 

 

■一日の利用者数 

小型車の平均乗車人数を 1.5、大型車の平均乗車人数を 1と仮定する。 

一日の利用者数 

＝ 小型車の一日の立寄台数✕平均乗車人数＋大型車の一日の立寄台数✕平均乗車人数 

＝ 507.2台 ✕1.5人/台 ＋ 19.5 台 ✕ 1人/台 

＝ 780.3人 
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■年間利用者数 

「有限会社湯遊しおのえ「経営状況報告書」」より、平成 26～令和 4年度の平均営業日数

は 313.4 日であるため、新しい道の駅の年間営業日数も同日数で仮定する。（新型コロナウ

イルス感染症まん延防止のため、休業した期間の存在する令和 2～3年度を除く） 

年間利用者数  

＝ 一日の利用者数 ✕ 営業日数 

＝ 780.3人 ✕ 313.4 日 

＝ 244,546人 

  

H22 年度の JAFによる調査を参考にトイレのみ利用する方の割合を 45%と想定し、お金を

落とす可能性のある年間利用者数は 134,500人（244,546人の 55％）と想定する。 

 

■道の駅機能（物販・飲食・休憩など）・温浴機能別の利用者数 

行基の湯が改修のため、休業していた平成 29年度、新型コロナウイルス感染症まん延防

止のため、休業した期間の存在する令和 2～3年度を除く、平成 30年度と令和 4年度の、行

基の湯と道の駅「しおのえ」の利用者数より、物販・飲食機能と温浴機能を利用する人の割

合は、物販・飲食機能：72.7%、温浴機能：27.3%と同様であると仮定する。 

 

物販・飲食機能の年間利用者数  

＝ 年間利用者数 ✕ 物販・飲食機能利用割合 

＝ 134,500 人✕ 0.727 

＝ 97,782人 

 

温浴機能の年間利用者数  

＝ 年間利用者数 ✕ 温浴機能利用割合 

＝ 134,500 人 ✕ 0.273 

＝ 36,719人 
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iii） 新しい道の駅の利用者収入の算出 

新しい道の駅の利用者収入を以下の通り算出した。 

 

＜物販・飲食機能：1,000 円の場合＞ 

物販・飲食機能の年間利用者数 ✕ 1,000 円  

＝97,782人×1,000円 ＝ 97,782,000円 

 

＜温浴機能：800円の場合＞ 

※四国管内の道の駅の中で、最高値“道の駅「宍喰温泉」”と同価格に設定 

温浴機能の年間利用者数 ✕ 800 円 

＝36,719人×800 円 ＝ 29,375,200 

 

計：127,157,200 円 
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２－２ 塩江温泉郷の来訪者数と利用者数及び民間事業者のニーズの把握 

（１） 塩江温泉郷における来訪者数と利用者数 

① 施設別利用者数 
塩江温泉郷における主要な施設の 2018（平成 30）年から 2023（令和 5）年 9月までの利

用者数は以下の通りである。 

塩江温泉郷の来訪者が最も多く訪れているのは道の駅「しおのえ」であり、次に宿泊施設、

行基の湯と続いている。行基の湯は、2019 年 5 月 8 日に閉館しており、新しい道の駅の開

業予定の 2026年度までに塩江温泉郷への来訪者数の減少が予想される。 

 

表 塩江温泉郷の施設別利用者数 

単位：人 

 2018 年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年※1 

塩江温泉郷

（宿泊施設） 
64,455 71,175 38,633 31,046 49,561 51,542 

行基の湯 9,334※2 56,454 39,480 29,968 35,656 15,241※4 

道の駅 

「しおのえ」 
130,269 129,937 115,551 89,291 111,016 80,126 

塩江美術館 3,455※3 8,008※3 5,676 4,261 8,253 5,014 

大滝山 

キャンプ場 
13,663 11,963 16,112 12,786 15,603 9,782 

奥の湯公園 

キャンプ場 
570 498 774 760 903 654 

合計 221,746 278,035 216,226 168,112 220,992 162,359 

※1 2023年1月～2023年9月までのデータを集計 

※2 2017年2月から2018年10月まで休館 

※3 2018 年 9 月から 2019 年 3 月まで休館 

※4 2023 年 5 月 8 日に閉館 

出典：高松市塩江道の駅エリア整備基本計画及び市提供データより作成 
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図 施設別利用者数  
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② 塩江温泉郷の宿泊客数 
塩江温泉郷の宿泊客数は、新型コロナウイルス感染症流行以前の 2019年では、年間 7万

人の宿泊客数があり、うち外国人は 47%を占めていた。新型コロナウイルス感染症流行中は、

外国人宿泊客数は激減したが、2023 年の 9月時点で 37%を占めるまで回復している。 

 

表 塩江温泉郷の宿泊者数 

単位：人泊 

 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年※1 

日本人宿泊客数 38,240 37,486 35,343 31,046 47,674 32,480 

外国人宿泊客数 26,215 33,689 3,290 0 1,887 19,062 

外国人の割合 40.70% 47.30% 8.5% 0.0% 3.8% 37.0% 

※1 2023年1月～2023年9月までのデータを集計 

出典：高松市塩江道の駅エリア整備基本計画及び市提供データより作成 

 

 

図 塩江温泉郷の延べ宿泊者数の推移 
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③ 利用実態調査 
i） 道の駅しおのえ 

令和元年に実施した道の駅しおのえの利用実態調査結果より、平日の道の駅の利用者の

多くは道路利用者と地元住民である。休日は、近隣でイベントが開催されていたこともあり、

観光客や観光目的の道路利用者が多くなっている。道の駅の利用目的はトイレ休憩が多い

状態である。最大駐車可能台数は 22台であり、休日は常に満車状態で駐車場が不足してい

る。（道路利用者は、他の目的地へ行く途中に休憩等のために道の駅を利用した人という位

置付け） 

 

表 道の駅しおのえ利用実態調査結果 利用者種別 

単位：人 

 

平日 

R1.10.25（金） 

10:00～16:00 

休日 

R1.10.27（日） 

10:00～16:00 

地元住民 

(塩江町在住) 
27 9 

道路利用者 72 99 

県内観光客 14 70 

県外観光客 22 26 

インバウンド 1 0 

サイクリスト 1 3 

その他 1 0 

利用者合計 138 207 

出典：高松市塩江道の駅エリア整備基本計画 

 

表 道の駅しおのえの利用実態調査結果（利用目的） 

平日 休日 

駐車場 
利用人数 

道の駅
（地域振興施設） 
へ入った人数 

道の駅 
（地域振興施設） 
レジ通過者 

駐車場 
利用人数 

道の駅 
（地域振興施設） 
へ入った人数 

道の駅 
（地域振興施設） 
レジ通過者 

449人 194人 138人 976人 643 人 207人 

駐車場利用者のうち、 

道の駅（地域振興施設）へ入った人は 43% 

道の駅（地域振興施設）レジ通過者は 31% 

駐車場利用者のうち、 

道の駅（地域振興施設）へ入った人は 66% 

道の駅（地域振興施設）レジ通過者は 21% 

出典：高松市塩江道の駅エリア整備基本計画 

 

表 道の駅しおのえの調査台数調査結果 

       単位：台 

 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 

平

日 
14 14 15 17 16 11 19 20 14 13 13 12 9 

休

日 
25 25 25 28 30 31 30 32 31 31 32 30 33 

出典：高松市塩江道の駅エリア整備基本計画  
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ii） 行基の湯 

令和元年に実施した行基の湯の利用実態調査結果より、平日・休日ともに、塩江町在住の

地元住民の利用者は比較的少なく、高松市中心部や近隣の徳島県美馬市、吉野川市からの利

用者が多い。また、年代別では、平日の利用者は 60～70代が過半数以上であり、休日の利

用者は 10代と 80代を除いて概ね各世代均等的である。 

 

表 行基の湯利用実態調査結果（利用者種別） 

単位：人 

 

平日 

R1.10.25（金） 

10:00～16:00 

休日 

R1.10.27（日） 

10:00～16:00 

地元住民 

(塩江町在住) 
13 2 

県内観光客 42 52 

県外観光客 18 12 

インバウンド 0 0 

サイクリスト 0 0 

その他 12 0 

利用者合計 85 66 

出典：高松市塩江道の駅エリア整備基本計画 

 

表 行基の湯利用実態調査結果（年代別） 

単位：人 

 

平日 

R1.10.25（金） 

10:00～16:00 

休日 

R1.10.27（日） 

10:00～16:00 

10代 3 0 

20代 6 12 

30代 4 7 

40代 10 8 

50代 7 14 

60代 21 11 

70代 27 13 

80代 7 1 

利用者合計 85 66 

出典：高松市塩江道の駅エリア整備基本計画  
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（２） 道の駅エリアの需要動向等に関するアンケート調査 

道の駅エリアの整備に向け、道の駅エリアにおける需要動向等を把握するため、高松市中

央商工会、塩江温泉観光協会、塩江温泉旅館飲食協同組合を対象に、行ったアンケート調査

の結果を以下に示す。 

 

表 道の駅エリアの需要動向等に関するアンケート調査の概要 

方法 アンケート調査票を郵便にて送付し、郵便で回収 

期間 2019（令和元）年 9月中旬～9月 27日(金) 

回答数 

配付数：100通 

回答数：46通 

回答率：6% 
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表 道の駅エリアの需要動向等に関するアンケート調査結果 

道の駅エリアの整備について、検討を行っていることをご存知ですか。 

 

図 道の駅エリアの整備に対する意識 

道の駅エリアの整備については、8割近くの事業者が検討を行っていることを認知し

ており、本整備に関心があることが伺える。 

塩江温泉郷の良いところは何ですか。 ※複数回答可 

 

図 塩江温泉郷の良いところ 

「自然の豊かさ」と「温泉・温浴施設」が多く、次いで 4大まつりも開催されている

ことから「お祭り・イベント」の回答も多くあった。 
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塩江温泉郷の良くないところ・足りないものは何ですか。 ※複数回答可 

 

図 塩江温泉郷の良くないところ・足りないところ 

最も多く挙げられたのは「交通アクセス」であり、2番目に多かった「観光資源（名

所・食べ物）」については、ホタルまつりの「ホタル小屋」だけでなく、塩江各地でホ

タルが見たい、ホタルが見られるマップを作成してほしいという意見や、塩江ならでは

の食べ物やお土産が足りないという意見があった。 

塩江温泉郷が将来どのようになってほしいですか。 

高松の奥座敷（温泉郷）として親しまれてきたことから、温泉地として国内外問わず

観光客を誘致し、塩江温泉郷を盛り上げたいという意見が多くあった。一方で、人口減

少や少子・高齢化がみられることから、地元住民が安心して暮らせる憩いの場となって

ほしい、移住者が増えてほしいなどの意見もあった。 

道の駅エリアはどのような利用者に来てもらいたいですか。 

国内外問わず、老若男女あらゆる人に来てもらいたいという意見があったが、その中

でも特に多かったのが「家族連れ」で、子どもからお年寄りまで幅広い世代に利用して

もらいたいとの意見が多く挙げられている。一方で、ターゲットを絞る必要性を感じな

いとの意見や、国外よりも国内旅行者を中心に来てもらいたいとの意見があった。ま

た、田舎の温泉地であることから、都会に疲れた人に癒しを求めて来てもらいたいとい

う意見もあった。 
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道の駅エリアに期待する役割・施設は何ですか。 

高松の奥座敷（温泉郷）として親しまれてきたことから、「観光・情報発信の拠点」

を期待する意見が最も多い結果となった。「交通の拠点」や「地元住民の憩いの場」も

一定数の期待する意見があり、総合的・一体的な整備の必要性が伺える。 

期待する施設としては、「観光案内所」、「カフェ（軽食）」、「温浴施設」、「直売所」が

多く挙げられた。「イベント広場」、「子供の遊び場」、「川遊びスペース」を期待する意

見もあり、交流の場・にぎわいも期待されている。既存の道の駅エリアにない施設とし

て「サイクルステーション」も少数ではあるが、期待される結果となっている。その他

に期待する施設としては、塩江産の物産品等を販売する「土産物屋」、体験型施設とし

ての「キャンプ施設」、「コンビニ」、「駐車場」が意見としてあげられる。 

 

図 道の駅エリアに期待する役割 

 

 

図 道の駅エリアに期待する施設 

道の駅エリアにあれば良いと思う店舗や商品はありますか。 

塩江独自の地場産の物産品や、それらを食べることができるレストラン・売店の需要

が伺えた。また、食堂や 24 時間営業のコンビニを希望する意見がいくつかあり、日常

生活の利便性向上に期待する意見もあった。 

出典：高松市塩江道の駅エリア整備基本計画  



 

２-29 

 

（３） 道の駅整備に向けた民間事業者への過年度意向調査 

新たな道の駅の整備にあたり、利用者へのサービス向上及びコスト縮減を図るための民

間活力導入の検討にあたり、民間事業者を対象に行ったアンケート調査結果を以下に示す。 

 

表 道の駅エリアの需要動向等に関するアンケート調査の概要 

方法 アンケート調査票をメールにて送付し、メールで回収 

期間 2019（令和元）年 12月初旬～12月 27日(金) 

回答数 

配付数：15票 

回答数：11 票 

回答率：73% 

 

 

表 民間事業者の意向調査結果 

計画地の市場性について、ご意見をお聞かせください。 

塩江温泉郷は、古くから「温泉郷」のブランドイメージがあり、ホタルまつりや花

火大会などのイベントの人気があること、また高松空港からのアクセスも良いことか

ら、市場性については、ある程度見込めるとの意見が多くあった。 

事業計画地へのアクセスとして、橋を渡る必要があること、渋滞や冬の雪道が危険

といった問題があることも意見として挙げられた。 

本事業の道の駅の地域連携機能として、貴社が導入することが望ましいと考える導入

機能についてご記入ください。 

地元の農産物やお土産を販売するための農産物直売所・土産販売所の導入や、時間の

かからないうどん店のほか、回転率を上げるための設えや常設店舗以外の臨時ブース

を活用した飲食施設の導入、といった意見があった。 

雨天対応の屋根付き広場、遊具、キッズルーム、防災棟、荷捌室、ゴミ管理用施設、

ドッグラン、シャワーブース、EV充電、ATMなどが、望ましいと考える機能として挙げ

らた。 

地産地消・郷土料理を取り入れた地域密着型の道の駅施設にしたいと考えております

が、仮に貴社が運営をするならば、販売・運営戦略としてどのようなものが考えられま

すか。 

提供する商品には、温泉・美容・健康等に関連した食品・デザート・スイーツや、郷

土を活かしたオリジナリティのあるものが挙げられた。 

地場産の農産物の種類が少ないことから、地域密着型は厳しいと考える意見もあっ

た。 
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本事業は、従来方式＋指定管理者制度を想定しています。貴社が望ましいと考える事業 

期間について、ご記入下さい。 

事業期間について、最も回答が多かったのは 5年であり、運営状況の変化や修繕リ

スクが理由として挙げられた。次いで 10年が多く、地域との連携や中長期計画が理

由としてあった。初期費用の増大や山間部という立地条件から 30年以上という回答

もあった。 

貴社は本事業で独立採算型は可能だと考えますか。理由についてもご記入下さい。ま

た、「条件次第では可能」と回答した場合は条件についてもご記入下さい。 

「条件次第では可能」の回答については、他施設との連携を考える必要があり、その

ために道の駅の運営と温浴施設の運営を一括して事業運営することや、施設の維持管

理費及び建築・設備の更新費の公的な支援と負担を条件とした意見があった。 

「可能性は低い」の回答については、指定管理者制度は行政側のスタンスが第一にな

ってしまうことや、マーケティング上の集客及び地元住民の利用状況が見えていない

ため、商売として難しいという意見があった。 

 

図 「独立採算型は可能だと考えますか」の回答 
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本事業の内容を踏まえ、貴社は本事業に参画したいと考えますか。条件や理由について 

もご記入ください。 

参画の条件として、基本的な施設管理費は行政側で負担することや、指定管理料の

中に維持管理費を含むことが挙げられた。 

「どちらともいえない」と回答した事業者からは、委託内容における運営リスクを

含めた検討の必要性が理由として挙げられた。 

 

図 「本事業に参画したいと考えますか」の回答 

貴社が本事業に参画するに当たり、想定される課題について、ご記入ください。 

想定される課題については、施設間又は地元業者との連携や、資金（独立採算等）に

関する事項が挙げられた。 

施設設計において、貴社が重視することは何ですか。理由や意見についてもご記入下さ 

い。 

最も回答が多かったのは「施設の用途・面積」と「動線」であり、通行量に応じた施

設の大きさを検討し、利用者・従業員に配慮した機能性のある動線が重要であるとの意

見があった。次いで「施設の間取り」と「設備関係」が多く、高齢社会に対応・配慮し

た設備や家具の導入、また、窓清掃・電球交換等、メンテナンスしやすい配置設計が重

要であるとの意見があった。 

 

図 「施設設計において重視すること」の回答 

その他、本事業へのご意見（市への要望、指定管理者選定から運営開始までの間に支

援してほしい事項等）について、ご自由にお聞かせください。 

塩江にしかないオンリーワンの要素が事業の成功に必要であること、また、運営開始

後（ふるさと納税受発注代行事業、移住定住事業、人材育成事業など）だけでなく、運

営開始前（広報や予約受付確認、商品開発・モニターツアー造成など）からも行政の支

援が必要であるという意見があった。 
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（４） 高松空港の利用者数 

① 路線別利用者 
高松空港の利用者数は、新型コロナウイルス感染症流行以前の令和元年度には 2,152 千

人であり、そのうち 337千人が国際線の利用者であったが、令和 4年度は 1,156千人、うち

6千人が国際線利用者であった。 

 

 

図 路線別の利用者数 

出典：国土交通省「空港管理状況調書（平成 29 年～令和 4年）」より作成 
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（５） 訪日外国人の動向 

インバウンドの誘客にあたり、全国及び香川県等での訪日外国人の動向を整理した。 

 

① 来訪者の国籍 
i） 日本来訪者の国籍 

新型コロナウイルス感染症流行以前の令和元年度では、中国、台湾、韓国、アメリカの順

で日本に観光客が多く訪れていた。 

 

表 日本に訪れる外国人の上位 8 カ国（R1） 

順位 国名 客数 

第 1位 中国 29,848,200人 

第 2位 台湾 13,470,920人 

第 3位 韓国 9,715,410人 

第 4位 アメリカ 7,278,440人 

第 5位 香港 6,982,380人 

第 6位 タイ 3,603,770人 

第 7位 オーストラリア 3,065,990人 

第 8位 シンガポール 2,454,590人 

出典：観光庁「宿泊旅行統計調査（令和元年確定値）」より作成 

※従業者数 10 人以上の施設の外国人宿泊者数を集計 

 

ii） 香川県来訪者の国籍 

新型コロナウイルス感染症流行以前の令和元年度では、台湾、中国、香港、韓国の順で香

川県に観光客が多く訪れていた。 

 

表 香川県に訪れる外国人の上位 8 カ国（R1） 

順位 国名 客数 

第 1位 台湾 161,870 人 

第 2位 中国 141,380 人 

第 3位 香港 80,270 人 

第 4位 韓国 57,890 人 

第 5位 アメリカ 21,680 人 

第 6位 オーストラリア 10,540 人 

第 7位 フランス 10,520 人 

第 8位 イギリス 7,280人 

出典：観光庁「宿泊旅行統計調査（令和元年確定値）」より作成 

※従業者数 10 人以上の施設の外国人宿泊者数を集計 
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② 訪日旅行での意向 
i） 日本旅行での意向 

アジア（韓国、中国、台湾、香港、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア）、欧米豪（アメリカ、オーストラリア、イギリス、フ

ランス）の 12 ヶ国・地域を対象として、行われたインターネット調査では、訪日旅行で体験したいこと・体験したことの 1 位はともに「自

然や風景の見物」であり、体験したいことは、「桜の鑑賞」、「伝統的な日本料理」と続き、体験したことは、「桜の鑑賞」、「有名な史跡や歴史

的な建築物の見物」と続いている。 

 

 

図 訪日旅行での意向 

出典：DBJ・JTBF アジア欧米豪訪日外国人旅行者の意向調査（令和 5 年） 

https://www.dbj.jp/upload/investigate/docs/db4ae75c4ad315ae4f4377b01d7364d7.pdf 
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ii） 四国地方来訪者の意向 

四国地方に訪れた外国人観光客を対象に、QR コードから URL を読み込みアンケート画面

に誘導利用して行った調査では、日本で行ったことの 1位は「現地の食を食べること」であ

り、次いで「温泉入浴」、「自然景観地の観光」となっている。 

日本全国に比べ、「温泉入浴」や「旅館に宿泊」、「歴史・伝統文化体験」を行った人が多

い。 

 

 
図 四国旅行での意向 

出典：四国広域観光推進調査事業報告書（令和元年） 

https://shikoku-tourism.com/image/resource/DocumentFile/document/50 

  

https://shikoku-tourism.com/image/resource/DocumentFile/document/50


 

２-36 

 

（６） 携帯電話の GPS位置情報に基づく観光動態分析 

携帯電話の GPS位置情報に基づき任意のエリアや施設に対する通行・滞在人口の高鮮度・

高精度な分析が可能な KDDI Location Analyzerを用いて、塩江温泉郷及び周辺観光地の観

光動態の分析を行った。 

 

① 日本人の観光動態 
i） 塩江温泉郷の観光動態 

塩江温泉郷の観光動態を把握するため、令和 3 年の道の駅しおのえから直径 2km の範囲

で、滞在時間が 60分以上の来街者を対象に集計を実施した。 

集計結果より塩江温泉郷では、道の駅しおのえとホテル周辺での滞在人口が多く、観光客

が訪れる時期にはムラがあり、7、8月、10月～12月の夏休みや紅葉、温泉の行楽シーズン

には、日平均 600～800人が訪れている。 

 

 

図 滞在人口密度（令和 3 年） 

 

図 月別来訪者数の推移（令和 3 年）  
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ii） 美馬市の観光動態 

美馬市の観光動態を把握するため、令和 3年のうだつの町並みから直径 1kmの範囲で、

滞在時間が 60分以上の来街者を対象に集計を実施した。 

集計結果より、美馬市地域交流センター「ミライズ」での滞在人口が多く、観光客は通

年で同程度の入れ込み数があり、日平均 1,700～2,200人が訪れている。 

 

 

図 滞在人口密度（令和 3 年） 

 

 

図 月別来訪者数の推移（令和 3 年） 
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iii） キャンプ場の観光動態 

塩江地域のキャンプ場の観光動態を把握するため、令和 3年の奥の湯キャンプ場、大滝

山いこいの森キャンプ場、竜王山キャンプ場を含む範囲（2km圏）で、滞在時間が 60分以

上の来街者を対象に集計を実施した。 

集計結果より、観光客が訪れる時期にはバラツキがあり、2月～4月、9月～10月の行

楽シーズンには、日平均 60～80 人が訪れている。 

 

 

図 滞在人口密度（令和 3 年） 

 

 

図 月別来訪者数の推移（令和 3 年） 
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② 訪日外国人の観光動態 
i） 塩江温泉郷の観光動態 

塩江温泉郷の観光動態を把握するため、令和 4 年 11 月から令和 5 年 10 月までの 1 年間

の道の駅しおのえから直径 2kmの範囲で、訪日外国人の来街者を対象に集計を実施した。 

集計結果より、道の駅しおのえ、ヴィラ塩江、内場ダム上公園周辺での滞在人口が多く、

観光客は 5月、10月の平日に集中している。 

 

 

図 滞在人口密度（令和 4 年 11 月～令和 5 年 10 月） 

 

 
図 月別来訪者数の推移（令和 4 年 11 月～令和 5 年 10 月） 
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ii） 美馬市の観光動態 

 美馬市の観光動態を把握するため、令和 4 年 11 月から令和 5 年 10 月までの 1 年間の

うだつの町並みから直径 1kmの範囲で、訪日外国人の来街者を対象に集計を実施した。 

集計結果より、うだつの町並みや美来工房、徳島県立脇町高等学校のグランド付近での滞

在時間が長い。 

 

 

図 滞在人口密度（令和 4 年 11 月～令和 5 年 10 月） 

 

 

図 月別来訪者数の推移（令和 4 年 11 月～令和 5 年 10 月） 
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iii） キャンプ場の観光動態 

塩江地域のキャンプ場の観光動態を把握するため、令和 4 年 11 月から令和 5 年 10 月ま

での 1年間の奥の湯キャンプ場、大滝山いこいの森キャンプ場、竜王山キャンプ場を含む範

囲（2km圏）で、訪日外国人の来街者を対象に集計を実施したが、集計結果より、訪日外国

人の観光客はキャンプ場周辺に訪れていないことが把握できた。 
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２－３ 塩江温泉郷へのアクセス手段やおもてなし面の現状と課題、条件等の把握 

（１） 塩江温泉郷への交通アクセス状況 

① 主要道路の交通量 
塩江地域は、ほぼ中央を一般国道 193号が南北に走っており、北は高松市中心部、南は美馬市中心部に繋がっている。国道 193号線の

24時間の交通量は 2,964台となっており、道の駅しおのえに隣接している。 

 

 

出典：令和 3 年度交通センサス可視化ツールより作成 

図 対象地周辺の交通量（24 時間交通量（全車上下計）） 
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② バスの運行状況 
塩江地域には、塩江―奥の湯温泉を結ぶ「コミュニティバス」、菅沢方面、椛川方面を

走る隔日運行を有する「コミュニティバス」、高松駅―塩江を結ぶ「ことでんバス」、要望

があった場合のみ運行する「デマンドバス」が運行されている。令和 3年度のコミュニテ

ィバスの日平均利用者数は 7人である。 

 

 
出典：高松市 HP 

図 塩江町コミュニティバス路線図  
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出典：令和 4 年度第 4 回高松市総合都市交通計画推進協議会資料より作成 

図 塩江町コミュニティバスの日平均利用者数 

 

 

出典：令和 5 年度第 1 回高松市総合都市交通計画推進協議会資料より作成 

図 ことでんバスの日平均利用者数（全線合計） 
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③ サイクリストについて 
先進的なサイクリング環境の整備を目指すモデルルートとして、四国では「四国一周

1,000 ㎞ルート」が基幹ルートとして設定されている。「香川サイクリングマップ（高松ル

ート版）」においては塩江温泉郷をめぐるルートが設定されており、塩江地域の情報を発信

する「しおのえネット」にてサイクリングに関する情報提供も行っている。 

 

 

出典：四国一周サイクリング HP 

図 四国一周 1,000 ㎞ルート 

 

  



 

２-46 

 

 

出典：うどん県旅ネット HP 

図 香川サイクリングマップ（高松ルート版） 

 

 

出典：しおのえネット HP 

図 塩江温泉郷サイクリングのウェブサイト  
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（２） インバウンド誘客における一般的な課題 

インバウンド誘客における一般的な課題について、以下の通り整理した。 

 

① 受け入れ環境の課題 
観光庁が、受け入れ環境（多言語対応、通信環境、公共交通等）の現状及び課題を明らか

にするため、訪日外国人旅行者を対象に、旅行中に困ったこと等について行ったアンケート

調査では、“ごみ箱の少なさ”、“施設等のスタッフとのコミュニケーションがとれない”、“公

共交通の利用”、“多言語表示の少なさ・分かりにくさ（観光案内板）”、“無料公衆無線 LAN

環境”が多く挙げられた。 

 

調査方法 

訪日外国人旅行者の利用が多い 5 空港（成田国際空港、東京国際空

港、関西国際空港、新千歳空港、福岡空港）において、対面式のアン

ケート調査を実施した。 

調査場所 

調査日 

回収件数 

成田国際空港 9 月 30 日～10 月 4 日、10 月 28 日～

29日、12月 2日～4日 

1,149 

東京国際空港 11月 19日～20日、11月 24日～27日 651 

関西国際空港 9月 1日～4日、10月 7日～11日 1,554 

新千歳空港 10月 15日～18日 211 

福岡空港 11月 5日～9日 441 

アンケート内容 

①今回の訪日旅行の訪問地（複数選択） 

②今回の旅行中に「困ったこと」及び困った地域 

③受入環境に関する主な項目について、今回の旅行中に「便利と感じ

た」地域 

出典：観光庁「令和元年度「訪日外国人旅行者の受入環境西部に関するアンケート」調査結果」より作成 

  



 

２-48 

 

 

出典：観光庁「令和元年度「訪日外国人旅行者の受入環境西部に関するアンケート」調査結果」より作成 

 

 

  

無料公衆無線LAN 環境
SIMカードの購入
モバイルWi Fi ルーターのレンタル
国際ローミング
クレジット／デビットカードの利用
ATMの利用
両替
その他決済手段（モバイルペイメント等）
多言語表示の少なさ・わかりにくさ（観光案内板・地図等）
施設等のスタッフとのコミュニケーションがとれない
入国手続き
チェックイン／出国手続き　※令和元年度新規追加項目
公共交通の利用
鉄道の割引きっぷ
災害、けが・病気の際の医療機関、海外旅行保険
観光案内所の利用や観光地での案内
宿泊施設や空港などへの荷物の配送サービス
飲食店、宿泊施設の情報の入手・予約
観光地におけるツアー、旅行商品（情報入手、種類等）
トイレの利用・場所・設備
多様な文化宗教への配慮（礼拝室、食事等）
ゴミ箱の少なさ　※令和元年度新規追加項目
その他
困ったことはなかった

11.0%
3.1%

1.4%
2.6%

7.0%
3.1%
2.8%
2.6%

11.1%
17.0%

1.9%
1.3%

12.2%
5.6%

0.9%
1.6%
1.1%

2.8%
0.9%
1.6%
1.4%

23.4%
1.8%

38.6%

令和元年度 n=4,006
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② 受入れ環境整備の課題 
観光庁が、各地域の観光関係者による訪日外国人受入環境整備に係る課題を把握するこ

とを目的に行った調査では、費用負担、人手不足、ノウハウ不足が環境整備における課題の

上位の要因として挙げられた。 

費用負担はほぼ全ての調査項目が該当し、人手不足は“外国人向けのコンテンツ整備”、

“情報発信・予約対応”、“現地での多言語対応”が主に該当し、ノウハウ不足は“情報発信・

予約対応”、“現地での多言語対応”、“災害・トラブル対応”が主に該当する。 

 

表 インバウンド受入環境整備に関する調査概要 

調査方法 
・ウェブアンケート（選択回答式） 

・対象者にはウェブアンケートの UR及び QRコードを郵送・配布 

調査依頼件数 

（4 地域合計） 

・郵送・配布件数：668件 

・FAX件数：8件 

・訪問件数：85件 

回答件数 

4地域に所在する主要観光関係者：合計 88件 

（旭川市、白山市、豊岡市、嬉野市） 

自治体観光関連部署、DMO、交通事業者、宿泊事業者、観光施設事

業者、小売事業者、飲食事業者、医療機関（外国人受入可能な中核病

院） 

調査対象地域 旭川市、白山市、豊岡市、嬉野市（計 4地域） 

調査項目 

①訪日外国人向けのコンテンツ整備 

ナイトコンテンツ、体験型コンテンツ、最先端技術を活用したコン

テンツ、閑散期のコンテンツ開発 

②情報発信・予約対応 

ウェブサイト、SNS、外部メディア（ブロガー招聘等）、予約・問合

せ 

③現地での多言語対応 

多言語表示、多言語コミュニケーション 

④決済・通信環境 

キャッシュレス決済、Wi-Fi環境、SIMカード 

⑤感染症対策 

非接触式キャッシュレス決済環境、非接触式接客環境、感染症対策

機器、混雑回避 

⑥その他 

多様な食習慣（ムスリム）、多様な食習慣（ヴィーガン）、手ぶら観

光、二次交通、ゴミ箱の位置表示、ICTを活用したゴミ箱の整備、災

害・トラブル対応、急病対応 

出典：観光庁「「訪日外国人旅行者の受入環境整備向上に向けた観光現場における 

ICT サービス等利活用促進事業」調査結果（令和 5 年 5 月）」 
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表 インバウンド受入環境整備に関する調査結果 

 
出典：観光庁「「訪日外国人旅行者の受入環境整備向上に向けた観光現場における 

ICT サービス等利活用促進事業」調査結果（令和 5 年 5 月）」 
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③ 富裕層を呼び込むサービス提供への課題 
富裕層のインバウンド市場の課題を把握することを目的に行った調査から明らかになっ

たサービスニーズは、「人材関連の課題」、「交通・インフラ関連の課題」の大きく 2つに分

けられ、「人材関連の課題」としては、①質の高いガイドによる解説、②細やかな対応がで

きる業界人材、「交通・インフラ関連の課題」としては、③シームレスで快適な移動、④人

気コンテンツの直前手配・柔軟な対応、⑤デジタル化による機動的な予約・旅程管理、など

が挙げられた。 

 

表 富裕層のサービスニーズ調査概要 

調査方法 

富裕旅行者を受け入れるホテル、旅行会社など、富裕旅行者に日々

接して、さまざまな手配を行っている国内のプレーヤーに対し、富裕

旅行者のサービスニーズに関するヒアリングを実施 

調査対象者 
DMC、コンテンツ販売会社、宿泊施設、レストラン、交通、ガイド、ア

クティビティ・コンテンツ提供会社等 

出典：上質なインバウンド観光サービス創出に向けて報告書（令和 3 年 6 月） 

 

 

  



 

２-52 

 

表 富裕層のサービスニーズ調査結果 

①質の高いガイ

ドによる解説 

サービスニーズとして、特定分野・地域のプロフェッショナルによ

る解説を望む傾向が年々高まっており、富裕層個人のライフスタイル

を理解し、関心と紐づけた説明ができるガイドが求められている。 

その一方で、課題として「十分な知識を持ち関心に沿った説明ので

きるガイドが不足・偏在していること」「ガイドを生業としない特定

分野の専門家を、探し出し依頼する労力を要すること」「各地域に明

るく富裕層対応可能なローカルガイドが限られ、手配が困難であるこ

と」が挙げられた。 

②細やかな対応

ができる業界

人材 

サービスニーズとして、独創性・迅速性・正確性・柔軟性をもつ人

材による細やかな対応が挙げられた。 

その一方で、課題として「富裕旅行業界というキャリアパスの認知

度が低く、人材の獲得・育成がしづらいこと」「VIP の細やかな要望

に対応できるコンシェルジュの数が不足していること」「コロナ禍に

よりインバウンド富裕層特化 DMC が継続危機の状況へ向かっている

こと」「コンシェルジュによる自費での自己啓発など、業界内のネッ

トワーク形成機会が限られていること」が挙げられた。 

③シームレスで

快適な移動 

サービスニーズの内容としては、時間に無駄がなく、ストレスのな

いシームレスな移動が挙げられた。 

その一方で、課題として「毎回特定のドライバー、車両を手配した

いが、困難なケースがあること」「プライベートジェットの利用許可

規制が厳しいこと」「プライベートジェット着陸後の手続き・設備不 

足により、シームレスな移動が困難であること」「地方部における富

裕旅行向け交通手段が不足していること」が挙げられた。 

④人気コンテン

ツの直前手配・

柔軟な対応 

サービスニーズとして、人気店の手配、直前依頼、変更・キャンセ

ル対応や、貸し切り、飲食の持ち込み等の柔軟な対応、ユニークなコ

ンテンツへの案内等が求められている。 

その一方で、課題として「ホテルコンシェルジュへの依頼の中心と

なる食事手配は、人気店手配・直前依頼・柔軟な対応などが求めら

れ、手配先との関係性が前提となること」「予約時点でのデポジット

をとる慣習が普及しておらずキャンセル料の負担が問題となること」

「富裕旅行者向けの対応窓口が設けられていないこと」が挙げられ

た。 

⑤デジタル化に

よる機動的な

予約・旅程管理 

サービスニーズとして、変更に対応しやすく、分かりやすい旅程情

報提供が挙げられた。 

その一方で、課題として「予約と旅程管理のデジタル化が進んでい

ないこと」が挙げられた。 

出典：上質なインバウンド観光サービス創出に向けて報告書（令和 3 年 6 月） 
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（３） 塩江温泉郷のインバウンド誘客における課題 

全国におけるインバウンド受入れの課題や、第 3 章にて整理している各種アンケート調

査等の結果を踏まえ、塩江地域におけるインバウンド誘客の主な課題としては、以下の通り

考えられる。 

 

表 塩江温泉郷におけるインバウンド誘客における主な課題 

受け入れ環境 

・地元住民や地元施設とインバウンド受け入れに向けた意識醸成 

・多言語対応可能な人材の確保 

・多言語対応の案内標識の充実 

・長期滞在できる外国人向けコンテンツ整備 

・高付加価値（高利益）の外国人向けコンテンツ整備 

・空港等からのシームレスな交通手段の確保 

・風紀の悪化防止策（入浴マナーの多言語発信、ゴミのポイ捨て対策

など） 

・キャッシュレス対応 

・海外向けの情報発信対策 
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２－４ 温泉水の供給や維持管理に関する現状と課題等の把握 

 現在、市が直営で実施している温泉水給水事業の内容と課題、今後必要となる維持管理費

について整理を行った。 

 

（１） 温泉水給水事業内容と課題の整理 

 第 3 章にて整理している各種アンケート調査等の結果を踏まえ、温泉水給水事業内容と

課題を以下の通り整理した。 

 

業務内容 課題 

・塩江温泉郷に位置する施設 9 箇所の温泉

水の給水を実施 

・2 ヶ月に 1 度メーターの検針や水槽に塩

素投入を実施 

※検針や塩素投入は地元の方に委託 

・施設全体の巡回点検や定期点検等は実施

されておらず、検針時の数値が異常値だ

った場合に施設の点検や修繕を実施 

・長寿命化や予防保全、安定した泉質の維

持に資する適切な維持管理が行われてい

ない 

・検針や塩素注入等、現場作業が属人的な

状況となっており、ノウハウの継承が行

いづらい 

・最新技術等を活用した維持管理の効率化

やコスト縮減が求められる 
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（２） 維持管理費用の整理 

 R5 年度の別途業務によりとりまとめられた施設台帳や今後必要となる更新費用を以下に

示す。 

 

 

【施設台帳】 
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【更新費用（税込）】 

 ・約 5.2億円（優先更新：約 0.6億円、順次更新：約 4.6億円） 
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２－５ 道の駅や温泉施設等の事業スキームの潮流の把握 

（１） 道の駅の類似事例の整理 

本業務の参考となる先進的な道の駅として以下の 5 つの観点で事例を整理した。以下の

事例を参考に、事業スキームの検討を行うこととする。 

また、温泉機能を有する道の駅の整理においては、四国地方で温泉施設を有する道の駅の

料金設定の一覧を整理した。 

 

表 道の駅の類似事例一覧 

整理の観点  対象の道の駅 

①地域住民サービスに寄与し

ている道の駅 

i） 道の駅「両神温泉薬師の湯」 

ⅱ） 道の駅「桜の郷荘川」 

ⅲ） 道の駅「美山ふれあい広場」 

ⅳ） 道の駅「鯉が窪」 

ⅴ） 道の駅「小豆島オリーブ公園」 

ⅵ） 道の駅「酒谷」 

②インバウンド誘客に取り組

んでいる道の駅 

i） 道の駅「大歩危」 

ⅱ） 道の駅「たからだの里さいた」 

ⅲ） しまなみ海道周辺「道の駅」 

（湯ノ浦温泉・伯方・多々羅・御島・よしうみ） 

③温泉機能を有する道の駅 i） 道の駅「神鍋高原」 

ⅱ） 道の駅「花街道付知」 

④大学や企業と連携している

道の駅 

i） 道の駅「とよはま」 

ⅱ） 道の駅「たからだの里さいた」 

ⅲ） 道の駅「ふれあいパークみの」 

ⅳ） 道の駅「公方の郷なかがわ」 
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① 地域住民サービスに寄与している道の駅 
i） 道の駅「両神温泉薬師の湯」 

 

表 道の駅「両神温泉薬師の湯」の概要 

所在地 埼玉県秩父郡小鹿野町両神薄 2380  

 

 

 

出典：小鹿野町観光協会 

供用開始日 平成 3年 

運営者 不明 

事業手法 不明 

取り組み内容 ○町は早くから保健・医療・福祉に力を入れ、「道の駅」を両神地区の

地域福祉サービスの拠点として位置付けている。 

○農林産物直売所での買い物や出品、温泉施設やデイサービスセンタ

ーの利用等といった「道の駅」の機能により、高齢者が集う生きがい

づくり・交流の場を形成している。 

○併せて「道の駅」にバスターミナルを整備し、谷合の集落から「道の

駅」への高齢者の移動手段を確保している。 

地域商社「株式

会社おがの」を

核とした小さな

拠点整備事業の

内容（計画） 

道の駅を核として「小さな拠点」を整備し、地域住民が安心して暮ら

すために必要な生活サービス機能を確保するとともに、「小さな拠点」

と集落生活圏内外を結ぶ交通ネットワークの機能を公共交通事業者と

連携して整備し、通学・通院など交通弱者への支援に一体的に取り組ん

でいる。 

「小さな拠点」の運営に関しては、町、金融機関、民間事業者や住民

が出資する新法人地域商社「株式会社おがの（仮称）」が行い、施設の

管理運営、旅行商品や地域産品の開発・販売イベントのほか、地域人材

育成のための諸事業の企画運営などを行っている。 

小さな拠点を運営する地域商社を設立し、以下段階を経て自走経営

を目指している。なおこの地域商社は観光 DMO の機能を持つものとし

ている。 

第 11段階として地域商社設立前事業：地域商社設立のため、地域資

源や道の駅を始めとする既存拠点施設の運営状況の調査分析を実施

し、自走できる経営体とするための経営戦略、長期経営計画、人員確保

計画、民間出資条件等の検討を実施している。 

第 2段階として地域商社設立事業：地域商社を町出資 100%で設立し、

経営計画策定後、民間出資により町出資比率を下げ民間主導の運営に

移行するとともに観光 DMO の登録を目指している。また、道の駅を始

めとする公営観光施設運営を地域商社が実施するほか、公益事業の町
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からの委託などにより設立初期段階の経営安定化を支援し、自走でき

る体制を整備している。 

自走経営できる地域商社を設立することにより、地域事業者・住民が

積極的に参加・関与した民間主導の地域振興が可能となり、集落生活圏

において 18名の新規雇用を創出するとともに、地域自らが当該地域で

収入を得て、若者に魅力的な雇用を確保することにより、持続可能な地

域づくりの推進を図っている。 

また、併せて地域内での新たな人員の雇用に加え、域外からの若年層

従事者を確保するとともに、OJTなどの研修を充実し将来の地域・経営

人材の育成を図っている。 

その他 小さな拠点税制の活用を予定している。 

出典 ・特定テーマ型モデル「道の駅」のご紹介 

https://www.michi-no-eki.jp/about/modelcase  

・平成 28年度 住民サービス部門 モデル「道の駅」【6駅】 

https://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-

Eki/juten_eki/theme_model01.html  

・地域再生計画（地域商社「株式会社おがの」を核とした小さな拠点整

備事） 

https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/dai59nintei/plan/a1

95.pdf 

・小鹿野町観光協会 

https://kanko-ogano.jp/spot/yakushinoyu/  

・小鹿野町道の駅両神温泉薬師の湯リニューアル事業（設計・施工）公

募型プロポーザル実施要領 

https://www.town.ogano.lg.jp/cms/wp-

content/uploads/2023/08/yakushinoyupropojisshiyouryou.pdf  

 

  

https://www.michi-no-eki.jp/about/modelcase
https://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-Eki/juten_eki/theme_model01.html
https://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-Eki/juten_eki/theme_model01.html
https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/dai59nintei/plan/a195.pdf
https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/dai59nintei/plan/a195.pdf
https://kanko-ogano.jp/spot/yakushinoyu/
https://www.town.ogano.lg.jp/cms/wp-content/uploads/2023/08/yakushinoyupropojisshiyouryou.pdf
https://www.town.ogano.lg.jp/cms/wp-content/uploads/2023/08/yakushinoyupropojisshiyouryou.pdf
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ii） 道の駅「桜の郷荘川」 

 

表 道の駅「桜の郷荘川」の概要 

所在地 岐阜県高山市荘川町猿丸 88番地 

 

出典：飛騨高山観光公式サイト 

供用開始日 平成 14 年 

運営者 桜の郷猿丸管理組合 

事業手法 指定管理 

取り組み内容 ○温泉施設や屋内運動場を活用した住民密着型の取組により、住民の

憩いの場、交流の場として機能している。 

○温泉施設利用者への無料送迎サービス、屋内運動場でのスポーツフ

ェスティバルの開催等、地域住民の健康増進に資する様々な取組を

実施している。 

○「道の駅」が地区のまちづくり協議会へ積極的に参画・連携し、住民

ニーズを踏まえた取組を展開することで、地域住民の交流の場を形

成している。 

運営体制 駅長が荘川地区まちづくり協議会に積極的に参画し、道の駅との連

携を深め、取組全般に渡りマネージメントを行っている。 

 

出典 ・特定テーマ型モデル「道の駅」のご紹介 

https://www.michi-no-eki.jp/about/modelcase  

・平成 28年度 住民サービス部門 モデル「道の駅」【6駅】 

https://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-

Eki/juten_eki/theme_model01.html  

・飛騨高山観光公式サイト 

https://www.hidatakayama.or.jp/ 

・高山市 指定管理者名簿 

https://www.city.takayama.lg.jp/_res/projects/default_project/

_page_/001/004/010/r5shiteikanrishameibo.pdf  

・岐阜県高山市 道の駅「桜の郷在川」 

https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000658371.pdf  

  

https://www.michi-no-eki.jp/about/modelcase
https://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-Eki/juten_eki/theme_model01.html
https://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-Eki/juten_eki/theme_model01.html
https://www.hidatakayama.or.jp/
https://www.city.takayama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/010/r5shiteikanrishameibo.pdf
https://www.city.takayama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/010/r5shiteikanrishameibo.pdf
https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000658371.pdf
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iii） 道の駅「美山ふれあい広場」 

 

表 道の駅「美山ふれあい広場」の概要 

所在地 京都府南丹市美山町安掛 

 

出典：美山町観光情報サイト 

供用開始日 平成 17 年 

運営者 美山ふるさと株式会社 

事業手法 指定管理 

※南丹市美山地域活性化総合交流施設、南

丹市美山地域活性化総合交流施設 

取り組み内容 ○住民生活を支えるため、住民出資で会社を設立し、既存施設を活用し

て日用品販売の継続を実現している。 

○行政関係施設に加え、福祉施設（診療所、保健福祉センター、高齢者

コミュニティセンター）や住民サービス施設（日用品販売施設「ふら

っと美山」、郵便局）等の様々な機能を持った施設が連携し、総合的

な拠点を形成している。 

○住民自治組織（平屋振興会）が中心となって組織を包括し、行政の役

割を担いながら地域への貢献を「道の駅」で実現している。 

経緯 ＜きっかけ・課題＞ 

・拠点となる道の駅をつくるまでには様々な課題があった。 

・特に人口減少と高齢化は地域コミュニティにとって大きな課題であ

った。 

・全国の中山間地域と同様に、人口減少と高齢化が進み、昭和 30年に

1万人を超えていた人口は平成 10年代には 5千人まで落ち込み、高齢

化率は集落全体の 50%となり、平成 28年 4月には町内に５つあった小

学校が統合し 1校となった。 

 

＜対策＞ 

・地域コミュニティの再生を目指し、美山町の５66u5 つの小学校単位

位（旧村単位）で広域自治組織「地域振興会」を立ち上げている。 

・一方、同時期の平成 12 年に JA の広域合併が決定され、併設されて

いた食料品や日用品販売の店舗が閉鎖され、車を持たない高齢者の買

い物が不自由になる恐れが出てきた。 

・立ち上げた広域自治組織の１つである「平屋振興会」が中心となって

住民による話し合いを進め、平成 14 年に地域住民の共同出資により

「有限会社ネットワーク平屋」を設立し、JAの店舗営業を引き継ぎ「ふ

らっと美山」をオープンしている。 
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＜既存施設を活用した拠点づくり＞ 

・住民の決断と行動を支援するため、当時の美山町は、JA の店舗施設

を買収・修繕を行った上で、（有）ネットワーク平屋に無償貸与し「ふ

らっと美山」が誕生した。 

・日々の生活に欠かせない食料品や日用品だけでなく、観光客向けに

地元野菜や「美山牛乳」などの特産品も販売するようになった。 

・「ふらっと美山」の 2階には「平屋振興会事務局」が入居し、行政職

員を配置して行政窓口業務を行い地域住民の利便性の向上を図って

いる。 

・平成 17年には、「ふらっと美山」とその周辺の既存施設を活かし、道

の駅「美山ふれあい広場」として登録されている。 

・さらに、近隣に郵便局や漁業協同組合、ガソリンスタンド、飲食店な

どの施設があり、1つのエリアで日常的な買い物、行政サービス、医

療福祉、観光など様々なサービスが集約された「小さな拠点」が誕生

している。 

交通手段の確保

への取組 

①デマンドバスの導入（各集落と道の駅を結ぶ） 

②道の駅構内に市営バスとデマンドバスのバス停を設置し、利便性の

向上に繋げた 

出典 ・特定テーマ型モデル「道の駅」のご紹介 

https://www.michi-no-eki.jp/about/modelcase  

・平成 28年度 住民サービス部門 モデル「道の駅」【6駅】 

https://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-

Eki/juten_eki/theme_model01.html  

・道の駅「美山ふれあい広場」の取り組み 京都府南丹市美山支所 地

域推進課 

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-

magazine/1808nantan.pdf 

・美山観光情報サイト 

https://miyamanavi.com/sightseeing/fureaihiroba 

・地方創生 事例集 

https://www.chisou.go.jp/sousei/about/chiisanakyoten/chihosose

ijirei_chiisana_H30_3.pdf  

・公の施設の指定管理者候補団体の選定結果について 

https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/town/128/002/000/1002536/

1002538_1_501_16.pdf  

https://www.michi-no-eki.jp/about/modelcase
https://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-Eki/juten_eki/theme_model01.html
https://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-Eki/juten_eki/theme_model01.html
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/1808nantan.pdf
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/1808nantan.pdf
https://miyamanavi.com/sightseeing/fureaihiroba
https://www.chisou.go.jp/sousei/about/chiisanakyoten/chihososeijirei_chiisana_H30_3.pdf
https://www.chisou.go.jp/sousei/about/chiisanakyoten/chihososeijirei_chiisana_H30_3.pdf
https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/town/128/002/000/1002536/1002538_1_501_16.pdf
https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/town/128/002/000/1002536/1002538_1_501_16.pdf
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iv） 道の駅「鯉が窪」 

 

表 道の駅「鯉が窪」の概要 

所在地 岡山県新見市哲西町矢田 3585-1 

 

出典：道の駅「鯉が窪」公式 

供用開始日 平成 9年 4月 

運営者 株式会社アクティブ哲西 

事業手法 指定管理 

取り組み内容 ○地域づくりの計画から運営まですべてにおいて住民主体を掲げ、地

域コミュニティーの形成に大きく寄与している。 

○診療所・図書館・認定こども園・行政窓口・「道の駅」の産直市等の

地域振興施設の機能を集約することによりワンストップサービスを

実現し、先進的な「小さな拠点」を形成している。 

○「道の駅」を中心としたデマンドバス等の運行や宅配・安否確認サー

ビスの実施など高齢者に優しいサービスも提供している。 

出典 ・特定テーマ型モデル「道の駅」のご紹介 

https://www.michi-no-eki.jp/about/modelcase  

・平成 28年度 住民サービス部門 モデル「道の駅」【6駅】 

https://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-

Eki/juten_eki/theme_model01.html  

・道の駅「鯉が窪」公式 

https://koigakubo.jp/shop/index.html 

・株式会社アクティブ哲西 公式 

https://activetessei.com/company.html  

 

 

  

https://www.michi-no-eki.jp/about/modelcase
https://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-Eki/juten_eki/theme_model01.html
https://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-Eki/juten_eki/theme_model01.html
https://koigakubo.jp/shop/index.html
https://activetessei.com/company.html
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v） 道の駅「小豆島オリーブ公園」 

 

表 道の駅「小豆島オリーブ公園」の概要 

所在地 香川県小豆郡小豆島町西村甲 1941-1 

 

出典：道の駅公式 HP 

供用開始日 平成 8年 

運営者 一般財団法人小豆島オリーブ公園 

事業手法 指定管理 

取り組み内容 ○健康で生きがいのある小豆島の創生に向けて、「道の駅」をその中核

を担う拠点として位置付けている。 

○福祉関連施設の「サン・オリーブ」では、介護予防教室や健康教室、

健康に関する講演会等、地域住民の健康増進に資する様々な取組を

実施している。 

○オリーブを核として「道の駅」全体であげた収益を「サン・オリーブ」

の運営に還元することで、これらの健康増進の取組を維持し、継続的

な住民サービスを実現している。 

SDGs への取組 ＜テーマ③：すべての人に健康と福祉を＞ 

・年間 30～50のオリーブの振興・啓蒙を目的としたイベント（料理教

室等）を開催している。 

＜テーマ④：質の高い教育をみんなに＞ 

小・中学校でのオリーブ出前授業や小・中・高校での収穫体験、島

外からの学生・就農体験希望者の受け入れを実施している。 

＜テーマ⑮：陸の豊かさを守ろう＞ 

毎年発生する剪定枝や葉っぱを堆肥化する取り組みを 2012年から始

めている。剪定枝を細かく粉砕し、発酵させ、更に 1 年間熟成させた

ものをオリーブとハーブの育成に活用している。 

「写真を撮りた

くなる」公園づ

くり 

＜背景＞ 

オリーブ公園が開園した 1990年頃には、小豆島には多くの団体ツア

ーが訪れ、オリーブ公園でも団体旅行に照準を絞った広報や運営を行

っていた。しかし、社会情勢の変化により、2013 年頃から大型バスに

よる団体ツアーが減少し、小グループや個人での旅行客が増えたため、

オリーブ公園では運営方針を転換した。一般に公園では「誰もが楽しめ

る」場所として老若男女対象を幅広く取りがちだが、オリーブ公園で

は、効果的な施設づくり、商品開発のために、拡散力の高い「20～30代

の女性」にターゲットを絞っている。 



 

２-65 

 

＜数々の撮影スポット＞ 

・「実写版 魔女の宅急便」ロケセットを園内に移築 

・ほうきの無料貸し出し 

・既存の樹木と本が調和した「始まりの本」 

・ギリシャ風車    等 

出典 ・特定テーマ型モデル「道の駅」のご紹介 

https://www.michi-no-eki.jp/about/modelcase  

・平成 28年度 住民サービス部門 モデル「道の駅」【6駅】 

https://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-

Eki/juten_eki/theme_model01.html  

・道の駅公式 HP 小豆島オリーブ公園 

https://www.skr.mlit.go.jp/road/rstation/eki/ka05_olive.html 

・香川県オリーブ公園の指定管理者 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/10454/21sitei2020olive

kouen.pdf 

・国土交通省 平成 28 年度 住民サービス部門 モデル「道の駅」の

認定について 

https://www.mlit.go.jp/common/001148609.pdf 

・SDGs とは - オリーブ公園公式 

https://www.olive-pk.jp/pdf/sdgs.pdf 

・公園文化 WEB 

https://www.midori-hanabunka.jp/challenge?term=park33  

 

 

 

  

https://www.michi-no-eki.jp/about/modelcase
https://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-Eki/juten_eki/theme_model01.html
https://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-Eki/juten_eki/theme_model01.html
https://www.skr.mlit.go.jp/road/rstation/eki/ka05_olive.html
https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/10454/21sitei2020olivekouen.pdf
https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/10454/21sitei2020olivekouen.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001148609.pdf
https://www.olive-pk.jp/pdf/sdgs.pdf
https://www.midori-hanabunka.jp/challenge?term=park33
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vi） 道の駅「酒谷」 

 

表 道の駅「酒谷」の概要 

所在地 宮崎県日南市酒谷 1840−4 

 

出典：道の駅酒谷 公式 HP 

供用開始日 平成 11 年 8月 

運営者 酒谷むらおこし株式会社 

事業手法 指定管理 

取り組み内容 ○「道の駅」の収益を、「酒谷地区むらおこし推進協議会」に還元する

ことにより、地域の自治活動や交流活動、雇用創出の拠点として「小

さな自治」を形成している。 

○小中学生の学びの場、地域住民の交流の場として、郷土料理や伝統文

化の継承など地域活性化に資する取組を実施している。 

○高齢者の見守り活動も兼ねた弁当宅配・農作物の集荷代行等の住民

サービスを実施している。 

経緯 日南市の山村、酒谷地区で「住民の雇用、所得向上につながれば」と、

1997年に「酒谷ふるさと特産品センター」としてスタートした。99年

に「道の駅」として登録し、2011 年からは地域住民が出資した株式会

社が運営を行っている。 

地元特産品のブ

ランド化 

坂本棚田で収穫された米の一部は、道の駅で販売されていたが、他集

落産との差別化はされておらず、棚田米を購入したい観光客には，識別

することが難く、農家も米を販売して収益を得ようとする動機が乏し

い状態であった。 

そのため、坂元棚田産であることを明示して差別化した上で販売で

きるようロゴマークを作成し、それを印刷したオリジナル米袋を製作

している。ロゴマークは、宮崎大学の学生とデザイナーで協議して 6種

類の候補を作成し、平成 26年 9月 7日の棚田オーナーイベントにて、

農家と棚田オーナー等 50人弱による決選投票で決定した。 

道の駅や棚田を訪れた観光客は、棚田米であることを認識できるよ

うになり、割高であっても好んで購入するようになり、この様子に触

れ、農家は喜んで出荷するようになった。 

出典 ・特定テーマ型モデル「道の駅」のご紹介 

https://www.michi-no-eki.jp/about/modelcase  

・平成 28年度 住民サービス部門 モデル「道の駅」【6駅】 

https://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-

Eki/juten_eki/theme_model01.html  

https://www.michi-no-eki.jp/about/modelcase
https://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-Eki/juten_eki/theme_model01.html
https://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-Eki/juten_eki/theme_model01.html
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・道の駅酒谷 公式 HP 

https://michinoeki-sakatani.com/ 

・国土交通省 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 モデル道の駅

（道の駅酒谷） 

http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/douro/michi_no_eki/model.ht

ml 

・宮崎日日新聞 

https://www.the-miyanichi.co.jp/hito/_22098.html 

・坂本棚田を維持するための生産意欲向上の取り組み 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsidre/89/3/89_155/_pdf  

 

  

https://michinoeki-sakatani.com/
http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/douro/michi_no_eki/model.html
http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/douro/michi_no_eki/model.html
https://www.the-miyanichi.co.jp/hito/_22098.html
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsidre/89/3/89_155/_pdf
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② インバウンド誘客に取り組んでいる道の駅 
i） 道の駅「大歩危」 

 

表 道の駅「大歩危」の概要 

所在地 徳島県三好市山城町上名 1553-1 

 

出典：道の駅公式 HP 

供用開始日 平成 20 年度 ※設置年度 

運営者 株式会社山城しんこう 

事業手法 指定管理 

取り組み内容 〇外国人観光案内所機能強化（L1からｶﾃｺﾞﾘⅡへの格上げ） 

〇JR大歩危駅との連携 外国人観光客の安全な誘導 

〇地域伝承である「妖怪」を活用した観光案内板や多言語案内板の整備 

〇外国人旅行者へ「周遊バス」の実証実験により、二次交通の整備促進 

〇防災備蓄（食糧、毛布）等の防災機能の強化 

「道の駅」にお

ける試行調査 

タブレット端末を用いた三者通訳アプリ・カメラ撮像による自動翻

訳アプリ、展示施設・地元産品、ルートマップ等の多言語化、観光案内

スペースへの誘導看板の設置 等を複数組合せ、実施期間中（各 2～3週

間）設置している。 

実施箇所：ニセコビュープラザ（北海道）、大歩危（徳島県）、許田（沖

縄県） 

出典 ・道の駅「大歩危」公式 

https://yamashiro-info.jp/?page_id=69 

・道の駅公式 HP 

https://www.michi-no-eki.jp/stations/views/19625 

・観光庁 「道の駅」のインバウンド対応状況の現状と課題 

https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/shin-michi-no-

eki/pdf03/04.pdf 

・道の駅「大歩危」（徳島県三好市） 企画概要 ＜既設＞ 

https://www.skr.mlit.go.jp/road/rstation/pdf/jyuten/ooboke.pdf  

 

 

  

https://yamashiro-info.jp/?page_id=69
https://www.michi-no-eki.jp/stations/views/19625
https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/shin-michi-no-eki/pdf03/04.pdf
https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/shin-michi-no-eki/pdf03/04.pdf
https://www.skr.mlit.go.jp/road/rstation/pdf/jyuten/ooboke.pdf
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ii） 道の駅「たからだの里さいた」 

 

表 道の駅「たからだの里さいた」の概要 

所在地 香川県三豊市財田町 

 

出典：道の駅公式 HP 

供用開始日 平成 11 年 ※設置年度 

運営者 株式会社たからだの里 

事業手法 指定管理 

※「環の湯」「物産館」「湯の谷荘」「ふるさ

と伝承館」「パークゴルフ場」 

取り組み内容 ○移住コンシェルジュによる移住相談総合窓口の設置 

○農業者、漁業者と連携をとり、地域資源を活かした体験観光の開発 

○農業体験や先進移住者との交流会の開催 

○郷土料理の開発や県内ホテルへ産直市農産物を提供 

○多言語化案内板・パンフレット・無料公衆無線 LANの整備 

○地元酒造会社の酒蔵見学案内等により、日本文化として日本酒を紹

介 

取組の具体例 ・移住コンシェルジュによる移住相談総合窓口の設置や観光と合わせ

た移住体験ツアーの開催、｢地域おこし協力隊｣と連携した先進移住

者との交流会の開催 

・日本酒文化の紹介やうどん打ち体験等によるインバウンド観光の促

進 

出典 ・たからだの里さいた 公式 HP 

https://takaradanosato.co.jp/  

・三豊市 

https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/seisaku/zaisei/2/6091.htm

l 

・道の駅公式 HP 

https://www.michi-no-eki.jp/stations/views/19640  

・平成 27年度 重点「道の駅」の選定について 

https://www.skr.mlit.go.jp/pres/h27backnum/douro/160127/160127

-1.pdf  

 

  

https://takaradanosato.co.jp/
https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/seisaku/zaisei/2/6091.html
https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/seisaku/zaisei/2/6091.html
https://www.michi-no-eki.jp/stations/views/19640
https://www.skr.mlit.go.jp/pres/h27backnum/douro/160127/160127-1.pdf
https://www.skr.mlit.go.jp/pres/h27backnum/douro/160127/160127-1.pdf
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iii） しまなみ海道周辺「道の駅」（湯ノ浦温泉・伯方・多々羅・御島・よしうみ） 

 

表 しまない海道周辺道の駅の概要 

所在地 愛媛県今治市（5つ全て） 

― 
供用開始日 ― 

運営者 株式会社しまなみ 

事業手法 指定管理 

課題 〇瀬戸内しまなみ海道周辺は観光資源が豊富にも関わらず、四国の入

口として通過され地域の周遊観光へと波及していない 

取り組み内容 ○外国人観光案内所及び免税店の設置 

○平成 27年度観光地域おこし協力隊を募集し、各道の駅を重要ポイン

トと位置付け、観光 PR及び海外サイクリストへの情報発信を実施 

○今治市サイクリングターミナル（サンライズ糸山）周辺を自転車に特

化した「道の駅」として新たに整備を検討。（トイレ、駐車場、自転

車整備ヤード、自転車格納庫、インフォメーションコーナーなど） 

○加工所の拡充、積極的な情報発信等による商品のブランド化 

○地元産品を活用したスイーツラリー、オリジナル商品ラリーなどを

展開 

○インターンの受入・ふるさと納税等の情報提供 

運営体制 「道の駅」が一体的に受け入れ体制を構築できるよう、平成２５年度か

ら産官学の関係者で意見交換会を開催。連携策や周遊観光方策等につ

いて議論している。 

取組の具体例 ・サイクリング世界大会 例：「サイクリングしまなみ」 

・多言語の注意喚起看板 

・道の駅連携イベント 例：しまなみソフトラリー2014 

・「道の駅」が一体的に受け入れ体制を構築できるよう、平成 25 年度

から産官学の関係者で意見交換会を開催。 

・周遊型イベントの企画・開催や観光マップを作成。 

出典 ・重点「道の駅」の選定について 国土交通省 

https://www.mlit.go.jp/common/001080022.pdf  

 

  

https://www.mlit.go.jp/common/001080022.pdf
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③ 温泉機能を有する道の駅 
i） 道の駅「神鍋高原」 

 

表 道の駅「神鍋高原」の概要 

所在地 兵庫県豊岡市日高町栗栖野 59-13 

 

出典：道の駅公式 HP 

供用開始日 不明 

運営者 株式会社日高振興公社 

事業手法 指定管理 

温泉利用料料金 大人（中学生以上）：800円 

小人（3歳～小学生）：500円 

ハンドタオル（ゆとろぎデザイン）：210円 

バスタオル（無地）：420円 

効能・泉質 泉質：アルカリ性単純泉(一名美肌の湯) 

効能：筋肉痛・関節痛・神経痛・運動麻痺・冷え性・五十肩ほか 

温泉利用促進策 ①周辺施設等と連携した割引サービス 

・スキーリフト券利用者割引：5,303 人/年 

・JAFカード会員割引：7,689人/年 

・あいカード会員割引：4,794人/年 

・神鍋高原キャンプ場利用者割引：3,449 人/年 

・ﾌｪｱﾌｨｰﾙﾄﾞ･ﾊﾞｲ･ﾏﾘｵｯﾄ･兵庫神鍋高原利用者割引：586人/年 

②セット販売等 

・入浴料とフェイスタオル、バスタオルのセット販売：2,127セット/年  

・サウナ利用客の要望により、令和 4年 10月よりサウナグッズ販売

を実施。（サウナ専用ハット・マット・タオル） 

③タイムサービス 

・令和 4 年 9 月より利用者が少ない月曜日と木曜日の 13 時から 15

時の時間帯に入浴料半額タイムサービスを実施し、3,347人の利用

があった。ただし、飲料や食品等の入浴料以外の商品の購入によ

り、客単価を落とすことなく、新規顧客や常連客への還元にも繋が

っている。 

事業実績 令和 4年度売上高：183,593千円 （うち温泉部門：37,343千円） 

令和 4年度燃料費：8,684 千円 

令和 4年度純利益：△2,476千円 

出典 ・道の駅神鍋高原公式 HP 
https://michinoeki-kannabe.com/yutorogi/price.html  
・道の駅公式 HP 
https://www.michi-no-eki.jp/stations/views/19451  
・豊岡市 指定管理者運営状況シート 
https://www.city.toyooka.lg.jp/_res/projects/default_project/_
page_/001/012/005/2019shiteikanri/73.pdf  
・株式会社日高振興公社 決算書類 第 29期 
https://www.city.toyooka.lg.jp/_res/projects/default_project/_
page_/001/027/293/2022/01_hidaka.pdf  

https://michinoeki-kannabe.com/yutorogi/price.html
https://www.michi-no-eki.jp/stations/views/19451
https://www.city.toyooka.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/012/005/2019shiteikanri/73.pdf
https://www.city.toyooka.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/012/005/2019shiteikanri/73.pdf
https://www.city.toyooka.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/027/293/2022/01_hidaka.pdf
https://www.city.toyooka.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/027/293/2022/01_hidaka.pdf
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ii） 道の駅「川根温泉」 

 

表 道の駅「川根温泉」の概要 

所在地 静岡県島田市川根町笹間渡 220 

 

出典：道の駅公式 HP 

供用開始日 不明 

運営者 かわね創造コンソーシアム 

代表企業：株式会社川川根町温泉 

事業手法 指定管理 

温泉利用料料金 大人：520円 

小学生：310円 

乳幼児：無料 

効能・泉質 泉質：ナトリウムー塩化物温泉（高張性弱アルカリ性高温泉） 

効能：適応症神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわ

ばり、打ち身、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復

期、疲労回復、健康増進、切り傷、火傷、慢性皮膚病、虚弱児童、

慢性婦人病 

温泉利用促進策 ・川根温泉ホテルと共同イベントの実施 

・近隣温浴施設と名湯御朱印巡りを実施 

・認知後の向上を目指した取組「温泉総選挙」への参加 

・雨季の閑散期（7月）に回数券販売キャンペーンを実施 

・温泉感謝デイに回数券得々キャンペーンを実施 

・観光施設（おおいなびや 897.4 茶屋）と商品情報を連携し、新たな客

層の開拓 

・県内西部や愛知県南部の道の駅等にパンフレット等を配架 

事業実績 令和 2年度総売上高：312,510千円 （うち入浴部門：53,966千円） 

令和 2年度燃料費：不明 

令和 2年度純利益：△48,010千円 

出典 ・道の駅「川根温泉」HP 

http://kawaneonsen.jp/about  

・道の駅公式 HP 

https://www.michi-no-eki.jp/stations/views/19347  

・株式会社川根町温泉 経営状況（R3.6.11） 

https://shimada-marathon.jp/fs/7/8/6/0/7/8/_/R30611zenkyo3.pdf  

  

http://kawaneonsen.jp/about
https://www.michi-no-eki.jp/stations/views/19347
https://shimada-marathon.jp/fs/7/8/6/0/7/8/_/R30611zenkyo3.pdf
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iii） 四国地方で温泉施設を有する道の駅の料金設定 

 

表 四国地方の道の駅の温泉利用料金一覧 

No. 名称 温泉利用料金 

1 
道の駅「ふれあいパークみの」 大人：700円 

子ども：500円 

2 

道の駅「たからだの里さいた」 大人：520円 

子ども（5～11歳）：310円 

シルバー（70歳以上）：420円 

障がい者（手帳保持者）：420円 

子供入浴料 100円デー（毎月第 1、第 3

金曜日、5～11歳）：100円 

【2023 年 12月 1日より料金改定予定】 

一般：570円 

70歳以上・障がい者：450円 

子ども（５歳～11歳）：320円 

3 

道の駅「香南楽湯」 大人（中学生以上 65歳未満）：700円 

高齢者（65歳以上）：510円 

子ども（小学生）：310円 

障がい者（手帳保持者）：510円 

【毎週水曜キッズデー】小学生以下入

浴料：無料 

4 

道の駅「ことなみ」 一般（中学生～69歳）：600円 

70歳以上（証明書必要）：500円 

子ども（満 4歳～小学生）：300円 

5 

道の駅「宍喰温泉」 大人：800円 

小学生以下：400円 

3歳以下：無料 

6 

道の駅「もみじ川温泉」 大人：700円 

子ども：350円 

3歳未満無料 

7 

道の駅「マイントピア別子」 大人（高校生以上）：600円 

小中学生：300円 

3歳以上：200円 

65歳以上：500円 

障がい者（大人）：500円 

障がい者（小人）：200円 

障がい者（幼児）：150円 

岩盤浴：別途 450円 

8 

道の駅「小松オアシス」 大人（中学生以上）：500円 

子ども（3歳以上小学生以下）：250円 

65歳以上：400円 

障がい者（大人）：400円 

障がい者（子ども）：150円 
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No. 名称 温泉利用料金 

9 

道の駅「霧の森」 大人：400円 

小学生・65歳以上：300円 

小学生未満：無料 

10 

道の駅「津島」 

※令和 5年 9月 30日より休止中 

大人（中学生以上）：650円 

小学生以下：300円 

65歳以上：500円 

障がい者（中学生以上）：450円 

障がい者（65歳以上）：350円 

家族風呂：2,100円 

11 
道の駅「ゆすはら」 大人：500円 

子ども：300円 

12 
道の駅「土佐和紙工芸村「くらうど」 大人：700円 

子ども：500円 

13 

道の駅「木の香」 大人：700円 

4歳～小学生：500円 

高齢者（70歳以上）：500円 
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④ 大学や企業と連携している道の駅 
i） 道の駅「とよはま」 

 

表 道の駅「とよはま」の概要 

所在地 香川県観音寺市豊浜町箕浦字大西甲 2506 

 

出典：道の駅 四国地区 

供用開始日 不明 

運営者 銭形マルシェ合同会社 

事業手法 指定管理 

企画名 瀬戸内地域活性化プロジェクト 

大学名 香川大学 

企業名 ・おーしゃん食堂 

・Cumi Umi 

概要 「瀬戸内地域活性化プロジェクト」の一環として、観音寺市とさぬき 

市で活動を行う香川大学生と、地の海産物を扱うおーしゃん食堂と

Cumi Umiの三者で共同開発したコラボ海鮮丼を発売している。 

関係者のモチベ

ーション・イン

センティブ・メ

リット 

瀬戸内地域活性化プロジェクトは、自治体と連携し、各地域が有する

課題を発見・探求し、解決策を考え、実践するというフィールドワーク

を取り入れた、プロジェクト型の授業である。行政と連携する場合もあ

れば、今回の企画のように、地元民間企業とコラボして活動を行う場合

もある。 

画像 

 

チラシ 

出典 ・道の駅とよはま公式 HP 
https://michitoyo-oh.com/  
・香川大学 HP 
https://www.kagawa-u.ac.jp/cumi-umi/  
・道の駅四国地区ポータルサイト 
https://www.sk-michinoeki.jp/ 
・観音寺市指定管理者制度 
https://www.city.kanonji.kagawa.jp/soshiki/2/691.html  

https://michitoyo-oh.com/
https://www.kagawa-u.ac.jp/cumi-umi/
https://www.sk-michinoeki.jp/
https://www.city.kanonji.kagawa.jp/soshiki/2/691.html
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ii） 道の駅「たからだの里さいた」 

 

表 道の駅「たからだの里さいた」の概要 

所在地 香川県三豊市財田町 

 
出典：道の駅公式 HP 

供用開始日 平成 11 年 ※設置年度 

運営者 株式会社たからだの里 

事業手法 指定管理 

企画名 子供たちへのアンケートと次のイベントの企画（H29年度） 

大学名 香川大学 

概要 平成 27年度 

【道の駅の課題の把握】 

・道の駅担当者からの提供課題＝「若い人が少ない」 

・学生がみた販売促進の課題 ＝「POPの改良」 

■取り組み内容①：商品販売促進の企画・提案 

学生が「たからだの里さいた」の facebookを開設し、道の駅の情報

発信を実施している。 

■取り組み内容②：生産者と地域住民の交流の企画・提案 

地域で採れた野菜を中心に、買い物して、みんなで料理し、食べるイ

ベントを実施している。 

平成 28年度 

【道の駅の課題の把握】 

・今後増加が予想される諸外国からの来訪者に対応した施設案内板 

となっていない。 

・日帰り温泉施設「環の湯」に、若い世代の利用者が少ない。 

・物産館では地元の多くの農産品が販売されているが、オリジナル 

商品がない。 

■取り組み内容①：施設案内板の多言語化 

■取り組み内容②：「環の湯」の若者の利用客を増やす 

バイク・自転車の利用が多いため、バイカーに向けたアンケートを実

施している。 

■取り組み内容③：冬に販売可能な商品の開発 

ライスコロッケ・肉巻きおにぎりを試作し、今後も商品化に向けて検

討予定である。 

平成 29年度 

【道の駅の課題の把握】 

・新しいイベントの企画・実施 

現在の定例イベントに加え、新規顧客獲得のため、ファミリー層も 

しくは若年層にアピールできる新しいイベントを企画・実施している。 

■取り組み内容 

子供たちはどのようなことに興味があり、どんなことをしたら楽し

めるのか、子供たち目線の意見を調査するために子供たちに向けたア

ンケートを実施、分析を行っている。 
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取り組み課題 ファミリー層や若年層に向けたイベント 

関係者のモチベ

ーション・イン

センティブ・メ

リット 

【香川大学による地域インターンインターンの目的】 

香川大学では、低年次で地域に出向き、地域づくりの現場・しごとを理

解し、地域課題解決への参画を通じて、①社会貢献、②課題探求・解決

力の修得、③能動的学修を目指している。 

画像 

 

出典 ・平成 27年度 道の駅「たからだの里さいた」と香川大学との連携 

https://www.skr.mlit.go.jp/road/rstation/pdf/university/kagawa

_univ_saita.pdf 

・平成 28年度 道の駅「たからだの里さいた」と香川大学との連携 

https://www.skr.mlit.go.jp/road/rstation/pdf/university/h28_ka

gawa_univ_saita.pdf 

・平成 29年度 道の駅「たからだの里さいた」と香川大学との連携 

https://www.skr.mlit.go.jp/road/rstation/pdf/university/h29_ka

gawa_univ_saita.pdf 

・たからだの里さいた 公式 HP 

https://takaradanosato.co.jp/  

・三豊市 

https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/seisaku/zaisei/2/6091.htm

l  

 

 

 

 

  

https://www.skr.mlit.go.jp/road/rstation/pdf/university/h28_kagawa_univ_saita.pdf
https://www.skr.mlit.go.jp/road/rstation/pdf/university/h28_kagawa_univ_saita.pdf
https://www.skr.mlit.go.jp/road/rstation/pdf/university/h29_kagawa_univ_saita.pdf
https://www.skr.mlit.go.jp/road/rstation/pdf/university/h29_kagawa_univ_saita.pdf
https://takaradanosato.co.jp/
https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/seisaku/zaisei/2/6091.html
https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/seisaku/zaisei/2/6091.html
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iii） 道の駅「ふれあいパークみの」 

 

表 道の駅「ふれあいパークみの」の概要 

所在地 香川県三豊市三野町大見乙 74 

 

出典：道の駅公式 HP 

供用開始日 不明 

運営者 株式会社サクセス 

事業手法 不明 

企画名 地域食材を活かした商品開発の企画・提案 

大学名 香川大学 

概要 三豊の地元食材を利用したオリジナル商品の提案。 

三豊の食材リサーチ、道の駅やレストラン・カフェなどの商品リサー

チを実施して、中間報告を行ったのちに商品を絞り込み、フルーツま

ん、お茶ゼリーのレシピと試作を実施している。試作品の反省を活か

し、再度試作を実施し、問題点の改善と今後の課題を整理している。 

関係者のモチベ

ーション・イン

センティブ・メ

リット 

【香川大学による地域インターンインターンの目的】 

香川大学では、低年次で地域に出向き、地域づくりの現場・しごとを

理解し、地域課題解決への参画を通じて、①社会貢献、②課題探求・解

決力の修得、③能動的学修を目指している。 

画像 

 

商品試作の様子 

出典 ・道の駅「ふれあいパークみの」公式 

https://www.park-mino.info/  

・株式会社サクセス HP 

https://kk-success.co.jp/business/solution.php  

・国土交通省 四国地方整備局 

https://www.skr.mlit.go.jp/road/rstation/pdf/university/kagawa

_univ_mino.pdf  

https://www.park-mino.info/
https://kk-success.co.jp/business/solution.php
https://www.skr.mlit.go.jp/road/rstation/pdf/university/kagawa_univ_mino.pdf
https://www.skr.mlit.go.jp/road/rstation/pdf/university/kagawa_univ_mino.pdf
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iv） 道の駅「公方の郷なかがわ」 

 

表 道の駅「公方の郷なかがわ」の概要 

所在地 徳島県阿南市那賀川町工地 803 

 

出典：四国地区ポータルサイト 

供用開始日 平成 12 年 

運営者 不明 

事業手法 不明 

企画名 就労体験型実習 

大学名 岡山理科大学 

概要 【期間】 

平成 28 年 8月 26日（金）～9月 9日（金） 

【内容】 

・「公方の郷なかがわ」ならではのイベントの企画 

・県南の観光資源を調査し観光プログラムを企画 

・ホームページなどの作成、情報発信 

・物産館のレイアウトの検討、商品のポップ広告等の製作 

■取り組み内容：アイデア・企画の提案 

・漁獲高日本一位の鱧の販売 

・「風」を売りにした PR 

・すだち酒の販売 

・休憩スペースの整備 など 

関係者のモチベ

ーション・イン

センティブ・メ

リット 

＜就労体験型のメリット＞ 

【道の駅のメリット】 

・若者の視点を活かした地域づくり、若者の元気による実行力のある

企画の実施 

・HP作成や SNS等の若者の ITスキル、情報ネットワークを活用した情

報発信 

【大学のメリット】 

・地域の資源が集中し、地方が直面する課題が明確である「道の駅」を

フィールドとして、机上では得ることが難しい学習が可能 

・地域の活性化の現場における将来の人材育成 
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画像 

 

出典 ・道の駅 四国地区ポータルサイト 

https://www.sk-michinoeki.jp/michinoeki/325 

・阿南市 HP 

https://www.city.anan.tokushima.jp/shisei/docs/2010101900206/ 

・道の駅「公方の郷なかがわ」インターンシップ結果概要 

https://www.skr.mlit.go.jp/road/rstation/pdf/university/h28_ok

ayama_science_nakagawa.pdf 

・平成 28年度「道の駅」と大学の連携・交流に関する取り組みのご紹 

 介 

https://www.michi-no-eki.jp/pdf/cii3tj9rxb42.pdf  

 

 

  

https://www.sk-michinoeki.jp/michinoeki/325
https://www.city.anan.tokushima.jp/shisei/docs/2010101900206/
https://www.skr.mlit.go.jp/road/rstation/pdf/university/h28_okayama_science_nakagawa.pdf
https://www.skr.mlit.go.jp/road/rstation/pdf/university/h28_okayama_science_nakagawa.pdf
https://www.michi-no-eki.jp/pdf/cii3tj9rxb42.pdf
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（２）  小さな拠点の事例整理 

本業務の参考となる先進的な小さな拠点として、以下の 2つの観点で事例を整理した。以

下の事例を参考に、事業スキームの検討を行うこととする。 

また、小さな拠点税制の概要についても整理した。 

 

表 道の駅の類似事例一覧 

整理の観点  対象の道の駅 

①道の駅を活用した事例 i） 道の駅「瀬替えの郷せんだ」 

ⅱ） 道の駅「くんま水車の里」 

ⅲ） 道の駅「奥永源寺渓流の里」 

②小さな拠点税制を活用した

事例 

i） 道の駅「南信州とよおかマルシェ」 
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① 道の駅を活用した事例 
i） 道の駅「瀬替えの郷せんだ」 

 

表 道の駅「瀬替えの郷せんだ」 

所在地 新潟県十日町市中仙田甲 826  

 

 

 

出典：にいがた観光ナビ 

供用開始日 平成 13 年 

運営者 株式会社あいポート仙田 

事業手法 指定管理 

取り組み内容 【仙田体験交流館の運営】 

〇仙田地区の農業と農村の活性化を目的に建設された新しい農村・元

気な農村づくりの拠点施設（農村景観や生活文化等を活用した交流・

集会等の場）を、H24から株式会社あいポート仙田が、指定管理業務

を受託して運営している。 

【店舗兼直売所「あいマート」の運営】 

〇施設内で、住民の買い物支援と観光客への商品販売として店舗兼農

産物直売所を運営している。 

・住民向け：日用品、米や野菜、果物などの食料品 

・観光客向け：そば、ご当地菓子、民芸品、特産品等 

【お食事処「ながせ」の運営】 

○地区の女性たちが、うどんや定食を中心に食事を提供し、地区住民等

の交流の場ともなっている。 

【農業支援・高齢者支援事業の運営】 

○営農継続支援として、「担い手」を確保し農作業を支援している。 

○豪雪地帯での高齢者の日常生活の厳しさをやわらげる事業を展開し

ている。 

・冬季の雪下ろし支援 

・高齢者通所事業(NPO法人との共同事業) 

運営体制 
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時系列 ＜H21: 地区住民による話し合いの開始＞ 

・営農継続と地区の存続に強い危機感を持った住民同士で話し合いを

開始。 

＜H22：株式会社あいポート仙田の設立＞ 

・地区の営農継続を支援する目的で、発起人 6 名と耕作継続が困難だ

った高齢農家 9名で設立。 

・農業生産法人の認可を受け、農家が営農を続けるのに必要な事業を

展開。 

＜H22〜高齢者の生活支援の展開＞ 

・豪雪地帯における高齢社の日常生活支援に関する事業を展開。 

＜H24：道の駅で住民向けの商品を販売開始＞ 

・道の駅「瀬替えの郷せんだ」について、H24に株式会社あいポート仙

田が十日町市から指定管理業務を受託。 

・道の駅の運営を契機に、買物不便地区の解消に向けて、自主的に直売

所で地域住民向けに日用品と食料品の販売を開始。 

出典 ・「小さな拠点」づくり事例集 

https://www.chisou.go.jp/sousei/about/chiisanakyoten/chiisanak

yoten_jirei_process.pdf  

・道の駅「瀬替えの郷 ぜんだ」 

https://www.hrr.mlit.go.jp/road/miti_eki/documents/juten_eki_s

enda.pdf 

・にいがた観光ナビ 

https://niigata-kankou.or.jp/spot/7018  

 

  

https://www.chisou.go.jp/sousei/about/chiisanakyoten/chiisanakyoten_jirei_process.pdf
https://www.chisou.go.jp/sousei/about/chiisanakyoten/chiisanakyoten_jirei_process.pdf
https://www.hrr.mlit.go.jp/road/miti_eki/documents/juten_eki_senda.pdf
https://www.hrr.mlit.go.jp/road/miti_eki/documents/juten_eki_senda.pdf
https://niigata-kankou.or.jp/spot/7018
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ii） 道の駅「くんま水車の里」 

 

表 道の駅「くんま水車の里」 

所在地 静岡県浜松市天竜区熊 1976-1 

 
出典：国土交通省  

     中部地方整備局 

供用開始日 平成 7年 

運営者 NPO法人夢未来くんま 

事業手法 不明 

取り組み内容 【水車部：道の駅「くんま水車の里」の運営】 

○NPO法人夢未来くんまが、農産物の加工施設・体験工房（水車の里）、

食事処（かあさんの店）、物産館（ぶらっと）からなる道の駅「くん

ま水車の里」を運営している。 

○道の駅周辺には、郵便局、小学校などが集積しており、地区の拠点を

形成している。 

 

【いきがい部：教育・交流活動の実施】 

○地域住民や都市住民との交流を図るまちづくり交流事業を展開して

いる。 

・毎年 6月にホタル月間を開催している。 

（熊青年クラブ・P熊人(青年クラブ OB組織)が世話役） 

・毎年 2月に「大『寒』謝祭」を開催している。 

（1,000 人以上が来場） 等 

 

【しあわせ部：地域福祉事業の実施】 

○高齢者の暮らしに寄り添う活動を展開している。 

・独居高齢者への給食サービス(H12～) 

・生きがいサロン「どっこいしょ」(H12～) 等 

 

【ふるさと部：環境保全活動の実施】 

○地域の自然環境を保全し活用する活動を展開している。 

・子どもを対象とした体験型環境学習を「大栗安の棚田」や「水車の

里」などで開催している。 

・森林コーディネーター育成講座の開催等 
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運営体制 

 

時系列 ＜S61～: 熊地区活性化推進協議会の設立＞ 

・地区の将来に対する危機感を共有し、全戸に加入を呼びかけて設立。 

・県職員や市職員も話し合いに参加している。 

・ふるさと活性化事業として、農産物の加工販売施設の建設を決定。 

＜S63: 農産物加工施設と食事処の整備・運営＞ 

・地区の女性らでグループをつくり、財産区の資金や補助金により整

備している。 

○農産物加工施設「水車の里」 

・地元農産物の加工・体験施設。 

○食事処 

「かあさんの店」 

・地区内の女性が中心となり、そばなどの料理を地域住民や観光客に

提供している。 

＜H12: NPO法人の設立＞ 

・地域一体となって継続してまちづくりに取り組むため、熊地区活性

化推進協議会、水車の里、かあさんの店の経営を統合し、NPO法人化。 

・全住民が関われるよう、NPO法人の年会費を 100円に設定している。 

(住民の約 74%が会員) 

＜H13～: 地域住民と都市住民のための事業の拡大展開＞ 

・地域住民の利便性を高めるとともに、都市住民のニーズに対応した

サービスを提供するため、施設の建設・改修を行いつつ事業を拡大し

ている。 

○物産館「ぶらっと」の運営(H13～) 

○森林コーディネーター育成講座(H18～) 

○お試し移住事業(H23～) 

○「かあさんの店」の改修(H26) 等 

出典 ・「小さな拠点」づくり事例集 

https://www.chisou.go.jp/sousei/about/chiisanakyoten/chiisanak

yoten_jirei_process.pdf  

・国土交通省 中部地方整備局 

https://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/shizuoka/shizuoka02.html  

https://www.chisou.go.jp/sousei/about/chiisanakyoten/chiisanakyoten_jirei_process.pdf
https://www.chisou.go.jp/sousei/about/chiisanakyoten/chiisanakyoten_jirei_process.pdf
https://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/shizuoka/shizuoka02.html
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iii） 道の駅「奥永源寺渓流の⾥」 

 

表 道の駅「奥永源寺渓流の里」 

所在地 滋賀県東近江市蓼畑町 510番地 

 

出典：国土交通省 近畿道の駅 

供用開始日 平成 27 年 10月 10日 

運営者 奥永源寺渓流の里運営協議会 

事業手法 不明 

取り組み内容 【道の駅機能の提供】 

○「奥永源寺渓流の里運営協議会」が、道の駅の直売所(売店)、情報・

展示コーナー、トイレを管理している。 

・直売所(売店)： 

地域の特産品である政所茶、永源寺こんにゃく、湖魚などの加工品、

米、野菜、工芸品等のほか、住民向けの日用品や食料品も販売してい

る。 

・情報・展示コーナー: 

「鈴鹿 10座」の登山情報の提供や地域の木工品を展示。渓流魚を紹

介する「森の小さな水族館」を開設している。 

○食事処と麺処は地域内の飲食事業者が運営している。 

・永源寺ダムカレー、岩魚天丼、うどんなどを提供している。 

 

【行政・生活支援サービス機能の提供】 

○「道の駅」は廃校舎を改修した「鈴鹿の里コミュニティセンター」の

一角にあり、センターでは、東近江市が各種行政・生活支援サービス

機能を提供している。 

・東近江市役所永源寺支所政所出張所 

・東近江市永源寺東部出張診療所 

・市民サロン 

・防災用臨時へリポート 等 
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運営体制 

 

時系列 ＜H19: 「鈴鹿の里コミュニティセンター」の設置・運営＞ 

・H19に市役所出張所が、廃校となった中学校に移転し、下記の施設も

併せて整備。 

○市役所出張所：証明書等の発行 

○市民サロン：各種講座教室の開催 

○出張診療所：医師が定期的に出張診療 

○調理室・デイサービス：誘致した民間デイサービス事業所が運営 

 

＜H27: 道の駅｢奥永源寺渓流の里｣の開業＞ 

・H27に「奥永源寺渓流の里運営協議会」を設立し、道の駅の開業に向

けて、東近江市や JA、商工会の協力を得て検討を繰り返し準備。 

・コミュニティセンターに直売所などの道の駅機能を付加した地域振

興拠点として開業。 

・地域の防災拠点として、避難所、非常用電源、臨時ヘリポートの機能

も有する。 

 

＜H28～: さらなる施設・機能の整備＞ 

・開業１周年を機に、鈴鹿山脈を展望できるデッキ施設を建設。 

出典 ・「小さな拠点」づくり事例集 

https://www.chisou.go.jp/sousei/about/chiisanakyoten/chiisanak

yoten_jirei_process.pdf  

・国土交通省 HP 近畿 道の駅 

https://www.kkr.mlit.go.jp/road/michi_no_eki/contents/shiga/ok

ueigenji.html 

 

  

https://www.chisou.go.jp/sousei/about/chiisanakyoten/chiisanakyoten_jirei_process.pdf
https://www.chisou.go.jp/sousei/about/chiisanakyoten/chiisanakyoten_jirei_process.pdf
https://www.kkr.mlit.go.jp/road/michi_no_eki/contents/shiga/okueigenji.html
https://www.kkr.mlit.go.jp/road/michi_no_eki/contents/shiga/okueigenji.html
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② 小さな拠点税制を活用した事例 
 

表 小さな拠点税制の概要 

制度の概要 ・中山間地域等において、地域の雇用の確保や生活サービスの提供を行う小
さな拠点の形成に資する事業を行う株式会社に対して、個人が出資（新規
発行株式を払込みにより取得）した際に、出資額に応じて、所得税の優遇
措置（寄付金控除の適用）が受けられる制度である。 

地方公共団体（市町村又は都道府県）と株式会社、地域が手を取り合うこ
とにより、小さな拠点づくりに向けて資金を集めやすくすることが目的で
ある。 

地方公共団体が株式会社の実施する事業を記載した地域再生計画を作成
し、国の認定を受けることで、制度を活用することが可能になる。 

対象地域 中山間地域等の集落生活圏（都市計画法の市街化区域・用途地域以外であ
って、農振農用地を含むエリア） 

対象事業 ①雇用を創出する事業、②生活サービスを提供する事業 

地方公共 

団体の役割 

【地方公共団体による実施が必要な事項】 
➊地域再生計画を作成し、内閣府への申請（内閣総理大臣の認定） 
➋株式会社の要件が合致するかどうかの確認 
❸個人が出資（株式を払込みにより取得）したことの確認 

手続きと 

フロー 

1.地域再生 
計画の作 
成 

①地方公共団体が小さな拠点形成事業を記載した地域再生計
画を作成し、内閣府に申請 

②地域再生計画を内閣総理大臣が認定 

2.事前確認 
の申請 

③②の認定を受けた地方公共団体に対し、株式会社が事前確認
を申請 

④その地方公共団体が、株式会社の要件を確認（事前確認書の
交付） 

3.株式の払 
込みの確 
認申請 

⑤株式会社と個人の出資者が株式投資契約を締結 
⑥株式会社（設立予定の会社も含む）に個人が出資（株式の発
行） 

⑦②の認定を受けた地方公共団体に対し、株式会社が確認申請 
⑧その地方公共団体が、会社の要件及び株式の払込みを確認
（確認書の交付） 

⑨確認を受けた株式会社は、出資した個人に⑧の確認書を交付 

4.確定申告 ⑩出資した個人は、⑨で交付された確認書等を添付して確定申
告 

5.事業実施 ⑪株式会社は、集めた出資を基に小さな拠点形成事業を実施 

【制度のイメージ図】 
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表 小さな拠点税制の認定計画一覧 

地方公共団体名 認定日 地域再生計画 

長野県豊丘村 平成 29 年 2月 24日 道の駅を核とした小さな拠点整備計画 

北海道沼田町 平成 29 年 6月 27日 沼田町農村型コンパクトエコタウン構想 

福岡県朝倉市 平成 30 年 8月 31日 小京都秋月の「あきづき市場」を核とした小

さな拠点形成プロジェクト 

長野県売木村 平成 31 年 3月 29日 道の駅の小さな拠点魅力化事業 

山口県長門市 令和 2年 3月 31日 俵山地域経営会社を核とした小さな拠点形

成プロジェクト 

埼玉県小鹿野町 令和 3年 3月 30日 地域商社「株式会社おがの」を核とした小さ

な拠点整備事業 
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i） 道の駅「南信州とよおかマルシェ」 

 

表 道の駅「南信州とよおかマルシェ」 

所在地 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲 12410 番地 

 
出典：南信州豊丘村 HP 

供用開始日 平成 30 年 4月 27日（金） 

運営者 株式会社豊かな丘 

事業手法 指定管理 

取り組み内容 【道の駅「南信州とよおかマルシェ」の運営】 

○約 200 人の住民が中心となって設立した株式会社豊かな丘が、豊丘

村から指定管理業務を受託して、道の駅「南信州とよおかマルシェ｣

の一部を運営している。 

・村で収穫した野菜や果物等の農産物の直売所の運営 

・パンやアイスクリームの製造販売・カフェの運営 

・地元食材を活用した料理等の提供（農家レストラン） 

○この他、道の駅には、村が管理するテナントとして以下の施設が出店

している。 

・地元スーパー（村内から移転） 

・クリーニング取次店・喫茶店 

【各種生活サービス機能の集積】 

○豊丘村のコミュニティバスや地元スーパーによる送迎バス等の停留

所があり交通結節点となっている。 

○役場、保育園、介護施設等が近接し、周囲に生活サービス機能が集積

している。 

運営体制 

 

時系列 ＜H24～: 村役場と住民等による議論・検討＞ 

・H24に村長をリーダーとし、村内の各種団体代表と住民有志によるプ

ロジェクトチームを結成。 
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・H27に「村の駅とよおか(仮称)開設準備委員会」を設置して詳細を検

討。 

＜H29: 株式会社豊かな丘の設立＞ 

・開設準備委員会の一部メンバー10名と村が出資者となり、資本金 300

万円で「株式会社豊かな丘」を設立。 

・地域住民の出資を促すため、豊丘村が地域再生計画を策定し、小さな

拠点の形成に資する事業を行う株式会社に対する投資促進税制を活

用して増資（出資希望者の中から村民・個人優先で 205 人に割当、

600万円の増資）。 

＜H30: 道の駅「南信州とよおかマルシェ」の開業＞ 

・株式会社豊かな丘が道の駅の運営を開始。 

・住民のみならず村外からの利用者も多く、オープンから 1 年で来場

者が 100 万人を超え、交流人口が増加。 

・農産物等の出荷生産者の登録数は 300名を超える。 

資本金の状況 表 ㈱豊かな丘の資本金の状況 

単位：千円（人・社） 

 甲種 

議決権有り 

乙種 

議決権無し 

合計 

豊岡村 8,000 (1) 2,500 - 10,500 (1) 

発起人 500 (10) - - 500 (10) 

住民 - - 16,090 (247) 16,090 (247) 

企業 - - - (13) 3,600 (13) 

合計 8,500 (11) 22,190 (260) 30,690 (271) 

●設立：H29年 12月 3,000千円 

●増資①：H30年 3月 5,990千円 

（うち住民 203人、資本金 4,490＋準備金 4,490） 

●増資②：H30年 8月 21,700千円 

（うち住民 44人、資本金 7,110） 

●合計：30,690 千円（うち住民 247人、資本金 16,090） 

※赤字：小さな拠点税制活用（全国初） 

出典 ・「小さな拠点」づくり事例集 

https://www.chisou.go.jp/sousei/about/chiisanakyoten/chiisanak

yoten_jirei_process.pdf  

・道の駅南信州とよおかマルシェ - 地方創生 

https://www.chisou.go.jp/sousei/about/chiisanakyoten/forum/pdf

/r04-01-14_forum_shiryou2.pdf  

・南信州豊丘村 HP 

https://www.vill.nagano-

toyooka.lg.jp/16toyooka/01sontyoumessage/2018-0418-1502-

26.html 

 

  

https://www.chisou.go.jp/sousei/about/chiisanakyoten/chiisanakyoten_jirei_process.pdf
https://www.chisou.go.jp/sousei/about/chiisanakyoten/chiisanakyoten_jirei_process.pdf
https://www.chisou.go.jp/sousei/about/chiisanakyoten/forum/pdf/r04-01-14_forum_shiryou2.pdf
https://www.chisou.go.jp/sousei/about/chiisanakyoten/forum/pdf/r04-01-14_forum_shiryou2.pdf
https://www.vill.nagano-toyooka.lg.jp/16toyooka/01sontyoumessage/2018-0418-1502-26.html
https://www.vill.nagano-toyooka.lg.jp/16toyooka/01sontyoumessage/2018-0418-1502-26.html
https://www.vill.nagano-toyooka.lg.jp/16toyooka/01sontyoumessage/2018-0418-1502-26.html
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（３） 道路法を活用した事例整理 

自由度の高い管理運営手法の参考として、道の駅の道路区域で活用の可能性が考えられ

る歩行者利便増進道路（ほこみち）制度の概要と、事例を整理した。また、道路協力団体制

度の概要と事例を整理した。 

 

① 歩行者利便増進道路（ほこみち）制度の概要 
歩行者利便増進道路制度は、道路上に「賑わいを目的とした空間」を設けるものであり、

バリアフリー基準（道路移動等円滑化基準）を参考に、歩行者の利便増進を図る施設と利便

増進を図る空間に必要な幅員の考え方について策定している。 
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歩行者利便増進道路のうち、歩行者利便増進施設等の適切かつ計画的な設置を誘導するた

めの区域として、利便増進誘導区域を指定した場合、当該区域内において、無余地性の基準

にとらわれず歩行者の利便増進のために必要な機能を配置することができる（占用特例制

度）。また、公募により占用者を選定することが好ましい歩行者利便増進施設等については、

長期間（最長 20 年間）にわたり、占用を認めることができる（公募占用制度）。 
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i） 兵庫県神戸市 市道若菜神戸駅線（サンキタ通り） 

 

表 兵庫県神戸市 サンキタ通り 

路線名 指導道若菜神戸駅線  

 

 

 

 

出典：道路行政セミナー 

道路管理者 神戸市 

指定日 令和 4年 2月 10 日 

歩行空間 2.0m以上 

車線数 1 

歩道の有効幅員 4.0m～4.5m 

利便増進施設 食事施設、看板 

占用料 90%減額 

横断図 

 

取組状況 ・食事スペースとしてテラス席を設置している。 

・歩道と車道の境界をフラットにしてゆったりと歩きやすい空間を整

備している。 

占用団体 まちづくり協議会 

位置図 
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出典 ・ほこみちのとりくみ（国土交通省 道路局） 

https://www.mlit.go.jp/road/hokomichi/pdf/jirei_230915.pdf  

・神戸市における歩行者利便増進道路「ほこみち」を中心に広がる道路

空間の利活用（道路行政セミナー 2022.11） 

https://www.hido.or.jp/wp-

content/uploads/2022/11/2211hokomichi_kobe_city.pdf  

 

 

 

  

https://www.mlit.go.jp/road/hokomichi/pdf/jirei_230915.pdf
https://www.hido.or.jp/wp-content/uploads/2022/11/2211hokomichi_kobe_city.pdf
https://www.hido.or.jp/wp-content/uploads/2022/11/2211hokomichi_kobe_city.pdf
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ii） 兵庫県姫路市 市道幹第 1号線（大手前通り） 

 

表 兵庫県姫路市 大手前通り 

路線名 市道幹第 1号線 

 

出典：ほこみちのとりくみ 

（国土交通省 道路局） 

道路管理者 姫路市 

指定日 令和 3年 2月 12 日 

歩行空間 5.5m以上 

車線数 4 

歩道の有効幅員 8.5～14.0m 

利便増進施設 食事施設、イベントスペース 

占用料 90%減額 

横断図 

 

取組状況 ・食事施設としてテーブル・椅子を設置している。 

・今後イベント等でも利便増進誘導区域内を活用予定である。 

・食事施設を出した店舗では、売上効果・集客効果があった。 

占用団体 大手前通り街づくり協議会 

位置図 
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出典 ・ほこみちのとりくみ（国土交通省 道路局） 

https://www.mlit.go.jp/road/hokomichi/pdf/jirei_230915.pdf 

・姫路市における歩行者利便増進道路（ほこみち）制度の活用（姫路市

HP） 

https://www.city.himeji.lg.jp/shisei/0000024431.html 

 

 

 

  

https://www.mlit.go.jp/road/hokomichi/pdf/jirei_230915.pdf
https://www.city.himeji.lg.jp/shisei/0000024431.html
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iii） 大阪府大阪市 国道 25号（御堂筋） 

 

表 大阪府大阪市  御堂筋 

路線名 国道 25 号 

 
出典：ほこみちのとりくみ 

（国土交通省 道路局） 

道路管理者 大阪市 

指定日 令和 3年 2月 12 日 

歩行空間 4.0m以上 

車線数 4 

歩道の有効幅員 11.8m 

占用物件 広告塔、看板、ベンチ、標識、食事施設 

占用料 無償（道路協力団体が占用主体のため） 

横断図 

 

取組状況 ・R3.2 御堂筋を歩行者利便増進道路に指定 

・R3.7 利便増進誘導区域を指定（難波三丁目地先） 

・R4.4 利便増進誘導区域を指定（大阪市中央区北浜 3 交差点から今橋

3交差点） 

道路協力団体 ・一般社団法人御堂筋まちづくりネットワーク：御堂筋（淀屋橋交差点

から博労町 3交差点間） 

・NPO 法人御堂筋・長堀 21 世紀の会：御堂筋（博労町 3 交差点から御

堂筋周防町交差点間） 

・ミナミ御堂筋の会：御堂筋（御堂筋周防町交差点から難波西口交差点

間） 
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位置図 

 

出典 ・ほこみちのとりくみ（国土交通省 道路局） 

https://www.mlit.go.jp/road/hokomichi/pdf/jirei_220906.pdf 

・御堂筋における道路協力団体を指定しました（大阪市 HP） 

https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000514338.html 

 

 

  

https://www.mlit.go.jp/road/hokomichi/pdf/jirei_220906.pdf
https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000514338.html
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② 道路協力団体制度の概要 
道路協力団体は、道路管理者と連携して業務を行う団体として法律上位置づけられた団

体であり、道路における身近な課題の解決や道路利用者のニーズへのきめ細やかな対応な

どの業務に自発的に取り組む民間団体等を支援することで、その取組を促進し、地域の実情

に応じた道路管理の充実を図ろうとするものである。 

道路協力団体に指定されると、活動のために必要な道路占用等がより柔軟に行えるよう

になるため、オープンカフェや物販施設等の占用を通じた道路における収益活動が行いや

すくなり、道路協力団体は、活動から得られた収益を用いて、道路清掃・植栽等の活動をさ

らに充実させることができる。 

道路協力団体になるためには、道路管理者への申請が必要であり、申請団体は道路協力団

体指定準則に則った団体である必要がある。 

 

表 道路協力団体として活動するメリット 

項目 詳細 

収益活動・手続きの簡素化

による活動の充実 

道路上で飲食・物販の収益を得る活動を行うことができるよ

うになる。また、活動の際に必要な手続きがスムーズになる

ため収益活動の幅が広がり、得られた収益の活用によって更

なる活動の充実が期待できる。 

認知度・社会的信用度の向

上による継続的な活動 

法律で位置づけられた道路協力団体になることで、認知度や

社会的信用度の向上につながる。住民・自治体からの理解を

得られやすくなり、団体の活動継続が期待できる。 

全国の活動団体との連携

による活動の活性化・発展 

全国の道路協力団体との意見交換や情報収集等の連携を図

ることができ、活動の活性化や発展が期待できる。 
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i） 長野県上田市 上田道と川の駅おとぎの里 

 

表 長野県上田市 上田道と川の駅おとぎの里 

住所、事務所の 

所在地 

長野県上田市小泉 275-2 

法人等の名称 上田道と川の駅 おとぎの里 

概要 上田道と川の駅 おとぎの里は平成 23年に設置され、6部会で構成さ

れ、地域住民が主体となって地域の課題を、地域資源を生かしたビジネ

スで解決し、コミュニティーを再生させ、地域に利益を還元する事を目

的として活動している。 

指定期間 令和 2年 3月 5日～令和 7年 3月 4日 

（初回指定：平成 28年 12月 27日） 

指定区間 ・国道 18 号 90.850～91.465kp,91.800～92.150kp（長野県上田市下之

条～上田市小泉）、国道 18 号 92.720～94.060kp（上田市小泉～坂城

町大字南条） 

・延長：約 2.3km 

 

活動内容 1号業務：清掃、除草、植栽及び管理 

2号業務：オープンカフェ、自動販売機設置 

3号業務：防犯カメラ設置及び管理 

5号業務：マナー向上啓発活動、活動内容の紹介及び道路情報の提供 

出典 ・道路協力団体（国土交通省 HP） 

https://www.mlit.go.jp/road/kyoryokudantai/  

・道路協力団体指定の状況（関東地方整備局管内） 

https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000662823.pdf  

  

https://www.mlit.go.jp/road/kyoryokudantai/
https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000662823.pdf
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ii） 香川県高松市 牟礼香川グリーンクラブ 

 

表 香川県高松市 牟礼香川グリーンクラブ 

住所、事務所の 

所在地 

香川県高松市牟礼町大町 1252 

法人等の名称 牟礼香川グリーンクラブ 

概要 牟礼香川グリーンクラブは、平成 13 年から国道 11 号において、道

路清掃活動、花植え活動等を実施（構成人員は約 50 名）。その業績が

認められ、平成 19年度「国土交通省行政関係功労者表彰」四国地方整

備局長賞、平成 22年度「道路功労者表彰（日本道路協会）」、平成 26年

度「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰、平成 27年度「四国ふれ

あい協議会長表彰」を受賞している。 

指定期間 令和元年 12 月 26日～令和 6年 12月 25日 

（初回指定：平成 28年 12月 26日指定） 

指定区間 ・国道 11号 69k780～69k883（香川県高松市牟礼町） 

・延長：約 0.1km 

 

活動内容 1号業務：歩道等の除草・清掃活動、花植え活動 

2号業務：物販施設の設置 

出典 ・道路協力団体（国土交通省 HP） 

https://www.mlit.go.jp/road/kyoryokudantai/  

・道路協力団体指定の状況（四国地方整備局管内） 

https://www.skr.mlit.go.jp/road/kyoryokudantai/parts/shiteizyo

kyo.pdf 

 

  

https://www.mlit.go.jp/road/kyoryokudantai/
https://www.skr.mlit.go.jp/road/kyoryokudantai/parts/shiteizyokyo.pdf
https://www.skr.mlit.go.jp/road/kyoryokudantai/parts/shiteizyokyo.pdf
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iii） 香川県高松市 屋島をよくする会 

 

表 香川県高松市 屋島をよくする会 

住所、事務所の 

所在地 

香川県高松市屋島西町 2501-14 

法人等の名称 屋島をよくする会 

概要 屋島をよくする会は、平成 13 年から国道 11 号において、歩道等の

除草・清掃活動、草花植え等を実施（当時の構成人数は約 70名）。その

業績が認められ、平成 18年度「国土交通省行政関係功労者表彰」四国

地方整備局長賞、平成 22年度「道路功労者表彰（日本道路協会）」、平

成 26年度「四国ふれあい協議会長表彰」、平成 28年度「道路ふれあい

月間」国土交通大臣表彰を受賞している。現在は約 70名が除草・清掃

活動を行っている。 

指定期間 令和元年 12 月 26日～令和 6年 12月 25日 

（初回指定：平成 28年 12月 26日） 

指定区間 ・国道 11号 74k117～74k321(香川県高松市高松町) 

・延長：約 0.2km 

 

活動内容 1号業務：歩道等の除草・清掃活動 

2号業務：物販施設の設置 

出典 ・道路協力団体（国土交通省 HP） 

https://www.mlit.go.jp/road/kyoryokudantai/  

・道路協力団体指定の状況（四国地方整備局管内） 

https://www.skr.mlit.go.jp/road/kyoryokudantai/parts/shiteizyo

kyo.pdf 

  

https://www.mlit.go.jp/road/kyoryokudantai/
https://www.skr.mlit.go.jp/road/kyoryokudantai/parts/shiteizyokyo.pdf
https://www.skr.mlit.go.jp/road/kyoryokudantai/parts/shiteizyokyo.pdf
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iv） 香川県高松市 特定非営利活動法人 四国の道路サポータクラブ 

 

表 香川県高松市 四国の道路サポータクラブ 

住所、事務所の 

所在地 

香川県高松市錦町 1-18-3 2A 

法人等の名称 NPO法人四国の道路サポータクラブ 

概要 四国の道路サポータクラブは平成 17 年から国道 30 号における歩道

等の清掃活動、花植え活動のほか、四国のみち啓発に関するイベント等

を実施（構成人数は約 40名）。その業績が認められ、平成 17年度「国

土交通省行政関係功労者表彰」四国地方整備局長賞、平成 26年度「道

路功労者表彰（日本道路協会）」を受賞している。 

指定期間 令和元年 12 月 26日～令和 6年 12月 25日 

（初回指定：平成 28年 12月 26日） 

指定区間 ・国道 30号 24k741～25k000（香川県高松市玉藻町～寿町） 

・延長：合計約 0.25km 

 

活動内容 1号業務：歩道等の清掃活動、花植え活動 

2号業務：物販施設の設置 

5号業務：道路管理に関する知識の普及・啓発 

出典 ・道路協力団体（国土交通省 HP） 

https://www.mlit.go.jp/road/kyoryokudantai/  

・道路協力団体指定の状況（四国地方整備局管内） 

https://www.skr.mlit.go.jp/road/kyoryokudantai/parts/shiteizyo

kyo.pdf 

 

  

https://www.mlit.go.jp/road/kyoryokudantai/
https://www.skr.mlit.go.jp/road/kyoryokudantai/parts/shiteizyokyo.pdf
https://www.skr.mlit.go.jp/road/kyoryokudantai/parts/shiteizyokyo.pdf
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（４） 行為許可の付与等の柔軟な管理運営方式を採用している事例 

柔軟な管理運営方式を採用している事例を以下に整理した。 

 

i） 神奈川県横浜市：公募型行為許可 

横浜市では、公益性を確保することを条件に、公園で民間事業者等の方々が、自ら主催し、

そのアイデアを活用したイベント等を行うことができるようにする制度として、「公募型行

為許可制度」を設けている。 

 

（ア） 都心臨海部の公園での健康づくり 

 

表 神奈川県横浜市 公募型行為許可 

対象公園 山下公園、大通り公園  
 
 
 
 
 
図 山下公園での試行実施の様子 

実施内容 市民の健康づくりを目的としたヨガ 

実施期間 令和 2年度～令和 3年度：試行実施 

令和 4年度以降：本格実施（通年可能） 

実施時間 7:00～21:00（準備・撤収を含む） 

実施日数 1ヶ月に 2日まで（1日の中での開催回数の制限はなし） 

参加人数 １回当たり 20名程度（主催者側の人数は含まない） 

参加費の徴収 可能 

付与する許可 公園内行為許可（横浜市公園条例第 6条第 1項第 6号該当） 

徴収する公園使

用料 

1日につき 3,900 円（横浜市公園条例施行規則別表第 2） 

緩和した基準の

内容 

①行為許可申請者の要件緩和 

民間事業者等が単独で行為許可申請できることを可能としている。

これに伴い、従来は申請者の要件に求めている公益性を行為内容に

求めている。 

②行為回数の制限緩和 

行為許可範囲を公園の一部に限定しつつ、1か月に 2日までのイベン

ト等の開催を可能としている。 

出典 ・横浜市 HP 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-

kankyo/midori-koen/koen/renkei/kobogatakoui-honkaku.html  

・都市公園の柔軟な管理運営のあり方に関する検討会提言 参考資料

【事例編】 

https://www.mlit.go.jp/toshi/park/content/001519907.pdf  

  

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/midori-koen/koen/renkei/kobogatakoui-honkaku.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/midori-koen/koen/renkei/kobogatakoui-honkaku.html
https://www.mlit.go.jp/toshi/park/content/001519907.pdf
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（イ） 里山ガーデンでの飲食物販売 

 

表 神奈川県横浜市 公募型行為許可 

対象公園 横浜動物の森公園（里山ガーデン）  
 
 
 
 

 
図 横浜動物の森公園での試行実施

の様子 

実施内容 公園の魅力アップと地産地消の推進

を目的としたキッチンカーによる飲食

物（全部又は一部が横浜市内で生産され

た農畜産物を活用したもの）の販売 

実施期間 ・令和 3年度～令和 4年度：試行実施 

第 1期：令和 4年 7月 16日(土曜日)～9月 4日(日曜日)  

第 2期：令和 4年 11月 1日(火曜日)～11月 30日(水曜日)  

・令和 5年度以降：本格実施 

第 1期：令和 5年 7月 15日(土曜日)～9月 3日(日曜日) 

第 2期：令和 5年 11月 3日(金曜日・祝日)～12月 3日(日曜日) 

第 3期：令和 6年 1月 13日(土曜日)～2月 25日(日曜日) 

実施時間 9：30～16：30 

（準備・撤収を含み、販売時間は事業者の裁量だが、売り切れを除き

11：00～14：00 はコアタイムとして販売必須） 

実施日数 各事業者における実施日数は、各実施期間とも最大 30日 

1 日当たりの販

売事業者数 
5事業者（1事業者につき 1台）程度 

販売価格 事業者が定める通常の価格 

付与する許可 公園内行為許可（横浜市公園条例第 6条第 1項第 1号該当） 

徴収する公園使

用料 

1日につき 1,200 円 

緩和した基準の

内容 

①業として行う物品の販売行為の緩和 

民間事業者の方々が単独で飲食物を販売することについて、公益性

の確保を条件に許可の対象としている。 

②行為許可回数の緩和 

行為許可範囲を公園の一部に限定しつつ、民間事業者が定められた

期間内に複数回の飲食物販売を実施できることとしている。 

出典 ・横浜市 HP 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-

kankyo/midori-koen/koen/satoyama-foodtruck.html 

・公募型行為許可事業 募集要項 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-

kankyo/midori-koen/koen/satoyama-

foodtruck.files/0014_20230526.pdf 

  

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/midori-koen/koen/satoyama-foodtruck.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/midori-koen/koen/satoyama-foodtruck.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/midori-koen/koen/satoyama-foodtruck.files/0014_20230526.pdf
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/midori-koen/koen/satoyama-foodtruck.files/0014_20230526.pdf
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/midori-koen/koen/satoyama-foodtruck.files/0014_20230526.pdf
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ii） 山形県・新潟県：都市公園条例での行為許可の認定 

山形県と新潟県では、都市公園条例において、指定管理者が行う業務として行為の許可を

規定している。 

 

表 山形県・新潟県 都市公園条例 

条例名 記載 

山形県 

都市公園条例 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第 15条の 3指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1)都市公園の施設（法第 5 条第 1 項の規定による許可を受けた者が管

理する公園施設を除く。）の維持管理に関する業務 

(2)第 5条第 1項の規定による行為の許可に関する業務 

(3)第 6条第 1項の規定による有料公園施設の使用の許可に関する業務 

(4)第 7条の規定による利用の禁止又は制限に関する業務 

(5)第 13 条の規定による許可の取消し、効力の停止及び条件の変更に関

する業務 

(6)前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理に関し知事が必要と認め

る業務 

新潟県 

都市公園条例 

(指定管理者が行う業務) 

第 15条の 4指定管理者による管理の場合は、指定管理者は、次の表に掲

げる業務(法第 5 条第 1 項の規定により設置又は管理の許可を受けた公

園施設に係るものを除く。)を行うものとする。 

（新潟県立鳥屋野潟公園） 

(1)都市公園の運営に関する業務 

(2)第 2条に規定する行為の許可に関する業務 

(3)第 5条に規定する利用の禁止又は制限に関する業務 

(4)第 5条の 2に規定する有料公園施設の使用の許可に関する業務 

(5)第 8 条第 1 項に規定する許可の取消し、効力の停止又は条件の変更

に関する業務(第 2号及び第 4号に規定する許可に係るものに限る。) 

(6)都市公園の維持管理に関する業務 

(7)前各号に掲げるもののほか、指定管理者に行わせることが適当な業務

として知事が定める業務 

出典：官民連携による都市公園魅力向上ガイドライン（H26.4.1） 

https://www.mlit.go.jp/common/001136186.pdf 
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iii） 大阪府吹田市：指定管理者への行為許可権限の付与 

公園等の指定管理者に対し、行為の許可に関する権限を付与している。 

 

表 大阪府吹田市 行為公許可権限の付与 

対象施設 記載 

健都レール 

サイド公園 

吹田市立 

健都ライブ

ラリー 

「健都レールサイド公園及び吹田市立健都ライブラリー」指定管理者募集

要項／資料 2 特記仕様書集／イ 公園利用に関する業務仕様書 

3 制限行為の許可等に関する業務 

（3）制限行為の許可に関する業務 

指定管理者は、物品の販売等、公園における制限行為をしようとする者か

ら申請があった場合には、「（別紙 2）吹田市都市公園条例第 6 条（行為許

可）に係る運用基準」に基づき、許可することができるものとし、利用者か

らの相談対応や申請書受付、許可書交付等、関連する業務を実施すること。 

なお、許可を行う際には必要に応じて吹田市と協議すること。 

（4）制限行為の許可期間の設定に関する業務 

指定管理者は、制限行為の許可を行うにあたり、1年を超えない範囲で期

間を設定することができるものとする。なお、期間を設定する際には必要に

応じて吹田市と協議すること。 

桃山公園 桃山公園魅力向上事業公募設置等指針及び桃山公園指定管理者募集要項／

第 3章 指定管理者制度 

3 指定管理者が実施する業務 

（1）管理運営業務 

イ 運営管理に関する業務  

情報収集、情報提供、イベント、利用プログラム、バリアフリーの推進、

利用指導、利用調整、許可使用（行為の許可）に関する業務を行ってくださ

い。また、これらを行うため、パークセンター（ビジターセンター）の窓口

運営に関する業務（庶務的業務等を含む）を行ってください。 

なお、都市公園法第 5 条に基づく公園施設設置管理許可、同法第 6 条に

基づく占用許可に係る業務等については、市が実施することとします。 

(3)指定管理者に委任する行政処分上の権限 

イ 公園における制限行為の許可 

指定管理者は、吹田市都市公園条例第 6 条に基づき、公園における制限

行為の許可を行うものとします。 

また、同第 10条に基づき、許可の期間は 5年を超えない範囲で指定管理

者が定めることができるものとします。 

江坂公園 

吹田市立江

坂図書館 

江坂公園及び吹田市立江坂図書館魅力向上事業公募設置等指針、並びに江

坂公園及び吹田市立江坂図書館指定管理者募集要項／第 3 章 指定管理者

制度 

2 管理運営方針 

3 指定管理者が実施する業務 

（1）管理運営業務 

イ 運営管理に関する業務 

情報収集、情報提供、イベント、利用プログラム、バリアフリーの推進、

利用指導、利用調整、許可使用（行為の許可）に関する業務を行ってくださ

い。また、これらを行うため、パークセンター及び図書館の窓口運営に関す
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る業務（庶務的業務等を含む）を行ってください。 

なお、図書館における蔵書管理や資料選定、レファレンス業務、主催事

業、地域の読書活動、図書館運営に係る関係機関・ボランティア、学校との

連携、使用料の減額・免除等、地方自治法第 238 条の 4 第 7 項に基づく行

政財産目的外使用許可、また公園における都市公園法第 5 条に基づく公園

施設設置管理許可、同法第 6条に基づく占用許可に係る業務等については、

市が実施することとします。 

（3）指定管理者に委任する行政処分上の権限 

イ 公園における制限行為の許可 

指定管理者は、吹田市都市公園条例第 6 条に基づき、公園における制限

行為の許可を行うものとします。 

また、同第 10条に基づき、許可の期間は 5年を超えない範囲で指定管理

者が定めることができるものとします。 
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３－１ 各調査の位置付け 

 各調査では、地域関係者や本事業に関わる産官学の知見者等へのアンケート調査、ヒアリ

ング調査を実施し、地域の課題やニーズ、道の駅との関わり方、民間事業者に期待する事業

を把握することを目的に実施した。 

 各調査の主な概要は以下の通りである。アンケート調査と地元意見ヒアリングについて、

実施目的は同一であるが、web での回答可否や実施時期等を鑑みて、別日程にて実施した。 

 

表 調査概要 

 アンケート調査 深堀り調査 地元意見ヒアリング 

時期 
令和 5年 9月 27 日 
～令和 5年 10月 27日 

令和 6年 1月 18日 
～令和 6年 2月 9日 

令和 5年 12月 5日 

回答者数 計 30者 計 11者 計 20名 

目的 

・事業の周知 
・地域課題や地域ニー
ズの把握 

・道の駅と地域の関わ
り方の把握 

・民間事業者に期待す
る事業の把握 

・アンケート調査を踏
まえて具体的に確認
したい事項の深掘り 

・事業の周知 
・地域課題や地域ニー
ズの把握 

・道の駅と地域の関わ
り方の把握 

・民間事業者に期待す
る事業の把握 

手法 
webアンケート 
又は郵送アンケート 

ヒアリング（対面） 
又は郵送アンケート 

ヒアリング（対面） 
又は郵送アンケート 
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３－２ アンケート調査 

（１） 地元関係者等へのアンケート調査 

① 調査概要 
i） 調査方法 

 調査は、webアンケート形式により実施した。ただし、webでの回答が難しい事業者等に

ついては郵送形式による調査を実施した。 

 調査期間は、令和 5年 9月 27 日（水）～10月 27日（金）とした。 

 

ii） 調査項目 

 本調査における調査項目は以下の通りである。 

項目 番号 質問内容 

1.基本情報 Q1 所属・氏名 
 

2.塩江温泉
郷の現状 

Q2 塩江温泉郷の魅力 
 

Q3 塩江温泉郷の課題 

Q4 塩江温泉郷のターゲット 

3.塩江温泉
郷の将来性 

Q5 塩江温泉郷や道の駅しおのえの魅力や強み、活用アイデア 

Q6 塩江温泉郷や道の駅しおのえの解決すべき課題、解決アイデア 

Q7 塩江温泉郷や道の駅しおのえに望むことやもの、そのアイデア 

Q8 塩江温泉郷や道の駅しおのえで挑戦したいこと、できるとよいこと 

Q9 塩江温泉郷や道の駅しおのえの将来的な位置付け 

4.塩江温泉
郷の交通 

Q10 塩江温泉郷や道の駅しおのえへのアクセスの課題、解決アイデア 

Q11 路線バスやコミュニティバス等の望ましい走行ルートや時間帯 

5.塩江温泉
郷の温泉水
供給 

Q12 温泉水の供給事業に関する課題や解決のためのアイデア 

6.民間事業
者への期待・
要望 

Q13 民間事業者に期待すること、懸念事項 

Q14 道の駅しおのえへの指定管理者制度導入に関する要望 

7.塩江温泉
郷との連携 

Q15 道の駅しおのえと連携できること、塩江温泉郷に貢献できること 

8.高松空港
との連携 

Q16 高松空港との連携を考えた塩江温泉郷の活性化に関するアイデア 

9.インバウ
ンド効果 

Q17 インバウンドが塩江温泉郷に訪れることで得られる効果や懸念事
項 

Q18 インバウンドに訴求する塩江温泉郷らしい商品、サービスやアイ
デア 

10.塩江温泉
郷の活性化 

Q19 道の駅しおのえを活かした塩江温泉郷の活性化への関わり方、挑
戦してみたいこと 

11.自由回答 Q20 その他のご意見 
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iii） 調査対象者 

 アンケート調査の対象は、以下の通りである。 

 道の駅や観光関連団体など、地域関係者を中心に39社へ依頼し、30社から回答があった。 

分類 対象者 回答者 

協会・組合（塩江地区内） 4者 4者 

協会・組合（塩江地区外） 7者 6者 

医療福祉 4者 3者 

宿泊・温浴 7者 5者 

文化 2者 2者 

道の駅 8者 3者 

大学 3者 3者 

サイクルツーリズム 2者 2者 

行政 2者 2者 

合計 39者 30者 

 

iv） 調査資料 

 アンケート調査資料は以下の通りである。 

資料名 内容 

アンケート依頼文 － 

塩江道の駅エリア再整備計画の概要 ①塩江温泉郷の現状 
②道の駅を生かした塩江温泉郷の目指す姿 
③新しい道の駅の整備イメージ 
④スケジュール 

web 版アンケート調査票 前頁の調査項目の設問の通り 
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② 調査結果 
 設問ごとの主な意見は以下の通りである。 

No. 設問 回答例 

5 

塩江温泉郷
や道の駅し
おのえの魅
力や強み・活
かすための
アイデア 

・空き家を貸別荘として活用、お風呂は道の駅の温泉を利用（協会・
組合（塩江地区内）A） 

・オートキャンプ場を新たに整備（協会・組合（塩江地区内）B） 
・体験型観光として、ダムや森林浴を利用（協会・組合（塩江地区
内）C） 

・情報発信への注力（協会・組合（塩江地区内）D） 
・観光、体験、情報の集約（協会・組合（塩江地区外）A） 
・市内からのアクセスの充実（協会・組合（塩江地区外）A） 
・駐車場の増設（協会・組合（塩江地区外）A） 
・湯めぐり体験の実施（協会・組合（塩江地区外）B） 
・秘境的なイメージとしてブランディング（協会・組合（塩江地区
外）C） 

・空港との連携（協会・組合（塩江地区外）C） 
・温泉を前面に出す（協会・組合（塩江地区外）D） 
・川魚の料理、そばなど塩江でなくては味わえない食材を使った料
理を打ち出す（協会・組合（塩江地区外）D） 

・塩江温泉の歴史的測面の PR強化（協会・組合（塩江地区外）E） 
・日帰り入浴客向けの体験プログラムの開発（協会・組合（塩江地
区外）E） 

・アウトドア企業とのコラボ（協会・組合（塩江地区外）F） 
・ワーケーション（医療福祉 A） 
・琴電仏生山駅からの電車、ガソリンカーの復元（医療福祉 B） 
・市民病院分院リニューアルを生かした温泉水でのリハビリ（医療
福祉 B） 

・足湯（医療福祉 B） 
・西側の山を大きく開き、キャンプ場・アスレチック・公園（芝生）
に開放（医療福祉 C） 

・湯治場の建設・足浴・ドクターフィッシュ（医療福祉 C） 
・道の駅内では、地元の物産品を PRするとともに、B級グルメ販売
や地元の業者も入り、パン工房・ピザ焼き・チーズ作り・業者自
慢の食べ物販売等 1日道の駅で楽しめるようにする（医療福祉 C） 

・上西に上がる道からも陸続きに道の駅に繋がる進入路があればい
い（医療福祉 C） 

・内場公園の整備や内場側の整備・清掃を行い、蛍の生息地に。香
東川を整備してアメゴの釣り堀り、希望者は釣ったアメゴの塩焼
き（いずれも有料にて）（医療福祉 C） 

・トレッキングルートの開設（宿泊・温浴 A） 
・古民家をゲストハウスにリノベーション（宿泊・温浴 B） 
・平日の集客を考えると、定年退職された方をターゲットにすべき
（宿泊・温浴 C） 

・飲食店の充実（アルコールも含む）（宿泊・温浴 D） 
・道の駅塩江と各温泉施設とのアクセス手段（宿泊・温浴 E） 
・グランピング施設の整備（文化 A） 
・川遊びとデイキャンプ（文化 A） 
・温泉を活用し、リラックスや健康を求める観光客や通過客を呼び
込む（文化 B） 

・本格的キャンプ施設や手軽に誰もが楽しめるグランピング施設や
サウナ施設、スパや健康プログラムを組み合わせる（文化 B） 

・自然愛好家やアクティブを求める観光客にアピールする（文化 B） 
・温泉付きグランピング施設（道の駅 A） 
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No. 設問 回答例 
・湯治ができるようなサ－ビスや体制（道の駅 B） 
・サウナを完備（道の駅 B） 
・サイクリング自転車（Ｅ－ＢＩＫＥ）の貸し出し（道の駅 B） 
・スタンプラリーを実施し、施設利用無料などの豪華な特典を付け
る（道の駅 C） 

・周辺地域を含めた目的地の多様化（飲食や物販を含め）が必要（大
学 A） 

・自然保護活動を目的とした体験宿泊付きツアー（大学 B） 
・豊かな自然環境→エコツーリズムの実践、温泉→美容（美肌）に
特化したプログラムの実践（大学 C） 

・豊かな自然環境→サイクリングの実施、サイクリストの休憩所（サ
イクルツーリズム A） 

・温泉とキャンプ場、グランピング、サイクリスト、バイクツーリ
ングの日帰り温泉（サイクルツーリズム B） 

・宿泊施設と連携した泊付きのトレッキングツアーの実施、キャン
プ場等と連携したツアーの造成（行政 A） 

・キャンプ場等と連携した入浴サービス、道の駅しおのえとキャン
プ場を結ぶ交通網の整備（行政 A） 

・カブトムシ取りなどのアクティビティ体験ツアーの造成（行政 B） 

6 

塩江温泉郷
や道の駅し
おのえの課
題・解決する
ためのアイ
デア 

・ここにしかない作物の生産に向けた開発指導（協会・組合（塩江
地区内）A） 

・地域外の民間事業者の参画による塩江地区とのコラボ（協会・組
合（塩江地区内）B） 

・高松市内から美馬市への観光物語を作り PR（協会・組合（塩江地
区内）C） 

・町を挙げた情報発信（協会・組合（塩江地区内）D） 
・民間事業者、自治体、地元の連携（協会・組合（塩江地区外）A） 
・路面電車の復活（協会・組合（塩江地区外）B） 
・地元の飲食業者との連携による新商品の開発（協会・組合（塩江
地区外）B） 

・他にないような風景、情調を味わいに来る（協会・組合（塩江地
区外）D） 

・設備管理に向けた高松からの人材募集による高齢化への対策（協
会・組合（塩江地区外）D） 

・高松～塩江～美馬を結ぶバスのテスト運行（協会・組合（塩江地
区外）E） 

・特産物を使った道の駅の名物料理（医療福祉 A） 
・観光協会や NPO団体などが協働し、自然や歴史に触れる町おこし
（医療福祉 B） 

・国道の整備（現在片側１車線）が必要（医療福祉 C） 
・観光に関わる人の意識向上→定期的な勉強会の開催・チェック・
改善を実施する（宿泊・温浴 B） 

・歩いて回れる小さな店舗・安全に川遊びができる環境（宿泊・温
浴 C） 

・地元の野菜や果物、山の幸をどれだけ多く出せるかが問題（宿泊・
温浴 D） 

・香川県と徳島県両県の観光スポットを連携して紹介（文化 B） 
・交通量も多いが、道幅も狭い。安全を確保しなければならない（文
化 B） 

・中心部との連携（道の駅 A） 
・公共交通機関でのアクセス状況の改善（道の駅 B） 
・SNSを使って施設をもっとアピールする（道の駅 C） 
・ランドバンクや空き家バンクなどを活用して、出店・開発希望者
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No. 設問 回答例 
と地権者のマッチングやコーディネートが必要（大学 A） 

・高校生や大学生・民間事業者と連携（大学 B、行政 A） 
・塩江ならではの産物、塩江ならではのアイデアで新たな食を開発
（大学 C） 

・サイクリストにとって快適な走行空間の整備（サイクルツーリズ
ム A） 

・ニッチなスポーツのフィールドを作る（サイクルツーリズム B） 
・温泉を有名人を使ったテレビ CMなど広くプロモーションする（行
政 B） 

・近隣市町との連携（行政 B） 

7 

塩江温泉郷
や道の駅し
おのえに望
むこと・も
の・アイデア 

・琴電仏生山駅と道の駅しおのえを結ぶバス便の増加（協会・組合
（塩江地区内）A） 

・高松空港と道の駅しおのえを結ぶバス便の整備（協会・組合（塩
江地区内）A） 

・子供達が遊べる場所の整備（協会・組合（塩江地区内）B） 
・体験型観光の魅力づくりとして、ダム・川・山・温泉を利用（協

会・組合（塩江地区内）C） 
・夜間の暗さの改善（協会・組合（塩江地区内）D） 
・歩道及び自転車専用道路整備の改善（協会・組合（塩江地区内）
D） 

・旅行者などにとって安全かつ利用者しやすい環境整備（協会・組
合（塩江地区内）D） 

・フォレストアドベンチャー等の新しいアウトドア施設（協会・組
合（塩江地区外）A） 

・路面電車の復活（協会・組合（塩江地区外）B） 
・地元の飲食業者との連携による新商品の開発（協会・組合（塩江
地区外）B） 

・飲酒後に帰宅できる交通を整備（協会・組合（塩江地区外）C） 
・中心市街地・空港と塩江分院事務局を結ぶ交通手段（医療福祉 A） 
・地域の情報発信（医療福祉 A） 
・普通車や軽四輪車など山間地域の方でも乗れる乗り合いタクシー
（医療福祉 B） 

・アクセス手段確保（宿泊・温浴 B） 
・良質な温泉！！道の駅はコンビニ希望（宿泊・温浴 C） 
・マルイ観光バスは有効活用すべき（宿泊・温浴 D） 
・空港からのお客様をターゲットにする方が良い（宿泊・温浴 D） 
・動物を週末のみ道の駅周辺に来てもらうのも良い（宿泊・温浴 D） 
・1日を過ごすことができるコンテンツの充実（文化 A） 
・塩江街道（国道 193号線）の道幅拡充・整備（文化 B） 
・坂道を利用したサイクリングを楽しむ人も多いが、道の狭さから、
危険も伴う。（※冬場の道路凍結に関する対策があると良い）（文
化 B） 

・高松市内より自動運転（道の駅 B） 
・各種サウナと夜間の飲食と宿泊施設を設ける（道の駅 B） 
・泉質にこだわり、対外的に効能をアピールする（道の駅 C） 
・地域住民や訪れた人がフラッと立ち寄ったり、滞在できるような
フロー需要を捕捉するようなこじんまりとしたコンテンツ（大学
A） 

・ホタルが生息できる自然環境の維持（大学 B） 
・地域住民も観光客も一緒に楽しめる温泉郷（大学 C） 
・そこでしか買えないもの、できないことの導入（サイクルツーリ
ズム A） 

・キャンパー向けの商品やサイクリスト向けの設備、親子向け体験
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No. 設問 回答例 
メニューの充実化（行政 A） 

・地域一体となった旅行商品の造成（行政 A） 
・高松空港、高松駅、穴吹駅からのコミュニティバスの運行。2 次
交通整備（行政 B） 
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塩江温泉郷
や道の駅し
おのえで挑
戦したいこ
と・できると
よいこと 

・休耕田を利用した花整備（協会・組合（塩江地区内）A） 
・道の駅しおのえでの温浴設備部門の運営への参画（協会・組合（塩

江地区内）B） 
・湖の活用（協会・組合（塩江地区外）C） 
・川の横で宿泊（協会・組合（塩江地区外）D） 
・地域の人も利用できる店（医療福祉 A） 
・竹細工体験コーナーや展示即売（医療福祉 B） 
・ホテルの短期間（数か月～数年契約での賃貸希望者や購入希望者
がいれば PR（医療福祉 C） 

・年寄には懐かしく若い世代には新しく感じる仕組み（宿泊・温浴
C） 

・宿泊客を外湯巡りとして行基の湯に案内（宿泊・温浴 D） 
・イベント開催（文化 B、道の駅 B） 
・新幹線を開通させる（道の駅 C） 
・周辺地域の地権者との折衝や出店希望者とのコーディネートなど
に携われると周辺地域と一体となった温泉郷エリアの活性化が
できる（大学 A） 

・きれいな自然の川を保護して、ホタルの生息地を増やし、ホタル
の個体数を増加する（大学 B） 

・滞在時間別の楽しみ方の提案（大学 C） 
・名物料理の開発（行政 B） 
・自然を活かした活動場所の提供（行政 B） 
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塩江温泉郷
や道の駅し
おのえを将
来どのよう
な場所にし
ていきたい
か 

・国道沿いの法面を利用した絵を描くなどアートな塩江（協会・組
合（塩江地区内）A） 

・香川と徳島を結ぶ中心的な道の駅（協会・組合（塩江地区内）B） 
・道の駅しおのえを核とした地域全体の連携（協会・組合（塩江地

区内）C） 
・自然豊かな避暑地の宿泊先（協会・組合（塩江地区内）D） 
・市内の子育て世代が気楽に多く訪れる場所（協会・組合（塩江地

区外）A） 
・高齢者と若い世代が、自然を通じて交流できる場所(協会・組合（塩
江地区外）A） 

・旅館やホテルを増やし、土産物屋や飲食店を誘致した温泉街（協
会・組合（塩江地区外）B） 

・高松空港のインバウンド観光客の取り込みに特化（協会・組合（塩
江地区外）C） 

・他で味わえないような料理（協会・組合（塩江地区外）D） 
・家族で栗ひろいや釣りができ、夏には川遊びができる場所（協会・
組合（塩江地区外）D） 

・四国の方が日帰りでも行くことが可能な自慢できる憩いの場（協
会・組合（塩江地区外）F） 

・国内外の観光客が集まる観光地（医療福祉 A） 
・地域の人の生活基盤（医療福祉 A、大学 A） 
・国、県、市などの財源で古民家を修繕し、古民家を活用（医療福
祉 B） 

・インバウンド客を団体旅行から個人旅行へと徐々に移行するべき
（宿泊・温浴 A） 

・首都圏・関西圏からの客をターゲットとする（宿泊・温浴 A） 
・近隣のシニア層へのアピール（宿泊・温浴 A） 



 

３-8 

 

No. 設問 回答例 
・地域一体となって塩江地区の美化を図る（宿泊・温浴 A） 
・町づくりの中心的な役割を担う場所（宿泊・温浴 B） 
・塩江温泉郷周辺で商売をしてくれる人が増えて欲しい（宿泊・温
浴 C） 

・インバウンドは、散歩や居酒屋が大好き。遊歩道の整備も必要。
コンビニも併設して頂けるとベスト（宿泊・温浴 D） 

・遠出をしなくても非日常を楽しめる場所（文化 A） 
・ジップライン設置（文化 B） 
・温泉施設の向上（道の駅 A） 
・サイクリング客を取り組めるような対策（道の駅 B） 
・高齢者の長期滞在客を取り込めるような取組（道の駅 B） 
・リピーターが訪れるような場所にする（道の駅 C） 
・温泉、医療、福祉関連、中心部への交通ハブ機能（大学 A） 
・小さな子供たちが安心安全で楽しめる環境（大学 B） 
・地域在住の方々の健康・娯楽の拠点であると同時に、観光客との
交流ができる場所（大学 C） 

・インバウンド特に富裕層を取り込める場所（行政 B） 

10 

塩江温泉郷
や道の駅し
おのえへの
アクセス手
段の課題・解
決するため
のアイデア 

・琴電仏生山駅と道の駅しおのえを結ぶバス便の増加（協会・組合
（塩江地区内）A） 

・高松空港と道の駅しおのえを結ぶバス便の整備（協会・組合（塩
江地区内）A） 

・道の駅の駐車場の増設（協会・組合（塩江地区内）B） 
・自転車道の整備（協会・組合（塩江地区内）C） 
・夜間の暗さの改善や歩道及び自転車用道路の整備（協会・組合（塩
江地区内）D） 

・サイクリストの増加、周遊してもらえる環境づくり（協会・組合
（塩江地区外）A） 

・県外を対象とするのでなく、県内で喜ばれる施設に（協会・組合
（塩江地区外）D） 

・自家用車以外の交通手段（医療福祉 A） 
・高松空港と塩江温泉郷を結ぶ直通バス（医療福祉 B、行政 A） 
・琴電仏生山駅から塩江温泉郷を結ぶ電車（医療福祉 B） 
・美馬市・穴吹へのアクセス（医療福祉 C） 
・高松空港と塩江道の駅間の直通バスの定期運行（宿泊・温浴 A） 
・空港、道の駅間の直行バスは絶対条件。最低 2時間に 1本程度は

欲しい（宿泊・温浴 D） 
・空港からの直行バスや琴電の最寄り駅（仏生山、空港通駅など）
からの直行バス（文化 A） 

・高松駅から自動運転バスの運行（道の駅 B） 
・高松空港と塩江温泉郷を結ぶ自動運転バスの運行（道の駅 B） 
・自転車道・ピクト・グリ－ンラインの整備（道の駅 B） 
・直通バスや自動運転の導入（道の駅 C） 
・香川県を含め周辺地域では自動車依存が高い。エリア全体の活性
化と駐車場立地も含め、エリア内を徒歩で散策しながら滞在する
ような方向性を目指すべき（大学 A） 

・塩江の手前に駐車場を整備し、そこからシャトルバスを運行（大
学 B） 

・空港連絡便を設ける、高松駅間の往復バスの増設（大学 C） 
・アクセス道の路肩が狭い→サイクリストにとって快適な走行空間
の整備（サイクルツーリズム A） 

・高松空港、高松駅、穴吹駅からのコミュニティバスの運行（行政
B） 

11 道の駅付近 ・路線バスとコミュニティバスの接続性の向上（協会・組合（塩江
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No. 設問 回答例 

発着の路線
バスやコミ
ュニティバ
ス等の望ま
しい走行ル
ートや時間
帯 

地区内）A） 
・コミュニティバスの廃止、新しい運行形態への変更（協会・組合
（塩江地区内）B） 

・バス運行の増加（協会・組合（塩江地区内）C） 
・塩江内でのバスの運行（協会・組合（塩江地区外）D） 
・空港と塩江を結ぶ直行バスの運行（医療福祉 A） 
・乗合タクシーを導入（医療福祉 B、文化 A） 
・救急車の増車（医療福祉 C） 
・特に空港・塩江バスターミナル間のバス運行はホテル客の利用で
きる時間等を考慮し、定期便として運行して欲しい（宿泊・温浴
A） 

・地元の方にも乗って頂けるバスも考える必要がある（宿泊・温浴
D） 

・こと電バスの時刻表と連携して毎日運行（宿泊・温浴 E） 
・徳島県との連携（道の駅 A） 
・細街路の市道をくまなく回るル－トとして、自動運転を活用（道
の駅 B） 

・塩江全体から道の駅に集約、道の駅から市内中心部へ接続（大学
A） 

・エリア内の各観光スポットや宿泊施設を結んだバスの運行（大学
C） 

・他県も発着点とする（行政 B） 
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温泉水の供
給事業に関
して感じて
いることや
課題・課題解
決のための
アイデア等 

・配水管の老朽化、温泉水の漏水対策として配管埋設工事のやり替
えが必要（協会・組合（塩江地区内）A、協会・組合（塩江地区内）
C） 

・温泉水の管理を民間事業者の指定管理に変更（協会・組合（塩江
地区内）B） 

・施設管理は専門の業者に委託すべき（協会・組合（塩江地区外）
D） 

・民間事業者のノウハウの積極的な導入（協会・組合（塩江地区外）
F） 

・新井戸の開発（医療福祉 A） 
・プール活用での健康維持管理の推進（医療福祉 C） 
・最近、温泉の質が一定でないとのクレームが何件かあった。湯量
が十分あるのかを調べていただきたい（宿泊・温浴 A） 

・専門家による調査を実施してほしい（宿泊・温浴 B） 
・入浴施設は高く販売して頂きたい（宿泊・温浴 D） 
・泉源の水質を維持し、地元の衛生規制や法律を遵守し、品質を確
保するための適切なプロセスを持つこと（文化 B） 

・温泉水の取水や廃水の処理において環境への影響を最小限に抑え
る方法を検討（文化 B） 

・グランピング施設の構築（道の駅 A） 
・現地の源泉にこだわる必要はない（道の駅 B） 
・新規参入なども含めた公平利用や安定的な供給の管理ができるよ
うに整えておくと良い（大学 A） 
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民間事業者
に期待する
こと・懸念事
項 

■期待すること 
・新しい試みや効果的な宣伝（協会・組合（塩江地区内）A） 
・事業者と地域のメリットを共有し、デメリットを改める協議の場
を設定（協会・組合（塩江地区内）C） 

・新しい技術や訴求力の高いサービスの導入（協会・組合（塩江地
区内）D、協会・組合（塩江地区外）A 、医療福祉 C） 

・地域外とのつながりの創出（協会・組合（塩江地区内）D、協会・
組合（塩江地区外）A、医療福祉 C） 
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No. 設問 回答例 
・地域外の事業者による塩江地域の魅力の再発掘（協会・組合（塩
江地区内）D、（協会・組合（塩江地区内）B） 

・効率性や利便性、娯楽性、収益性（協会・組合（塩江地区外）B） 
・管理を厳格にすることが大切（協会・組合（塩江地区外）D） 
・刷新する力（協会・組合（塩江地区外）F） 
・訴求力の高いサービス（医療福祉 A） 
・新しい技術・高水準のサービスの導入・地域外との繋がりの創出
（宿泊・温浴 A） 

・強い訴求力・継続できる運営・地域との連携・町全体の活性化を
見据えた運営（宿泊・温浴 B） 

・適切な運営やプログラムの提供（文化 B） 
・コストの削減や収益の最大化（文化 B） 
・地元へお金が落ちるシステム、既存業務の大幅改善、デジタル・
ペ－パ－レス化（道の駅 B） 

・民間事業者のアイデア（官ではできない）が生かされることに期
待する（道の駅 C） 

・地域との適切な関係性構築やエリア全体としての方向性の共有
（大学 A） 

・民間のスピード感を持って、柔軟で利用者にやさしく寄り添うサ
ービス（大学 B） 

・塩江ならではの「食」の開発。地域住民と観光客の交流拠点の創
造。（大学 C） 

・日帰り入浴施設の低価格化（サイクルツーリズム A） 
・地域活性化（行政 B） 
■懸念事項 
・地元との連携（協会・組合（塩江地区内）D、協会・組合（塩江地
区外）A、医療福祉 C） 

・地域外や市外への資金の流出（協会・組合（塩江地区内）D、協会・
組合（塩江地区外）A、医療福祉 C） 

・地元事業者の排除による衰退（協会・組合（塩江地区内）D、協会・
組合（塩江地区外）A、医療福祉 C） 

・地域での雇用が増加するのか（協会・組合（塩江地区内）D、協会・
組合（塩江地区外）A、協会・組合（塩江地区外）B、医療福祉 C、
行政 B） 

・域外事業者との連携は必要（協会・組合（塩江地区外）C） 
・昔からお住まいの方にも理解していただける取組（協会・組合（塩

江地区外）F） 
・地元との関係性、地域の歴史が失われないか（医療福祉 A） 
・地元との連携は必須（宿泊・温浴 A） 
・地元業者の排除・短期間での運営からの撤退（宿泊・温浴 B） 
・地元業者とも仲良くやってほしい（宿泊・温浴 C） 
・地域住民との効果的かつ友好的なコミュニケーションが必要（文

化 B） 
・地元との連携。地域住民が観光開発に”置いてけぼり”になるこ
と。（大学 C） 

・地域住民の雇用、地元事業者の排除（道の駅 B） 
・地元業者が参入できない可能性がある（道の駅 C） 
・入浴施設の休止（サイクルツーリズム A） 
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道の駅しお
のえへの指
定管理者制
度の導入に
関しての要

・地域外の民間事業者を導入（協会・組合（塩江地区内）B） 
・交流人口の増加（協会・組合（塩江地区内）C） 
・より良い管理者の選定（協会・組合（塩江地区外）D） 
・地域の人の生活、雇用、買い物などにも目を向けてほしい（医療
福祉 A） 
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No. 設問 回答例 

望 ・ご意見箱設置（医療福祉 B） 
・塩江の人たちの意見が言えるスキームを作ってほしい（宿泊・温
浴 B） 

・他地域の企業が入って新しい風を吹き込む事も大事。地元企業と
調和が取れ、塩江に根付いてくれる事が絶対条件（宿泊・温浴 D） 

・地域住民との協力と透明性が大切（文化 B） 
・地元 NPOなども参加できるように指定管理者の規模などに制限を
かけない（道の駅 B） 

・指定管理者制度でよい（道の駅 C） 
・地域住民の生活の拠点としての位置付けも重要。外部からの経験
のある民間事業者がインセンティブを持って参入できるような
条件などを提示することが必要（大学 A） 

・地元愛が強く、自然保護に重点を置いていただける業者に運営し
てほしい（大学 B） 

・自由度が高い方がよいとは思いますが、しっかりと地域と連携を
とることができる管理者を選定すべき（大学 C） 

・サービスの向上（行政 B） 
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道の駅しお
のえと連携
できること・
塩江温泉郷
で貢献でき
ること 

・共通して使える湯めぐり入浴券の販売（協会・組合（塩江地区内）
B） 

・観光ツアー（協会・組合（塩江地区外）A、医療福祉 B） 
・情報発信（協会・組合（塩江地区外）A、協会・組合（塩江地区外）
B、協会・組合（塩江地区外）E、医療福祉 B、文化 A、道の駅 B、
行政 A） 

・域外事業者の紹介（協会・組合（塩江地区外）C） 
・資金面支援（協会・組合（塩江地区外）C） 
・自然を生かした体験、栗拾いなど（協会・組合（塩江地区外）D） 
・スタンプラリー（協会・組合（塩江地区外）E、医療福祉 B、文化

A、道の駅 B） 
・キャンペーン（協会・組合（塩江地区外）E） 
・フリーペーパーにおける取材（協会・組合（塩江地区外）F） 
・診療所の患者への道の駅利用促進（医療福祉 A） 
・クーポン（医療福祉 B） 
・湯めぐり（医療福祉 B、宿泊・温浴 E、道の駅 A、道の駅 B） 
・観光ツアーガイド（英語）（宿泊・温浴 A） 
・「美馬市」への観光客誘致（文化 B） 
・徳島県西部での「昼間」観光の後の塩江温泉での湯治で終結する
ツアーの企画（文化 B） 

・観光ツアーでの地元ガイドやおもてなし（道の駅 B） 
・学生がボランティア参加（大学 B） 
・情報発信や塩江ガイドブックの作成等（大学 C） 
・サイクルスタンプラリー（サイクルツーリズム A） 
・市町ミーティングの開催（サイクルツーリズム A） 
・地域資源を活用した旅行商品の造成（行政 A） 
・うだつの町並み⇔塩江温泉郷（道の駅しおのえ）のマイカーツア
ー（行政 B） 
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高松空港と
の連携を考
えた塩江温
泉郷の活性
化に関する
アイデア 

・「空港から温泉・入浴、温泉から空港」を 4時間程度のパックにす
る（協会・組合（塩江地区内）A） 

・路線バスの運行計画を含むバスアクセスの整備（協会・組合（塩
江地区内）B） 

・高松空港で PR活動を強化（協会・組合（塩江地区内）C） 
・温泉マップの設置（協会・組合（塩江地区内）D） 
・空港から塩江温泉郷への直通バス（協会・組合（塩江地区外）B、
行政 A） 
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No. 設問 回答例 
・高松空港利用者への割引サービス（協会・組合（塩江地区外）C） 
・都会からの移住者を募集する（医療福祉 B） 
・空港にポスターの掲示、チラシの配布、旅行会社、旅行雑誌など
に掲載依頼、情報提供（医療福祉 B） 

・シャトルバスを定期的に運行し空港での待ち時間の間に塩江道の
駅で時間をつぶせる様にできれば良い（宿泊・温浴 A） 

・インバウンドや若者客に対しての対応も必須（お土産購入スペー
ス・PayPay等の決済サービス）（宿泊・温浴 D） 

・空港と塩江を乗り合いタクシー等で手軽に行き来ができるとよい
（文化 A） 

・ホテル、旅館など各施設が連携して無料バスを運行（文化 B） 
・空港とのアクセスの移動がリアルタイムになればよい（道の駅 B） 
・空港から気軽に立ち寄れる場所になればインバウンドも期待でき
る（道の駅 C） 

・早朝から空いている朝食、お土産、温泉などと空港への送迎など
のパッケージで売り出す（大学 A） 

・飛行機の発着できなかった場合に、塩江温泉のホテルなどを、無
料送迎（大学 B） 

・空港―温泉郷間のアクセスの強化、空港―温泉郷の各宿泊施設間
の荷物（トランクや土産類等）配送サービス。（大学 C） 

・インバウンドに対応した温泉宿（行政 B） 
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インバウン
ド（訪日外国
人観光客）が
塩江温泉郷
に訪れるこ
とで得られ
る効果や懸
念事項 

■効果 
・経済効果、収益の増加（協会・組合（塩江地区内）D、協会・組合

（塩江地区外）B、協会・組合（塩江地区外）C、協会・組合（塩
江地区外）F、医療福祉 B、宿泊・温浴 A、宿泊・温浴 B、道の駅
C、サイクルツーリズム A 道の駅 B、行政 A） 

・SNSでの情報発信、SNSの有効活用（協会・組合（塩江地区内）D、
協会・組合（塩江地区外）C、宿泊・温浴 A、文化 A、道の駅 A、道
の駅 B、行政 A、行政 B） 

・観光消費額が大きい（協会・組合（塩江地区外）E） 
・受入意識の向上（協会・組合（塩江地区外）E） 
・インバウンドに対応するために雇用が生まれる（医療福祉 A） 
・交流人口の増加・インバウンドの利用者が増えることで国際交流

できる機会が増える（宿泊・温浴 B、大学 B） 
・異文化交流による地域の活性化（大学 C） 
・宿泊のインバウンド比率が約 6割の為、経済効果は大きい（宿泊・
温浴 D） 

・多文化交流、賑わいづくり（文化 B） 
・現時点でインバウンドで塩江を選択する外国人は旅慣れている玄
人だと思うので、多言語対応が不十分といっても何とかなる（大
学 A） 

■懸念事項 
・案内所の外国人観光客増加を踏まえ、英語対応可能な人材の確保
（協会・組合（塩江地区内）A） 

・塩江内で滞在できる温泉郷としての整備（協会・組合（塩江地区
内）B） 

・多言語対応が不十分（協会・組合（塩江地区内）D、協会・組合（塩
江地区外）B、協会・組合（塩江地区外）C、協会・組合（塩江地
区外）E、協会・組合（塩江地区外）F、医療福祉 B、宿泊・温浴 B、
サイクルツーリズム A 道の駅 B、行政 A） 

・両替への対応（協会・組合（塩江地区内）D） 
・外国人のマナー（協会・組合（塩江地区外）D、医療福祉 B） 
・風紀の悪化（医療福祉 A） 
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No. 設問 回答例 
・夕方来て朝早く出発するため塩江温泉に来たという感覚があまり
ない様に感じる（宿泊・温浴 A） 

・海外への発信が不足している（宿泊・温浴 A） 
・FTIが滞在したいと思えるコンテンツが少ない（宿泊・温浴 B） 
・訪れたお客様にいかにお金を落として頂ける環境にするかが課題
（宿泊・温浴 D） 

・文化の違いから起こる認識の違いでトラブルが発生する可能性
（文化 B） 

・多言語対応が可能か、温泉マナーを理解・遵守してもらえるか（大
学 C） 

・高松空港や高松駅からのアクセス性の悪さ（道の駅 B） 
・マナーが悪い観光客もいるので地元を汚されないか不安（道の駅
C） 

・施設の受入体制が不十分であることによるオーバーツーリズムの
問題（行政 A） 

18 

インバウン
ド（訪日外国
人観光客）に
訴求する塩
江温泉郷ら
しい商品や
サービスの
アイデア 

・竹を使った物作り体験（協会・組合（塩江地区内）A） 
・登山・ウォーキング等、山を生かした体験学習商品等の滞在型商
品（協会・組合（塩江地区内）B） 

・体験型観光の強化（協会・組合（塩江地区内）C） 
・温泉の入浴方法や塩江町の日本文化を体験できるツアー（協会・
組合（塩江地区内）D） 

・川を利用したアクティビティ、鮎取り体験（協会・組合（塩江地
区外）A） 

・長期滞在でも楽しめるサイクリング（協会・組合（塩江地区外）
B） 

・ダムでの SUP（協会・組合（塩江地区外）B） 
・BBQなどのアウトドア体験（協会・組合（塩江地区外）B） 
・トレッキング（協会・組合（塩江地区外）C、協会・組合（塩江地
区外）E、行政 A） 

・サイクリングツアー（協会・組合（塩江地区外）C、協会・組合（塩
江地区外）E、道の駅 A、行政 A） 

・時間が止まった空間（建築物）等を体験するツアー（協会・組合
（塩江地区外）C、行政 A） 

・食の体験・塩江温泉郷に訪れないと体験できない飲食（協会・組
合（塩江地区外）C、宿泊・温浴 B、行政 A） 

・日本らしいもてなし（協会・組合（塩江地区外）D） 
・ありのままを見てもらうほうがよい（協会・組合（塩江地区外）
F） 

・海外からのゴルフ客に温泉で疲れを癒してもらう（医療福祉 A） 
・包括的に商品・サービス・オプショナルツアー等を開発し担当を
割り振るのが良い（宿泊・温浴 A） 

・ガイド付きのトレッキング・町歩き（宿泊・温浴 B） 
・現在の塩江泊のインバウンドは団体型なので、夜のショッピング、
飲食、散歩ができれば問題無い（宿泊・温浴 D） 

・道の駅周辺から美術館周辺までの散策（文化 A） 
・高松空港からの観光客向けに魅力的なツアーパッケージを提供
（文化 B） 

・伝統である温泉文化やマナーを尊重すること。温泉の泉質や効能
を説明し、その健康への利益を伝えることが重要（文化 B） 

・豊かな自然環境の中で各種のサウナに入ったり、サウナを出た後
の川辺を利用した外気浴（道の駅 B） 

・サイクリング基地（道の駅 B） 
・サイクリングと温泉を組み合わせたツアー（道の駅 C） 
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No. 設問 回答例 
・自然環境と中山間地の日本の民家や伝統建築など、日常の景色や
文化をしっかり残していくことが重要（大学 A） 

・自然保護活動を体験できるツアー（大学 B） 
・浴衣でくつろげるサービスや、美しい景色を見ながら塩江ならで
はの食を楽しめるサービス（大学 C） 

・レンタサイクルと気軽にできるサイクリングコースの設定（サイ
クルツーリズム A） 

・足湯、ジップライン（行政 B） 

19 

想定される
関わり方や
挑戦してみ
たいこと 

・温泉事業への協力（協会・組合（塩江地区内）B） 
・金融面での援助、PR（協会・組合（塩江地区外）C） 
・観光ガイド・商品開発（宿泊・温浴 A） 
・宿泊のお客様に外湯の案内（宿泊・温浴 C） 
・病院が診療所になった事が懸念材料。安心して宿泊できる、何か

あればすぐに対応る病院は是非建設して欲しかった。住民が楽し
く安全に快適に過ごせる街づくりがまず第一（宿泊・温浴 D） 

・塩江らしい商品開発（道の駅 B） 
・近隣の大学で働く都市計画やまちづくりの研究者として関わらせ
ていただければと思う（大学 A） 

・地元の観光機運の醸成に貢献したい（大学 B） 
・情報発信面での協力（行政 A） 

20 
その他の考
え・意見等 

・空き家や、古民家の活用で Iターンや Uターン希望者を募るのは
どうか（医療福祉 C） 

・平日や悪天候の時の集客が悪く、売り上げが土日祝に偏る傾向。
ターゲットを時間とお金のゆとりのある人やシニア層に絞った
方が無難（宿泊・温浴 C） 

・サイクリングやバイクツーリングなど、乗り物に乗って走ること
が目的のお客様が多かった（宿泊・温浴 C） 

・川遊びのシーズンになるとお子様連れの人でいっぱいになる。紅
葉のシーズンも人でいっぱいになる（宿泊・温浴 C） 

・平日と悪天候の集客についてなんらかの工夫が必要（宿泊・温浴
C） 

・SNSで広報（拡散）すべき（道の駅 B） 
・1 つでも何かに特化（サウナやサイクリングなど）した魅力のあ
るものにできないか（道の駅 B） 

・塩江で現在活躍されている方が多くいらっしゃいますので、その
方たちと塩江の地域住民たちとの方向性の共有のもと、塩江の活
性化が実現する（大学 A） 

・オーバーツーリズムとなり、自然が壊されないことを願う（大学
B） 
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（２） 交通関係事業者へのアンケート調査 

① 調査概要 
i） 調査方法 

 調査は、webアンケート形式により実施した。ただし、webでの回答が難しい事業者につ

いては郵送形式による調査を実施した。 

 調査期間は、令和 5年 9月 27 日（水）～10月 24日（水）とした。 

 

ii） 調査項目 

 本調査における調査項目は以下の通りである。 

項目 番号 質問内容 

1.基本情報 Q1 所属・氏名 
 

2.塩江温泉
郷の現状 

Q2 塩江温泉郷の魅力 
 

Q3 塩江温泉郷の課題 

Q4 塩江温泉郷のターゲット 

3.塩江温泉
郷の将来性 

Q5 塩江温泉郷や道の駅しおのえの魅力や強み、活用アイデア 

Q6 塩江温泉郷や道の駅しおのえの解決すべき課題、解決アイデア 

Q7 塩江温泉郷や道の駅しおのえに望むことやもの、そのアイデア 

4.利用者ニ
ーズ 

Q8 利用者からのニーズや要望 

5.塩江温泉
郷の交通 

Q9 塩江温泉郷や道の駅しおのえへのアクセスの課題、解決アイデア 

6.民間事業
者への期待・
要望 

Q10 民間事業者に期待すること、懸念事項 

Q11 道の駅しおのえへの指定管理者制度導入に関する要望 

7.塩江温泉
郷との連携 

Q12 道の駅しおのえと連携できること、塩江温泉郷に貢献できること 

8.高松空港
との連携 

Q13 高松空港との連携を考えた塩江温泉郷の活性化に関するアイデア 

9.インバウ
ンド効果 

Q14 インバウンドが塩江温泉郷に訪れることで得られる効果や懸念事
項 

Q15 インバウンドに訴求する塩江温泉郷らしい商品、サービスやアイ
デア 

10.道の駅し
おのえの交
通結節化 

Q16 道の駅しおのえを交通結節点とするために必要な条件、内容 

11.塩江温泉
郷の活性化 

Q17 道の駅しおのえを活かした塩江温泉郷の活性化への関わり方、挑
戦してみたいこと 

12.自由回答 Q18 その他のご意見 
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iii） 調査対象者 

 アンケート調査の対象は、以下の通りである。 

 交通関係事業者 12 社へ依頼し、8社から回答があった。 

分類 対象者 回答者 

バス・乗合交通 3者 3者 

タクシー 2者 1者 

空港関係者 3者 3者 

新たな交通（バタクス・自動運転） 4者 1者 

合計 12者 8者 

 

iv） 調査資料 

アンケート調査資料は以下の通りである。 

資料名 内容 

アンケート依頼文 － 

塩江道の駅エリア再整備計画の概要 ①塩江温泉郷の現状 
②道の駅を生かした塩江温泉郷の目指す姿 
③新しい道の駅の整備イメージ 
④スケジュール 

web 版アンケート調査票 前頁の調査項目の設問の通り 
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② 調査結果 
設問ごとの主な意見は以下の通りである。 

No. 設問 回答例 

5 

塩江温泉郷
や道の駅し
おのえの魅
力や強み・活
かすための
アイデア 

・駐車場の確保（バス・乗合交通 A） 
・キャンプ場と連携（バス・乗合交通 A） 
・ペット利用者の充実（ドッグランなど）（バス・乗合交通 A） 
・映えスポット（バス・乗合交通 A） 
・高松空港と塩江温泉エリアのピストン輸送（バス・乗合交通 B） 
・ダムの産業観光（バス・乗合交通 B） 
・ジップライン整備（バス・乗合交通 B） 
・アスレチック整備（バス・乗合交通 B） 
・防災対策型 RVパーク／トレーラーハウスコテージ（バス・乗合交
通 B） 

・天体望遠鏡博物館とコラボ（バス・乗合交通 B） 
・体験等のツアーの実施、塩江四大祭りや新たなイベント（トレイ
ルランニング大会など）と連携した宿泊プランと観光ツアー（バ
ス・乗合交通 C） 

・自然あふれる温泉、夜空を満喫できるような入浴サービス、岩盤
浴やサウナ等の施設（バス・乗合交通 C） 

・観光タクシーの運行（タクシーA） 
・グリーンスローモビリティのレンタルや周遊運行（タクシーA） 
・グランピング施設の建設（タクシーA） 
・インバウンド団体客向けの体験型アクティビティ（空港関係 A） 
・良質な温泉（空港 B） 
・インバウンド旅客（個人）を対象にした高付加価値サービス提供
（空港 C） 

6 

塩江温泉郷
や道の駅し
おのえの課
題・解決する
ためのアイ
デア 

・施設（ホテル）のリニューアル（バス・乗合交通 A） 
・キャンパー向けの施設を道の駅と隣接し連携（バス・乗合交通 A） 
・高松空港を交通結節点とし、空港アクセスを中心に旅行客のお金
が落ちやすい環境を整備し、それを基にコミュニティー交通を考
えるべき（バス・乗合交通 B） 

・メディア取材の受け入れを積極的にするべき（バス・乗合交通 B） 
・高松空港や高松駅からの直通バスと便数、レンタカー事業の参入 
・学生との交流イベント、学生と連携して PR活動（バス・乗合交通

C） 
・地域交通（コミバスなど）の再編（バス・乗合交通 C） 
・特産品の開発と PR、交通アクセスの改善（タクシーA） 
・名産品を使用したレストラン（タクシーA） 
・近隣ゴルフ場と宿泊施設の連携（タクシーA） 
・訴求力のある購買商品の造成⇒食品メーカーや既存飲食店との連
携（共同開発・情報発信）（空港 A） 

・情報発信が不十分（空港 B） 
・オンデマンドタイプの移動手段、言語及びキャッシュレス対応（空

港 C） 

7 

塩江温泉郷
や道の駅し
おのえに望
むこと・も
の・アイデア 

・キャンパー向けの施設の充実（バス・乗合交通 A） 
・ダム周辺、道の駅エリアは高低差がないのでそのエリアを移動で
きる手段（自動運転 EVや免許のいらない電動モビリティー、電動
自転車シェアリングなど）、コミュニティーバスは距離のある移
動・高低差の移動と住み分けしてはどうか（バス・乗合交通 B） 

・若者客の取込み⇒体を動かし、自然が感じられるアクティビティ、
アスレチック（バス・乗合交通 C） 

・塩江ならではの特産品の開発（タクシーA） 
・自治体の支援による安価で便利な交通手段の確保（タクシーA） 
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No. 設問 回答例 
・IT企業の誘致（タクシーA） 
・山登りや川遊び、ワークショップなどの体験プログラム（空港 A） 
・空港までのシャトルバスの運行（空港 B） 
・空港からのシームレス及びストレスレスな移動（空港 C） 
・言語及びキャッシュレス対応は必須（空港 C） 

8 

普段、利用者
から聞こえ
てくる声（ニ
ーズや要望） 

・奥の湯温泉の復活（バス・乗合交通 B） 
・バスの本数が少なく、待ち時間が長い（バス・乗合交通 C） 
・隣接する川を使ったアクティビティを体験したい（空港 A） 
・駐車場が不足している（空港 A） 
・タクシーの車両台数の増加（空港 C） 

9 

塩江温泉郷
や道の駅し
おのえへの
アクセス手
段の課題・解
決するため
のアイデア 

・駐車場確保が最優先（バス・乗合交通 A） 
・外貨を獲得するシステムを作らないと継続できない。エリア外の

人にとって利のある交通網が大事（バス・乗合交通 B） 
・駐車場が狭く、車がとめにくい。分かりやすい案内板等の設置（バ

ス・乗合交通 C） 
・地域住民と観光客のニーズの両方を満たす交通体系の再構築（バ
ス・乗合交通 C） 

・イベント時等のパークアンドライド等の実施によるマイカーの流
入抑制と公共交通の活用（タクシーA） 

・公共交通の採算性の向上（タクシーA） 
・航空便やリムジンバスの空港到着時間と連動するよう空港・道の
駅間のバス発着時間を調整（空港 A） 

・高松空港と塩江温泉郷を結ぶ直通バスの運行（空港 B） 
・空港からのダイレクトアクセスは必須（空港 C） 

10 

民間事業者
に期待する
こと・懸念事
項 

■期待すること 
・行政がサポートしてあげれば地域外の民間事業者にやれることは
地元でもできる（バス・乗合交通 B） 

・デザイン性のある良質な旅館や温泉施設の整備、地域外との連携
（バス・乗合交通 C） 

・地域外との交流の増大（タクシーA） 
・地域の特性を希釈化しないような取り組み（空港 A） 
・施設のリニューアル（空港 B） 
・複数自治体を横串で繋ぐ DMO機能を有する民間事業者を誘致する
（空港 C） 

・地域民間交通事業者による自動運転車両の運行（新たな交通 A） 
■懸念事項 
・地元の良さが減る（バス・乗合交通 C） 
・輸送の安全が疎かになる輸送手段の導入（タクシーA） 

11 

道の駅しお
のえへの指
定管理者制
度の導入に
関しての要
望 

・地元事業者で結束して運営するべき（バス・乗合交通 B） 
・アクセス課題への対応など、地域全体の活性化に取り組む指定管
理者が選定される制度設計（バス・乗合交通 C） 

・地方の公共交通は独立採算にて運営することは非常に困難（タク
シーA） 

・景観や環境保全への協力（空港 A） 
・自由度の高さが重要（空港 C） 
・自動運転バス運行支援、寄付など（新たな交通 A） 
・駐車場の提供など（新たな交通 A） 

12 

道の駅しお
のえと連携
できること・
塩江温泉郷
で貢献でき

・オープントップバスを使ったツアー（バス・乗合交通 B） 
・空港・塩江・岡本駅のシャトル運行（バス・乗合交通 B） 
・公共交通機関を利用した学生向けの観光ツアーの造成（バス・乗
合交通 C） 

・新たな交通体系の構築に向けた関係者間の調整、HP等で情報発信
（バス・乗合交通 C） 
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No. 設問 回答例 

ること ・観光タクシー（タクシーA） 

13 

高松空港と
の連携を考
えた塩江温
泉郷の活性
化に関する
アイデア 

・塩江の宿と空港の接続が必要（バス・乗合交通 B） 
・飛行機の到着時刻に合わせた直通バス（バス・乗合交通 C） 
・自治体や地元観光施設等と連携した高松空港発の観光タクシーの
創設（タクシーA） 

・空港利用者や空港周辺のレンタカー店舗利用者を対象とした、温
泉利用や物販の割引クーポン（空港 A） 

・移動手段の拡充、アクセス強化（空港 C） 

14 

インバウン
ド（訪日外国
人観光客）が
塩江温泉郷
に訪れるこ
とで得られ
る効果や懸
念事項 

■効果 
・個人旅行客は宿に限らず食事や体験等様々な事業への波及が期待
される（バス・乗合交通 B） 

・経済効果、温泉郷のブランディング、移住者の増加（バス・乗合
交通 C） 

・個人旅行者による SNS発信、海外ツアーエージェントの参入（空
港 A） 

■懸念事項 
・県民ファミリー層への PR、本社機能移転企業の誘致などインバウ

ンド以外に目を向けるべき（バス・乗合交通 B） 
・多言語対応（バス・乗合交通 C、タクシーA、空港 C） 
・ゴミのポイ捨て等による景観破壊（バス・乗合交通 C） 
・ごみ処理問題や温泉利用時のマナー周知（空港 A） 
・キャッシュレス対応（空港 C） 

15 

インバウン
ド（訪日外国
人観光客）に
訴求する塩
江温泉郷ら
しい商品や
サービスの
アイデア 

・インバウンドに固着する必要はない（バス・乗合交通 B） 
・オールナイトで温泉と祭りを開催すれば高松市に泊まる客の夜の
コンテンツに確実になれる（バス・乗合交通 B） 

・浴衣等の着付け体験、塩江マスコットキャラクターのグッズ販売、
自然を感じるアクティビティ（バス・乗合交通 C） 

・ツアーの造成（タクシーA） 
・ゴルフと宿泊、宿泊と貸切タクシー観光のセットプランの販売（タ

クシーA） 
・めぐり湯できるメニューの構築（空港 A） 
・ホスピタリティにあふれたおもてなし対応（空港 C） 

16 

道の駅しお
のえを交通
結節点（①観
光拠点、②観
光目的地、③
まちの核）と
するために
必要な条件
や内容 

・コンテンツ(店)の増加と集客のジレンマの解決が鍵（バス・乗合
交通 B） 

・湯治や RVパーク、自然を使った遊びは滞在時間が長い（バス・乗
合交通 B） 

・広い駐車場、目的とアクセスが一体となったワンストップサービ
スの提供（バス・乗合交通 C） 

・道の駅を起点とした観光タクシーツアーの造成（タクシーA） 
・駐車場や飲食施設の整備（空港 A） 
・コミュニティバスやタクシー等の様々な交通機関に関する運行情
報等が道の駅しおのえで一元的に確認できる、待機用の駐車スペ
ースが確保されている、コミュニティバスやタクシーを活用した
周遊メニューの構築（空港 B） 

・インバウンド（個人）に注力すべく、言語対応とキャッシュレス
対応は必須（空港 C） 

・高松空港からの利便性を最大限に活かすべき（空港 C） 

17 

想定される
関わり方や
挑戦してみ
たいこと 

・バスを使ったダムツアーの開催（バス・乗合交通 B） 
・RVパーク事業（バス・乗合交通 B） 
・ジップライン（バス・乗合交通 B） 
・温泉と夜市（屋台村）（バス・乗合交通 B） 
・トレーラーハウスを活用した宿泊施設とトレーラーハウスの備蓄
による震災時の輸送体制の構築（バス・乗合交通 B） 
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No. 設問 回答例 
・観光ツアー造成に向けた協力（バス・乗合交通 C） 
・交通アクセスの改善、観光ツアーの造成等（タクシーA） 

18 
その他の考
え・意見等 

・路線バスを高松から塩江間で運行しているが、年々利用者が減少
しているのが現状（バス・乗合交通 A） 
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（３） 地域資源（温泉水）供給関係者へのアンケート調査 

① 調査概要 
i） 調査方法 

 調査は、webアンケート形式により実施した。ただし、webでの回答が難しい事業者につ

いては郵送形式による調査を実施した。 

 調査期間は、令和 5年 9月 27 日（水）～10月 12日（木）とした。 

 

ii） 調査項目 

 本調査における調査項目は以下の通りである。 

項目 番号 質問内容 

1.基本情報 Q1 所属・氏名 
 

2.塩江温泉
郷の現状 

Q2 塩江温泉郷の魅力 
 

Q3 塩江温泉郷の課題 

Q4 塩江温泉郷のターゲット 

3.塩江温泉
郷の将来性 

Q5 塩江温泉郷や道の駅しおのえの魅力や強み、活用アイデア 

Q6 塩江温泉郷や道の駅しおのえの解決すべき課題、解決アイデア 

Q7 塩江温泉郷や道の駅しおのえに望むことやもの、そのアイデア 

Q8 塩江温泉郷や道の駅しおのえで挑戦したいこと、できるとよいこと 

Q9 塩江温泉郷や道の駅しおのえの将来的な位置付け 

4.塩江温泉
郷の交通 

Q10 塩江温泉郷や道の駅しおのえへのアクセスの課題、解決アイデア 

Q11 路線バスやコミュニティバス等の望ましい走行ルートや時間帯 

5.塩江温泉
郷の温泉水
供給 

Q12 温泉水の供給事業に関する課題や解決のためのアイデア 

6.民間事業
者への期待・
要望 

Q13 民間事業者に期待すること、懸念事項 

Q14 道の駅しおのえへの指定管理者制度導入に関する要望 

7.塩江温泉
郷との連携 

Q15 道の駅しおのえと連携できること、塩江温泉郷に貢献できること 

8.高松空港
との連携 

Q16 高松空港との連携を考えた塩江温泉郷の活性化に関するアイデア 

9.インバウ
ンド効果 

Q17 インバウンドが塩江温泉郷に訪れることで得られる効果や懸念事項  

Q18 インバウンドに訴求する塩江温泉郷らしい商品、サービスやアイデ
ア 

10.塩江温泉
郷の活性化 

Q19 道の駅しおのえを活かした塩江温泉郷の活性化への関わり方、挑戦
してみたいこと 

11.自由回答 Q20 その他のご意見 
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iii） 調査対象者 

 アンケート調査の対象は、以下の通りである。本対象者には、「3-2 地元関係者等へのヒ

アリング調査」と重複する事業者も含まれる。 

 5社へ実施し、4社から回答があった。 

分類 対象者 回答者 

福祉 2者 1者 

宿泊 3者 3者 

合計 5者 4者 

 

iv） 調査資料 

アンケート調査資料は以下の通りである。 

資料名 内容 

アンケート依頼文 － 

塩江道の駅エリア再整備計画の概要 ①塩江温泉郷の現状 
②道の駅を生かした塩江温泉郷の目指す姿 
③新しい道の駅の整備イメージ 
④スケジュール 

web 版アンケート調査票 前頁の調査項目の設問の通り 
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② 調査結果 
設問ごとの主な意見は以下の通りである。 

No. 設問 回答例 

1 

塩江温泉郷
や道の駅し
おのえの魅
力や強み・活
かすための
アイデア 

・ループ塩江とのアクセスをつなぎ、プール活用での健康維持管理
の推進（医療福祉 C） 

・最近、温泉の質が一定でないとのクレームが何件かあった（宿泊・
温浴 A） 

・新しい道の駅の温泉施設ができ今まで以上の量が必要となるので
あれば湯量が十分あるのかを調べていただきたい（宿泊・温浴 A） 

・将来的に、共同泉が枯渇することはないか。他にも温泉水を確保
できる場所はないか。専門家による調査を実施してほしい（宿泊・
温浴 B） 
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３－３ 深掘り調査 

① 調査概要 
i） 調査方法 

 調査は、ヒアリング形式（対面/web）又は郵送アンケート形式により実施した。 

 調査期間は、令和 6年１月 18 日（木）～2月 9日（金）とした。 

 

ii） 調査項目 

 本調査では、アンケート調査結果を踏まえ、地域課題や地域資源、事業条件など、記載内

容の中で具体的に確認したい設問について、追加でヒアリング調査を実施したため、調査項

目は事業者ごとに異なる。 

 

iii） 調査対象者 

 深掘り調査の対象は、以下の通りである。 

分類 対象者 回答者 

地元関係者等 3者 2者 

交通関連事業者 3者 2者 

地域資源（温泉水）供給関係者 3者 3者 

合計 9者 7者 

 

iv） 調査資料 

深掘り調査資料は以下の通りである。 

資料名 内容 

web 版アンケート調査票 webアンケート調査回答時の調査票 
（webアンケートにて回答した調査票を配布） 

深掘りアンケート調査票 追加で確認したい設問/質問事項 
（事業者ごとに異なる調査票を配布） 
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② 調査結果 
設問ごとの主な意見は以下の通りである。 

設問 回答例 

塩江温泉郷や道の駅
しおのえの魅力や強
み・活かすためのア
イデア 

・町内空き家活用（医療福祉 C） 
・フリーマーケット（医療福祉 C） 
・マラソンコース（内場周辺）（医療福祉 C） 
・水上花火（ダム利用）（医療福祉 C） 

塩江温泉郷や道の駅
しおのえの課題・解
決するためのアイデ
ア 

・来訪者からの声ではありませんが、空き家が多いわりに賃貸物
件がなく新しく従業員を隣県・海外などから雇用する際の足か
せとなっている（宿泊・温浴 A） 

塩江温泉郷や道の駅
しおのえに望むこ
と・もの・アイデア 

・山林の木、竹を使って作品作り（工房）（医療福祉 C） 
・空き農場の活用（野菜、花づくり）（医療福祉 C） 

塩江温泉郷や道の駅
しおのえを将来どの
ような場所にしてい
きたいか 

・Iターン、Uターンの推奨、災害避難者の受け入れ（医療福祉 C） 
・外国人の移住場所の提供（医療福祉 C） 

塩江温泉郷や道の駅
しおのえへのアクセ
ス手段の課題・解決
するためのアイデア 

・記載例の通り（医療福祉 C） 

道の駅付近発着の路
線バスやコミュニテ
ィバス等の望ましい
走行ルートや時間帯 

・医療院に救急車を１台専用に置くのも、みんなの病院（本院）に
緊急搬送ができてよいのでは（医療福祉 C） 

温泉水の供給事業に
関して感じているこ
とや課題・課題解決
のためのアイデア等 

・地域外のリピーターから「“ねっとり”感が日によって違う」、地
元の方（年 2～3回）から「以前より”ねっとり”感が少ない」
意見があった（宿泊・温浴 A） 

・温泉水の成分の変化によって料金も変える必要があるのではと
考えます（宿泊・温浴 A） 

・源泉から配管を通って当施設に最終送られて来るシステムにな
っているが、塩素濃度調整を施設内で厳重に行っている（医療福
祉 C） 

・温泉水の供給量は維持継続できるのか？（医療福祉 C） 
・民間がやる方がよい。清掃が適正にやられているか不安を感じ
ている（宿泊・温浴 B） 

・湯元温泉の源泉が使えるのなら、温泉を大々的に売り出したい。
現状では地下水とかわらない（宿泊・温浴 C） 

道の駅しおのえと連
携できること・塩江
温泉郷で貢献できる
こと 

・スタンプラリー、マラソン、トレッキングツアー等実施時の給水
場へのボランティア参加（必要時）（医療福祉 C） 

高松空港との連携を
考えた塩江温泉郷の
活性化に関するアイ
デア 

・空き家活用となれば希望者に温泉水の給水配達システムの構築
（医療福祉 C） 

インバウンド（訪日
外国人観光客）に訴
求する塩江温泉郷ら

・物づくり、家づくり（DIY）地元の材木業者との連携（医療福祉
C） 
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設問 回答例 

しい商品やサービス
のアイデア 

温泉水給水事業の管
理運営を民間事業者
が担うことになった
場合、懸念されるこ
とや期待すること 

・温泉水は我々の”売り“の大きな部分を占めており今まで通りの
維持、運営、万が一の場合の対応（年末年始・お盆・ゴールデン
ウィーク等の長期休暇時）がなされるのかどうか（宿泊・温浴 A） 

・民間事業者が担うにあたり、1日も切れ間なく対応可能か？（医
療福祉 C） 

・温泉水の値上げなく引き継がれるのか？（医療福祉 C） 
・民間事業者がやる方が良いと考える（宿泊・温浴 B） 
・現状の温泉水利用料は高いと感じている（宿泊・温浴 B） 
・分かりません。入湯税や利用料金が変わらないのであれば問題
ないです（宿泊・温浴 C） 

湯めぐりとして共通
して使用できる入浴
券の販売等の取組を
行うことになった場
合、当該入浴券を対
象に入浴料を統一す
ることが可能か 

・可能である（宿泊・温浴 A） 
・入浴券の配布の話はかつてあったが、入浴料金が施設で異なる
ため、入浴券の料金設定の問題から実現はできなかった（宿泊・
温浴 B） 

・現在、日帰り入浴の販売をしていません（宿泊・温浴 C） 

インバウンからどの
ような業態の店舗の
ニーズが高いか、平
日の集客は見込める
か。 

・夜のコンテンツが不足しているため、インバウンドのニーズと
しては、居酒屋やラーメンを求める声があり、地域でお金を落と
す場所が無いことも課題である（宿泊・温浴 D） 

・韓国の人は、マッコリに似た、日本のどぶろくを飲みたがる人が
多い（宿泊・温浴 D） 

・6:00～23:00で開いている小型店舗があると嬉しい（宿泊・温浴
D） 

・平日でも居酒屋の集客は見込めると考える（宿泊・温浴 D） 

インバウンドを取り
こむための 
ＰＲ方法 

・台湾・韓国には直接言って、営業活動をしている（宿泊・温浴 D） 
・高松空港に直行便があることも大きい（宿泊・温浴 D） 

路線バスを存続する
ために必要な利用者
数 

・必要な利用者数については、収支によりプラスになる乗車人と
考え、具体的に何人とはお答えすることは難しく考えます（バ
ス・乗合交通 A） 

・現在、高松駅～塩江間を 1日 18便運行しておりますが、特に鮎
滝上～塩江間においては 1 便あたり 2 人ほどの乗車人員です。
もちろん、公共交通機関として補助を受け運行しておりますが、
それでも塩江線に限らず、大半の路線がプラスにはなっており
ません。なお、利用者数の減少だけではなく、ドライバー不足や
2024 年問題などもあります。路線バスの存続については、利用
者数に応じた運行本数に切り替えて行くことや塩江温泉郷の活
性化に伴い人の流れができるなど、塩江も含め高松市全体の公
共交通の存続課題ととらえております（バス・乗合交通 A） 

コミュニティバスや
タクシー、最新技術
と連携して塩江地域
の持続可能な交通網
を構築するために必
要な条件や課題、そ
れぞれの役割分担 

・乗車人数にあわせたバス（マイクロ・ワンボックス）やタクシー
に切り替え、お客様のニーズに合わせたデマンド型運行をおこ
なうなど（バス・乗合交通 A） 

バタクスやライドシ
ェアを塩江に導入す

・バタクスを検討する上で、現時点で把握している課題は下記 2点
です。（バス・乗合交通 C） 
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設問 回答例 

る際に想定される条
件や課題 

・地域にタクシー事業者が個人タクシー1者しかおらず、安定的に
運行できる事業者をどのように確保するか事業者等との調整が
必要（バス・乗合交通 C） 

・塩江町が広いため、運行エリアと料金をどのように設定するか
分析が必要（バス・乗合交通 C） 

・ライドシェアについては、国から要件が示されていないため未
検討ですが、ドライバーになり得る人材と、運行管理を行う事業
者の確保が課題になるものと思われます（バス・乗合交通 C） 

交通モードを一元化
することがオペレー
ションや手続き上可
能か、想定される課
題や条件等 

・過去に、スクールバスと患者送迎バスとコミュニティバスにつ
いて統合の可能性を探る検討がなされたと聞いていますが、ス
クールバスや患者送迎バスは、塩江町全域を対象としているこ
と、登下校や診察時間に対応した運行が必要なこと、利用料が無
料であることから、部分的には統合できる可能性があるものの、
全体調整が難しい状況です。（バス・乗合交通 C） 
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３－４ 地元意見ヒアリング 

① 調査概要 
i） 調査方法 

 調査は、ヒアリング形式（対面）又は郵送アンケート形式により実施した。 

 調査期間は、令和 5年 12月 5日（火）とした。 

 

ii） 調査項目 

 本調査における調査項目は以下の通りである。 

項目 番号 質問内容 

1.基本情報 Q1 所属・氏名 
 

2.塩江温泉
郷の現状 

Q2 塩江温泉郷の魅力 
 

Q3 塩江温泉郷の課題 

Q4 塩江温泉郷のターゲット 

3.塩江温泉
郷の将来性 

Q5 塩江温泉郷や道の駅しおのえの魅力や強み、活用アイデア 

Q6 塩江温泉郷や道の駅しおのえの解決すべき課題、解決アイデア 

Q7 塩江温泉郷や道の駅しおのえに望むことやもの、そのアイデア 

Q8 塩江温泉郷や道の駅しおのえで挑戦したいこと、できるとよいこと 

Q9 塩江温泉郷や道の駅しおのえの将来的な位置付け 

4.塩江温泉
郷の交通 

Q10 塩江温泉郷や道の駅しおのえへのアクセスの課題、解決アイデア 

Q11 路線バスやコミュニティバス等の望ましい走行ルートや時間帯 

5.塩江温泉
郷の温泉水
供給 

Q12 温泉水の供給事業に関する課題や解決のためのアイデア 

6.民間事業
者への期待・
要望 

Q13 民間事業者に期待すること、懸念事項 

Q14 道の駅しおのえへの指定管理者制度導入に関する要望 

7.塩江温泉
郷との連携 

Q15 道の駅しおのえと連携できること、塩江温泉郷に貢献できること 

8.高松空港
との連携 

Q16 高松空港との連携を考えた塩江温泉郷の活性化に関するアイデア 

9.インバウ
ンド効果 

Q17 インバウンドが塩江温泉郷に訪れることで得られる効果や懸念事項  

Q18 インバウンドに訴求する塩江温泉郷らしい商品、サービスやアイデ
ア 

10.塩江温泉
郷の活性化 

Q19 道の駅しおのえを活かした塩江温泉郷の活性化への関わり方、挑戦
してみたいこと 

11.自由回答 Q20 その他のご意見 
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iii） 調査対象者 

 地元意見ヒアリング調査の対象は、以下の通りである。 

 43者へ実施し、20 者から回答があった。 

分類 対象者 回答者 

協議会/地元自治会 18者 6者 

コミュニティバスの行先集落 9者 3者 

地域団体 5者 3者 

地域生産者 5者 5者 

交通関係 1者 1者 

温泉水供給関係者 3者 1者 

その他 2者 1者 

合計 43者 20者 

 

iv） 調査資料 

地元意見ヒアリング調査の事前配布資料は以下の通りである。 

資料名 内容 

地元意見ヒアリング依頼文 － 

地元意見ヒアリングの次第 ヒアリング当日の議事次第 

塩江道の駅エリア再整備計画の概要 ①塩江温泉郷の現状 
②道の駅を生かした塩江温泉郷の目指す姿 
③新しい道の駅の整備イメージ 
④スケジュール 

web 版アンケート調査票 前頁の調査項目の設問の通り 
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② 調査結果 
設問毎の主な意見は以下の通りである。 

No. 設問 回答例 

5 

塩江温泉郷
や道の駅し
おのえの魅
力や強み・活
かすための
アイデア 

・キャンプ場を利用した学生の宿泊学習（協議会/地元自治会 A） 
・自然環境を利用した体験学習（協議会/地元自治会 B） 
・温泉めぐり（日帰り）（協議会/地元自治会 D） 
・どこのホテルにも外語できる（協議会/地元自治会 D） 
・トレッキング、ハイキングツアー（協議会/地元自治会 E） 
・道の駅温浴施設で入浴サービス（協議会/地元自治会 E） 
・奥の湯温泉とキャンプ場を連携（協議会/地元自治会 E） 
・オンデマンドバス（協議会/地元自治会 E） 
・四季事の自然を生かし心身共にリラックスした気持ちにさせる場
所作り（協議会/地元自治会 F） 

・新しい道の駅の客を椛川ダム周辺に誘導する施設（コミュニティ
バスの行先集落 B） 

・「ダム下流園地」を活用したキャンプ場（コミュニティバスの行先
集落 B） 

・道の駅と親水公園の連携（コミュニティバスの行先集落 B） 
・豊かな自然環境と温泉地、近隣のゴルフ場と、タイアップしてイ
ンバウンドの確保と充実を計る（地域団体 B） 

・豊かな自然環境と温泉地、美術館でのワークショップなど調整や
充実を計り定年退職後の保養地としての整備を計る（地域団体 B） 

・かくれた名所もまわれるドライブコース（地域団体 C） 
・温泉とキャンプ場を連携してイベントなど実施（地域生産者 A） 
・年 1回程度でツアーを実施（地域生産者 A） 
・歴史の PR、自然の PR（地域生産者 B） 
・過疎化ならではの自由度（土地を自由に使いやすい）（地域生産者
C） 

・コンテンツ（温泉＝宿泊できる、キャンプ場が 3つある）（地域生
産者 C） 

・立地（高松市街地から意外と近い）（地域生産者 C） 
・田舎ホテル、町全体を 1つの施設（地域生産者 C） 
・キャンプ場と連携（地域生産者 C） 
・地元やその周辺地域に愛着を持ってもらう、働いてもらう（地域

生産者 C） 
・自然の景観をながめながらのサイクリング（地域生産者 D） 
・昔ながらのうち込みうどん（交通 A） 
・キャンプ場へのアクセス（温泉水供給 A） 
・泉質を PR（温泉水供給 A） 

6 

塩江温泉郷
や道の駅し
おのえの課
題・解決する
ためのアイ
デア 

・民間の宿泊施設と協力し各利用者を共有（協議会/地元自治会 B） 
・空港からの直便の運行（協議会/地元自治会 D） 
・香川町コミバスと塩江との連携（協議会/地元自治会 D） 
・アクセス手段（協議会/地元自治会 E） 
・コミュニティバス増便では問題解決にならない（協議会/地元自治

会 E） 
・くつろげる空間場所の開拓と交通のアクセスを整備（協議会/地元

自治会 F） 
・地元の人材の活用が必須（コミュニティバスの行先集落 B） 
・地元ならではの特産品の有効活用を（コミュニティバスの行先集
落 B） 

・二度、三度訪れたくなるような、温泉施設や、塩江に行かなくて
は手に入らない物や、食べ物等、魅力ある道の駅しおのえにして
もらいたい（コミュニティバスの行先集落 C） 
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No. 設問 回答例 
・若者の定住を促す事が重要（地域団体 A） 
・人口減少に歯止めをかけ、持続的な運営ができると良い（地域団

体 A） 
・町内飲食店、物販など連携し塩江特産品の開発（地域団体 B） 
・飲食店マップ、ゴルフ場とホテルがタイアップした格安ツアー（地
域団体 B） 

・道の駅では、体験ツアー、そば打ち体験（地域団体 B） 
・若者が集まれる場所を開拓してほしい（地域団体 C） 
・地元の大学生に手伝ってもらえると良い（地域生産者 A） 
・空き家を活用（地域生産者 A） 
・塩江をまず認知してもらい、暮らしについて知ってもらい、ギャ
ップを無くしてから移住、という段階を踏む（地域生産者 B） 

・地元のやる気がない（地域生産者 C） 
・新規を嫌がる（排他的）（地域生産者 C） 
・町民の交友が閉鎖的（地域生産者 C） 
・情報を共有するコミュニティがない（地域生産者 C） 
・既存メディアの情報発信が少ない（地域生産者 C） 
・道路や公共施設（公園・キャンプ場など）の清掃・整備ができて

いない（地域生産者 C） 
・インフラ（交通手段）の整備ができてない（しおのえふじかわ牧
場 藤川氏） 

・情報公開できるサイト、プラットフォームをつくる（地域生産者
C） 

・相乗りタクシー（地域生産者 C） 
・ITの使い方の講義を開催する（地域生産者 C） 
・名勝のマップを置く（道の駅は情報発信、起点となってもらう）
（地域生産者 C） 

・香川県内の観光拠点との連携（地域生産者 C） 
・シニア世代が寄び入れる工夫（地域生産者 D） 
・以前は徳島から路線バスが県境を跨いで運行（温泉水供給 A） 
・近くの方で相乗りしている（温泉水供給 A） 

7 

塩江温泉郷
や道の駅し
おのえに望
むこと・も
の・アイデア 

・コミュニティバスの空港、仏生山駅乗入（協議会/地元自治会 A） 
・現存する旧小学校等の利用（協議会/地元自治会 B） 
・生産者出品物の品質管理（協議会/地元自治会 E） 
・健康の増進（協議会/地元自治会 F） 
・野営キャンプ場も必要（協議会/地元自治会 F） 
・地元の特産品に注力した常設の「マルシェ」と手造りの食品を売
る「食のコーナー」（コミュニティバスの行先集落 B） 

・温泉施設の改善（コミュニティバスの行先集落 C） 
・美術館でのやきものツアー、クリスマスコンサート、音楽会（地
域団体 B） 

・温泉バスを町内巡回（地域団体 B） 
・コミュニティバスの回数を増やし、運行時間をわかりやすく案内
（地域団体 C） 

・サイクリストやオートバイでの利用が多いため、彼らをターゲッ
トにした商品造成（地域生産者 A） 

・海外からのゴルフ利用客が多いため、彼らの満足度向上につなが
るサービス提供（地域生産者 A） 

・魅力を上手く情報発信・広報（地域生産者 B） 
・香川県で歴史ある食品（三豊ナス・唐辛子（たぶん香川本鷹？）・
炭谷ごぼう）を使った料理（地域生産者 B） 

・きっかけづくり、起点（地域生産者 C） 
・自然を利用した体験⇒トレッキングツアー、カヌー、サイクリン
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No. 設問 回答例 
グ 

・道の駅は物販（地域生産者 C） 
・３つのキャンプ場と内場公園を活用した体験型宿泊施設（RVパー
ク）（地域生産者 C） 

・高冷地野菜（トマトやゆず）（温泉水供給 A） 
・塩江ならではの特産品の商品開発（温泉水供給 A） 
・体験メニューや、野菜料理（地元料理）を共に作る（その他 A） 

8 

塩江温泉郷
や道の駅し
おのえで挑
戦したいこ
と・できると
よいこと 

・来て観るだけでなく体験したり、物とふれあい自然の良さを知る
（協議会/地元自治会 F） 

・道の駅で安い食事の提供（地域団体 B） 
・旅行会社とコラボして、一日日帰り旅行を企画（地域団体 C） 
・地元の小学校の課外授業（地域生産者 A） 
・豊かな自然の保全や、歴史ある炭谷ゴボウの栽培の取り組みに参
加してくれる人を増やしたい（地域生産者 B） 

・塩江町の美化（地域生産者 C） 
・塩江町全体のコミュニティづくり（地域生産者 C） 
・インフラ（交通手段）整備（地域生産者 C） 
・買いたくなるような雰囲気があると良い（温泉水供給 A） 
・野菜を出す人（野菜の種類）が増えると良い（温泉水供給 A） 
・ホテルや旅館は別の場所から野菜を調達しているため、地元の野
菜を使用してもらえると良い（温泉水供給 A） 

9 

塩江温泉郷
や道の駅し
おのえを将
来どのよう
な場所にし
ていきたい
か 

・小学生の体験学習の場（協議会/地元自治会 B） 
・観光ツアー等の宿泊地として特化（協議会/地元自治会 B） 
・インバウンド客を塩江温泉郷にとりこむ（協議会/地元自治会 E） 
・リピーターを増やす（協議会/地元自治会 E） 
・地域住民が集え安心できる居場所（協議会/地元自治会 E） 
・高松空港からの交通アクセスの整備と温泉の利用した道の駅が中
心（協議会/地元自治会 F） 

・「コンテンツ」を更新して新しい魅力を造り出すことが肝要（コミ
ュニティバスの行先集落 B） 

・常に変化、改善を続けられる体制づくり（地域団体 A） 
・生活手段が保てるような中心（地域団体 B） 
・まつりを復活させたい（地域団体 C） 
・若者が定住したくなるような場所にしたい（地域団体 C） 
・障がい者や高齢者が安心して利用できるバリアフリー化された町
（地域生産者 A） 

・「田舎ホテル」、町全体をアミューズメントパークという考え方を
浸透させたい（しおのえふじかわ牧場 藤川氏） 

・塩江町民や、子ども高齢者が集まる（地域生産者 D） 
・地域の子どもたち、小中学生や高齢者の作品などを展示（交通 A） 
・子ども～高齢な方まで集える場所（温泉水供給 A） 
・インバウンドに来てもらうことは喜ばしい（温泉水供給 A） 
・昼間も塩江を観光してもらえると良い（温泉水供給 A） 
・地域住民も日々活用できるような、衣・食・住ができるような設

備（その他 A） 

10 

塩江温泉郷
や道の駅し
おのえへの
アクセス手
段の課題・解
決するため
のアイデア 

・運行時間を考えねばならない（協議会/地元自治会 D） 
・直通のバスやモノレールのような乗り物（協議会/地元自治会 F） 
・道の駅や温泉で楽しむ方と医療施設にこられる人の駐車場がべつ
べつの方がいい（コミュニティバスの行先集落 A） 

・塩江と高松駅、空港を結ぶ直行バスの運行（コミュニティバスの
行先集落 C） 

・空港直行バスは検討に値する（地域団体 A） 
・田舎でありながらアクセスの良さは大きなアピールポイント（地
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No. 設問 回答例 
域団体 A） 

・ホテル、旅館が別々に送迎するのではなく、地域が一つの共同体
で、時間毎に送迎（地域団体 B） 

・高松空港と塩江温泉郷を結ぶ直通バス（地域団体 C） 
・日常の買い物利用に即したバス運行のスケジュールの見直し（地
域生産者 A） 

・観光バスの周遊ルートも見直し（地域生産者 A） 
・民間ができる、小規模な整備でできるような移動手段の整備（電
動自転車・キックボード）⇒自然を感じられる、滞在時間を延ば
せるモビリティが良い（しおのえふじかわ牧場 藤川氏） 

・旧塩江小学校の運動場などの開放し、駐車場としてつかう（交通
A） 

・旧小学校のグランドを活用しているが駐車場は足りていない（温
泉水供給 A） 

11 

道の駅付近
発着の路線
バスやコミ
ュニティバ
ス等の望ま
しい走行ル
ートや時間
帯 

・8時～18時（協議会/地元自治会 C） 
・香川町コミバスと塩江コミバスが岩崎などで連携（協議会/地元自

治会 D） 
・待ち時間が長い。コミュニティバスは路線コース外。病院送迎バ
スが高齢者の唯一の移動手段（協議会/地元自治会 E） 

・時間帯は考えて運行（協議会/地元自治会 F） 
・医療施設を併設する意図が解らない（コミュニティバスの行先集
落 B） 

・日常の足として自家用車がないと生活が成り立ちません。人口減
少の中では持続性を考えると難しい（地域団体 A） 

・空港口駅か、仏生山駅から塩江道の駅付近までの直通バスがあれ
ば、通勤・通学にも使える（地域団体 C） 

・バス停まで 1kmほど歩かないと利用できない（地域生産者 A） 
・バス停まで行くことができない高齢者がいるためタクシーの方が
実用的（地域生産者 C） 

・IT技術を使ったタクシー事業（相乗りタクシー）（地域生産者 C） 
・診療所とみんなの病院への送迎バスが必要（交通 A） 
・椛川ダムに行く人や奥の湯温泉の方へ行く人もいるので、1日 1～

2回周遊できるスがあると良い（温泉水供給 A） 
・上西から塩江のバス停まで歩いている人もいる（温泉水供給 A） 

12 

温泉水の供
給事業に関
して感じて
いることや
課題・課題解
決のための
アイデア等 

・温泉水を販売（協議会/地元自治会 D） 
・民間の活用（協議会/地元自治会 F） 
・資源があっても利用者（ニーズ）あってこそである（地域団体 A） 
・温泉水が安全に利用し続けられる維持管理運営を実施（地域生産

者 A） 
・温泉の宅配・通販（サブスクリプション・ふるさと納税もあり）
（地域生産者 C） 

・配管から漏水しているため、専門の民間事業者に点検してもらい
たい（温泉水供給 A） 

・施設の点検は実施していない（温泉水供給 A） 
・スマートメーターのようなものがあるとよい（温泉水供給 A） 

13 

民間事業者
に期待する
こと・懸念事
項 

・地域と共に長期的な計画、発展を考え行動（協議会/地元自治会 B） 
・活性化にむけては、民間の活力が必要不可（協議会/地元自治会 F） 
・にぎわいの創出が“歌い文句”でどの道地元への恩恵は期待でき
ない（コミュニティバスの行先集落 B） 

・新しい雇用を生み出す事で若者が定住（地域団体 A） 
・地域雇用が確保されるとともに温泉の PRを行い、活気ある町づく

り（地域団体 B） 
・地域の各団体を上手く統合してほしい（地域生産者 A） 
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No. 設問 回答例 
・空き家改善（地域生産者 A） 
・情報発信・広報の力（地域生産者 B） 
・オンリーワンの質の良いもの（地域生産者 B） 
・営利目的のみの企業が来ないか。地元のことを思ってくれる企業
でないといけない（地域生産者 B） 

・第 3者の視点、別角度のアイデア（しおのえふじかわ牧場 藤川
氏） 

・塩江町の実態を把握できてない（地域生産者 C） 
・地元と密に連携（連絡）してくれない（地域生産者 C） 
・地域の発展には地域外の民間事業者が入ってくることは良いこと
（温泉水供給 A） 

・地域の行事に参加してくれる民間事業者がよい（温泉水供給 A） 
・電子化やシステム化で効率的に温泉水の維持管理ができると良い
（温泉水供給 A） 

・同じ物しか売られてない様な売店にはして欲しくない（その他 A） 

14 

道の駅しお
のえへの指
定管理者制
度の導入に
関しての要
望 

・地域住民最優先（協議会/地元自治会 B） 
・地域雇用・地元事業者優先（協議会/地元自治会 C） 
・売上げを歩合制にして売上げが上がれば運営者に還元される（協
議会/地元自治会 D） 

・地域を活かせる人（協議会/地元自治会 F） 
・指定管理者へ行政の介入は必要（コミュニティバスの行先集落 B） 
・民間の力を発揮し、充実した施設サービスをおこなってほしい（地
域団体 B） 

・塩江の食堂がみんながんばっているので、その関係者も含むこと
ができたらいい（地域団体 C） 

・雇用機会の創出（地域生産者 A） 
・各野菜の販売価格の最低ラインを設定（地域生産者 A） 
・出荷時に混雑しないよう、幅を持たせた出荷時間を設定（地域生
産者 A） 

・地域密着（地域生産者 B） 
・応募のあった企業と応募の内容を公開し、地元の意見を聴いてほ
しい（地域生産者 C） 

・規制をあまり設けない方がよい（温泉水供給 A） 
・自由にどんどん儲けて地元に還元してもらえると良い（温泉水供
給 A） 

・地元雇用が生まれると良い（温泉水供給 A） 
・地域住民が、かやの外にならないように、意見等出しあえるよう
な仕組みも必要（その他 A） 

15 

道の駅しお
のえと連携
できること・
塩江温泉郷
で貢献でき
ること 

・民間業者と提携し、利用者に有利なクーポンの発行（協議会/地元
自治会 B） 

・観光開発（協議会/地元自治会 F） 
・スタンプラリー、クーポン、温泉めぐりツアー（地域団体 B） 
・梅まつり、竹灯り、ほたる祭り、温泉通りなどの行事と連携をと
り、情報発信する（地域団体 B） 

・野菜等の継続した出荷での連携（地域生産者 A） 
・散歩しやすい空間整備（地域生産者 A） 
・ビオトープでは、間伐材を利用した柵を作ったりしているので、
間伐材の利活用で連携できると良い（地域生産者 B） 

・連携：スタンプラリー、観光ツアー、商品開発、情報材料提供（地
域生産者 C） 

・貢献：出張牧場、出張販売（地域生産者 C） 
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No. 設問 回答例 
・各ホテルと協力して送迎など協力（交通 A） 

16 

高松空港と
の連携を考
えた塩江温
泉郷の活性
化に関する
アイデア 

・空の便にあわせた（時刻）無人バスとか電気自動車等で送迎（協
議会/地元自治会 E） 

・空港と道の駅までの交通アクセス（協議会/地元自治会 F） 
・空港に塩江の観光リーフレット等を置いてもらう（地域団体 C） 
・空港内での宣伝や看板の設置（地域生産者 A） 
・塩江マップ（地域生産者 A） 
・塩江に行きたい他の観光客を相乗りさせる（地域生産者 C） 
・空港から道の駅へ立ち寄れるようなアクセスの連携（温泉水供給
A） 

・ホテルの送迎バスが空港に出ているため連携できると良い（温泉
水供給 A） 

・空港でも特産品を販売できるとよい（温泉水供給 A） 

17 

インバウン
ド（訪日外国
人観光客）が
塩江温泉郷
に訪れるこ
とで得られ
る効果や懸
念事項 

・マナーの悪さを伝え聞く。道の駅の利用は期待できない（コミュ
ニティバスの行先集落 B） 

・インバウンドについては積極的な気持ちにはなれません（地域団
体 A） 

・経済効果（地域団体 B） 
・規則やマナーを理解してほしい。その対策や人材が必要（地域団
体 C） 

・道の駅で加工品を販売（地域生産者 A） 
・効果：経済効果、情報発信、住民の意識改革（地域生産者 C） 
・懸念：治安悪化、対応しきれない施設で問題が起きること（地域
生産者 C） 

・アイデア：外国語対応可能なガイドを委託、大学生のバイトでも
よい（地域生産者 C） 

・インバウンドに限らず観光客がごみを捨てている（温泉水供給 A） 

18 

インバウン
ド（訪日外国
人観光客）に
訴求する塩
江温泉郷ら
しい商品や
サービスの
アイデア 

・若い人に定住促進できるような施設の整備（協議会/地元自治会 F） 
・豊かな自然環境を生かした、ゴルフコンペ（地域団体 B） 
・トレッキング、そばうち体操、竹灯り、竹とうろうの作成（地域
団体 B） 

・スポーツと親和性の高い事業（地域生産者 A） 
・自然を満喫・歴史をたどるトレッキング、サイクリング（地域生

産者 C） 
・里山づくりを月に 1回行っており、地元の方も参加（温泉水供給
A） 

・第 3日曜日（8:30～12:00）に活動しており、昼食は地元の方が提
供してくれる。民間事業者にも関わってもらえると良い（温泉水
供給 A） 

19 

想定される
関わり方や
挑戦してみ
たいこと 

・地元の水や米でどぶろくをつくる、特産品として売る（地域生産
者 C） 

20 
その他の考
え・意見等 

・若者が定住できる環境づくりが一番大切（地域団体 A） 
・若者の意見を取り入れ、持続性のある取組みができれば良い（地
域団体 A） 

・今まで道の駅に野菜を出荷していた農家の人などが困らないよう
にまた耕作意欲が減少しないように配慮してほしい（地域団体 B） 

・塩江が少しでもにぎわいが取りもどせるよう、期待しています（地
域団体 C） 

・地域ごとに秋まつり（御神輿）や獅子舞があり、今は後継者不足
であり実施できていないが復活できると良い（温泉水供給 A） 
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３－５ ヒアリング調査結果の整理 

（１） 選択式 

 ヒアリング調査にて選択式による回答とした、塩江温泉郷の魅力や課題、想定されるター

ゲットの結果は以下の通りである。 

塩江温泉郷の魅力 

１位：温泉 
２位：豊かな自然環境 
３位：ダム 
４位：紅葉・桜 

５位：川遊び 

６位：キャンプ場 

６位：歴史・文化 

８位：まつり 

９位：地域の人 

１０位：旅館・ホテル 

 
塩江温泉郷の課題 

１位：交通アクセス（公共交通機関） 
２位：後継者・若い世代の人手不足 
３位：魅力のある飲食 
４位：魅力のある物販（お土産等） 

４位：施設の老朽化 

６位：訴求力のある観光・体験メニュー 

７位：施設間の連携 

８位：若者客の取込み 

９位：サービスの質（おもてなしや多言語対応等） 

１０位：その他 

 

塩江温泉郷のターゲット 

１位：親子・子育て世代（親が 20～40代） 
２位：定年退職後のシニア世代 
３位：湯治客・療養者 
３位：インバウンド（訪日外国人観光客）※団体 
５位：インバウンド（訪日外国人観光客）※個人 

６位：中学生・高校生（合宿・宿泊学習） 

７位：国内観光客（お遍路等） 

８位：サイクリスト 

９位：スポーツ少年団 

１０位：大学生 
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（２） 記述式 

 ヒアリング調査にて記述式による回答とした項目の結果概要は以下の通りである。 

 

 

 

【塩江温泉郷との連携】 

【温泉水供給】 
●課題・アイデア 
・配水管の老朽化対策を実施 
・民間事業者の指定管理による温泉水管理 
・民間事業者が供給を担う際の安定的な供給の担保 
・専門家による温泉水、湯量の調査 
・廃水処理における環境への負担軽減 
・温泉水の公平利用、安定的な供給 
・温泉水の成分変化に伴う柔軟な料金設定 

【自社で連携・貢献できること】 
・共通して使える湯めぐり入浴券の販売、スタンプラリー、クーポン 
・観光ツアー、自然体験、屋台村、地元ガイド、英語でのツアーガイド 
・情報発信、塩江ガイドブック、域外事業者の紹介 
・資金面での援助 
・学生ボランティア 
・旅行商品の造成 
・シャトルバスの運行、観光タクシー、震災時の輸送体制構築 
・RVパーク 

【高松空港との連携】 
・飛行機の到着に合わせた直通バスや乗り合いタクシーを運行 
・空港利用者への温泉日帰りプラン、割引サービス 
・空港での PR強化、塩江温泉マップの設置 
・空港利用者の離発着不可時の宿泊受け入れ 
・空港と温泉宿間の荷物配送サービス 

【インバウンド】 
●インバウンド効果 
・収益増加に伴う経済効果、温泉郷のブランディング 
・交流人口や移住者の増加、国際交流の機会創出 
・インバウンド対応向けの雇用創出、受け入れ意識の向上 
●懸念事項 
・英語対応や多言語対応可能な人材の確保、海外向けの情報発信、両替対応 
・長時間滞在できる温泉郷としての整備、空港からのアクセス 
・外国人のマナーや文化の違い、ごみの投棄等による景観破壊 
・多言語化や施設の受入体制が不十分によるオーバーツーリズム 
●商品・サービスアイデア 
・自然体験（登山、トレッキング、ジップライン、サイクリング、ゴルフ、SUP、鮎取り 等） 
・文化体験（温泉入浴、サウナ、浴衣/着付け体験、物作り体験、日本文化、ガイド案内 等） 

【交通アクセス】 
●課題・アイデア 
・高松空港と道の駅しおのえの直行便を運行 
・高松駅から自動運転バスやシャトルバスを運行 
・琴電仏生山駅と道の駅しおのえを結ぶバスの増便 
・ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞで塩江までﾏｲｶｰ、そこからｼｬﾄﾙﾊﾞｽを利用 
・道の駅をハブにして、域外と域内を接続 
・路線バスとコミュニティバスの接続性の向上 
・地区内をくまなく回るルートでの自動運転 
・地元住民と観光客に利用される交通体系の整備 
・サイクリストが周遊できる自転車道の整備 
・美馬市や穴吹方面へのアクセス性の向上 
・道の駅の駐車場の増設 

【民間事業者との連携】 
●期待 
・新しい技術や取組み、訴求力の高いサービス、日帰り入浴施設の低価格化 
・地域内外をつなぐ役割 
・行政のｻﾎﾟｰﾄによる地元事業者の参画 
・民間事業者のスピード感をもって、利用者に寄り添うサービス 
・効果的な宣伝、デジタルペーパーレス化 
・地域交通事業者による自動運転車両の運行 
●懸念事項 
・地域外への資金の流出、短期間での事業撤退 
・地域との連携、雇用機会の増加への寄与 
・地域の歴史の継承性 
●要望 
・地域の人も発信できるスキーム、意見箱の設置 
・交流人口の増加、地域向けの買い物拠点、雇用機会の創出 
・景観や環境保全への協力 
・自動運転バスの運行支援・寄付 

【塩江温泉郷の将来性】 

【魅力・強み】 
・空き家や古民家の活用、ワーケーション 
・体験型観光（ﾀﾞﾑ、森林浴、ｻｳﾅ、ｽﾊﾟ、ｸﾞﾗﾝﾋﾟﾝｸﾞ、ｻｲｸﾘﾝｸﾞ、 

ｷｬﾝﾌﾟ、ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ、ﾄﾚｲﾙﾗﾝ） 
・湯めぐり体験、温泉リハビリ、湯治 
・紅葉、桜 
・川魚など地元食材 

【課題】 
・情報発信、歴史的 PR、取材受入れ 
・ｱｸｾｽ性、交通網整備、ｻｲｸﾘﾝｸﾞ整備 
・空港、中心部、ｷｬﾝﾌﾟ場との連携 
・民間事業者との連携、コラボ 
・観光コンテンツ、高付加価値化 
・高齢化対策、担い手不足、夜間の暗さ 
・ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ対応、ｷｬｯｼｭﾚｽ対応 
・駐車場の確保、施設の老朽化 

【挑戦したいこと】 
・スタンプラリー、自然保護体験ツアー 
・定期的な観光勉強会、活用の場の提供 
・SNS発信 
・高校や大学との連携 
・路面電車の復活、乗り合いﾀｸｼｰ、道路拡充 
・旅行商品の造成、日帰り旅行の企画 
・名物料理の開発、安価な食事提供 
・町内美化活動 

【将来的な位置付け】 
・秘境的なイメージブランディング 
・地域の健康や娯楽の拠点 
・観光客との交流ができる場所 
・香川と徳島を結ぶ拠点、交通ハブ 
・アートな町、祭りの復活 
・避暑地の宿泊先 
・非日常体験、名物料理、体験型学習の場 
・Iターン、Uターンの推奨 
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